
議案第９６号 

 

公の施設の指定管理者の指定について（ゆとりっく） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者として次のとおり指定することについて、同条第６項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和４年１２月１日提出 

 

                    南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   ゆとりっくクアハウス 

ゆとりっくクラブハウス 

 

２ 指定管理者となる団体 

   所在地   南あわじ市湊７７番地 

   名 称   株式会社アクア淡路 

          代表取締役  渡邊 一人 

 

３ 指定の期間 

   令和５年４月１日から令和９年３月３１日 



【ゆ とり っく クアハウスｉ クラ ブハウス】

指き管ＩＩ者候補者ｉｌ定に関 する 資料

指定 管・ 者指 定串 請書 Ｐ　Ｉ・

Ｐ６８

指定管ＩＩ者候補者法人概要害 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・　 Ｐ２

指定管Ｓ を行 う施設の事業計回　 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・　 Ｐ３

指定管Ｓに係る収支計回書 ●● ・● ●● ・● ●● ●● ●● ●● ●● ●●　 Ｐ６７

指・管ａ業務にかかる基本協定疂



（要項様式２ 号）

指定管ＩＩ者指定串請書

南あ わじ市長　　 守　 本　 憲　 りム　　様

令和４年　　 １０ｇ

法人 ＩＳ　。。 ４朱 ｊｔ会社 。ア クア 澡絛

法人９Ｅ所　 Ｊｉ庫あ南あねじ市

ｆｔ表きち。　湊邊＿一人

ｌｌｌｑ．　　㎜

指定管ミ兔の指えを受けたいので、 次の とお り申請し ます。
＝　　　　　　 －回・ｊ－

ｉ　　　　　　　　へ
Ｘ

．　　　　　　　　　 ●． ●　 Ｓａ

靡い１　４５　　　 称　　株ｊｔ会社　 アク ア，淡路

＿＿ ＿Ｔ－－－・　＿
ｙ……Ｊｔじ゙ ｊ（１ｉ　 Ｊｉ庫・南あわじ市ｉ７４１ｔｈｊドＹ４ｉ
レー………＿ ＿，ｊ

Ｆｉ おう とす ｜　ゆと りっ くク アハ ウス
施設 のｇ 称， ゆと りっ くク ラブハウス

ぶ付書類

乙‾ ‾’ ‾“’一一

Ｉ（事務処ミ欄）

且回 心偏亠よ 亠ａらー
ス　　をａｌｌするまｌｉ　　　　　　．　 ＲＩ
Ｉ　ＥＩ　事ｔ計Ｓ・

＼■］１はＷ１１オ４１１示售

，込　遇．帯おｉＥ 人ｊａｔＥま ・承ほき

｀……込

□
回
一

Ｉ
！

１
１
２
－

Ｆ
－

‘－り

２４日

「
－
－

｜

‾ノ
Ｊ

串２資格を確認する書９

ｇま計・書

グル ープ結４ｉ

その他（ 別途Ｓ付 １～ ５）

（別ｉｉ添付 １） 事業内容のパンフ レッ ト（ゆと りっ くリ ーフ レッ ト）

（別途添付２）年度Ｓｌｌ 事業ｔ↑ 自書 （令加５ 年度～令和８ 年ｉ）

（Ｓ ＩＩ 途添付３）競技力 氈上に向 けた資料 （選手コ ース ワークア ウト メニ ュー）
１

（．別途添付 ４） 連帯保証人　 泉本　憲人

・住Ｒ票記載事項証明書

・連帯保証人が現在住んで いる 建物 の・Ｅ簿謄本‘

・上回建物がｉＺｔする土地の登Ｒ簿謄本

・市Ｒ税 ・県Ｒ税 （匹ヽ課税） Ｍｉ！ｌｊ書又はｊＲ泉徴収票

………． ．． ．． ．． ほ本のみ添付

（ｇ ｌＪ ｉｌぶ付 ５） 連帯保ａ人の圭な実績
二

づ



（要項様式３号）

法人概要書

カプシキガイ．シ４ラｊアアワ ジ　　　　 一一・‾’‾・‾‾

株ｔ兔社　アクア淡路

ワタナベ　カズヒト

渡　　邊　－　　人
＝㎜ｊｇ　 ｊｌ＝ａ．　 ａ＝＝＝ －＝㎜＝ヤ　 ’　　　　　　　　　　 一一 ・－ 一一 一一一一

ｔｙ （；韲２あわ ｃ市・７７ｎ
匹‾ニ（倫く＼皿ゾ
§にＥ年 Ｊ１ 日や四年 ４Ｊ１　１日

［　 一一．Ｎ．＿‥。＿－

まな 事業 ｉＳ

（沿 革４）

一一 一一 一一一一一一一一一

Ａ　 Ｘ　 番　 号　 皿＼
一一 ミ八

１． スポーツ事業 ８，Ｚ浴施設の企画・ １１１・ 運営

水泳教室　ゆと りっ くス イミ ングスク ール運営 一管 ！１１

・　 Ｚ■施設　ゆと りっ く９１１１　・　 ・ａ営

＝（ ａ革）

１　 ２００８ 年（Ｈ２０） ４Ｊ９　 株式会社ザッ ピー・淡設立

２００８年（Ｈ２０） りｌ　 南あわじ市ゆ とり っく 指定 管ＩＩき業務契約

，２０１ ８年 （Ｈ ３０ ）２ ＪＩ　 株ｊＥｔ会社 アク ア淡路に社４５変更

２０１８年（Ｈ３０） ４ＪＩ　 南あわじ市ゆとり っく 指定ｌ瑳者業務契約
ミ． 一㎜ 皿　　 －． －Ｉ ¶ｒ　 冖－ ＝－ －一一・ ＝ｉ －・ 皿皿 －・ てミ ‾’ 四‾　　　　　　　　　－

、１：成２０年． 南あわじ市のｎｉｔｌｌｌき制まの■入によ り、 ＩＳ吏Ｗ１１きｍ

ま人 の特 色Ｒび

経　 営　 方　針

｜

｜

ｍ” －一 一” ’－　　　　 一一 ’－

｜

免許 ・登 録等

こ〃－

構　 成　 員　数

ｉ（ 従業 ｉｉ 数）

指定 管９考

制まま！！当者

定を受けるために、「ゆと りっ く」 施設で雇用されて いた職ａで設立し

た会社です。

地Ｓ貢献 を第一に 、安む・ 安を ・快適な施設の管 ＩＩ運営 を実行しま

す。 ショ ツピ ングセン ター シーパ、 市１ヌｌ 関連施設 とｊｔに にぎわいの

３４４５

氏
回－ ｜・・－ｊ・

電　 話　番
－　　 ｄ　　 －ｒ９・

メールアド

一一一一

１１
・＝・－・Ｓｒｌ ・・９

１

号１
一一 一－●１ ，－，

レス１

渡邊 ｙ一 一一 ７？１７：ｆｔ表な締役
暉ヅ フニ ●ｌ皿

※　 法人の組織回について は、 別途添付する こと

Ｏｎ似施ａの ｌミ運営 にＭ する 実績 （Ｒ間の類似施設 を急む）
－　　　　　　 一一

しや。）ｉ１年
ゆと りっく

ＪＩＥ庫Ｓ南あわじ

市湊７７番地

業務 の１大ｌ容

スイ ミン グ教ま． 溘・施ａｔｌｌ運営

ゆと りっく
ＪＩ庫Ｓ南あわじ　 スイ ミン グ教室． スタ ジオ ｉｌｌＳ

市湊７７番地　　　 Ｚｊ１１施設管ＩＩ運営
－　 一一　 －一 一一一

Ｊｉ庫ｌ南あわじ　 スイ ミン グＳｌｌ、ス タジオヨｉＳ

市湊７７番地　　　Ｉ温ｊｇ施設管ＳｉｌＸ営

２

管ミａ営 の期間
一一

Ｈ２０年　 ４ＦＩから

Ｈ２５年　 ３ＪＥＩ まで

Ｈ２５年　 ４ｊｉから

Ｈ３０年　 ３ＪＥＩ まで

ゆと りっく
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（要項様式６号）

事　 業　 計　 回　書

管ＩＩ運営の基　 方針

１） 施ａの管ヨ運営を実施するにあたっての基本的な考え方

（１ ）・　南あわじ市の構想に沿 つた施設運営の実施

Ｓ湊健康増進センターゆ、 とり っく （Ｊａえ下、 本施設） は平成２０年より ３期 １５ 年にわ

たり 株ｉＥｔ 会社ザ。ツピーｉｉ湊 （ヨ脱株ｉｔ自社アク アａ路　 な下、弊社） が指定管１１者と

して管１１運営を 行’つて来ま した。
１

今後も他施設にない特徴と 強。みを活か した管１１ａ営を実施するため、南あわ じ市が

む表 して いる 「１１Ｒ　２　ま南あわ じ市Ｓ合§十画後期基本ｌｔＳ 」（ な下、Ｓ合おｉｉｊの ｑ＝ｌ

の構想と 「南あわ じ市 「ＺＳ施ａ条例Ｊ ａび 「南あわ じ市ａ水プール条例」 におけ
ｉ

る設置目 的（ な下 、設置目 的） にお った施設マネ ジメ ント を行 いま す。

Ｓ台れ圏の＝１本ａ■は「だか らｔみたい南あわ じ　 ～人がつながるｉｌあふれる

ふる さと づく り～ 」を 「前期基本計画： 平成 ２９ 年度～令ｉｒｌ３ 年・度」 にｇｌき続き

「後期基本計画： 令和 ４年 度～ 令和 ８年 度」 にお いて も将 来像 とし て掲 げ、 珊・成２９

年度 を初 年度 とし 、令和８ 年度 まで の１ ０年間の まち づく りの 計画 とな って いま

す。・

・ｔ回の提案 （な下、 本提案） では、・ｌｌ 目白４１ の「ｔＲのスポーツ推進による健康ａ

ぴ福祉の増進」「 ｌｌ るく ｛ｔみよ いま ちづ くり に寄与｝ と後期基本計圏内にあ る「施策

の柱」の ５つのぞｉ動の中から 、「○謳言Ｕ才八の克服」 。「○子育て環境の「ａ」 上と教
－

１

育の 充実」の ２点 に焦 ぬを 当て た施設運営を 行い ます。

幼児から ４・高年、Ｌ ＧＢ ＴＱ 十、 障がいの有無にかかわ らず多様ｔ；する■ｍ者ニー

ズの変ｔに対応で きる機能を持つ本施設は、 運動とス ポーツ、 そし て憩いの場とし

てのａ浴施設を通 して、「健康づく り」 と「生きがいづく り」 の」き」まの拠１ としての

役割 を果たし ます。

本施設の プールと フィ ット ネス ジム は、 南あわじ市Ｒのｉｌ動 ・ス ポー ツに おけ る貴

重な 財産 とし て、 Ｓ浴施設 につ きま して は、 南あ わじ 市Ｒ の方 を４１む に特 にｉ！！ｉａ地

Ｒ住民の憩いの場として末永く 親しまれ活ｍされてきました。

４・後も 、ｌｉ域の人なの 「声」を聞きなが ら、 工夫 し改善し てい くこ とで １ｔ！！域の１１９

とするま ちづ くり 、南あわ じ市の「将来像と する まち づく り」 に貢献で きる事業提

案を行います。

３



（２ ）施設の 周ｉＺＩ環境

①健康づ くり と１ きがいづ くり のＳｊａ
－

南あわじ市の人口 は現在４５， ３４７人 （令和４ 年８　ｊｌ 末現在） ですが、 本施設の商圏

と推１１１す るの は半径１０Ｋ ｍ圈 ｌヌ９で 、その１ ０ｋ ｍ圏 ｜；大ｌ には約５２， ０００人の人４がＳら

して います。

本施設は南あわじ市の・に位置 し、 市の中心 とは言い難い・地ではあり ますが、

人なの足を『自』 ける工央 をし 、多 くの方に親し まれ健康増進にｉ献し ています。

また 、近郊で はＲ間が・きする スイ ミン グス クール、 指定ｌｌｌ施設で ある ＱＪＩミ のプ

ールやＳ浴施設が点在 しますが、プール ・フ ィッ トネスジム・ 温浴施設が一体とな

って いるのは、本施設のみです。（回－１）

１く のｌｊＪｉｉｌ者が求めるそのＥ位一体の特色を生か’し 、ｊ自域における健康づく りと■

きが いづ くり の拠点と して の機能を 果た しま す。　　　　　　　　　　　、

那ｌｇ鱚　。

Ｓ實志知ｊｌｌ

卸，

ロブ Ｉ’
／．

揚ｇ　 ’． ｆ． ，ｊ．４
で・むヽ．　 ．”

ｉｘ ＱＫ Ｏ　Ｏ

か夲「

ｙべこ１ ０．１９１⊃いこＪ，・｀　ｔＳ４
。ブ ゛。ｊ　 ノこ

Ｏｋｍ

ｆ　 －　 ｆ・ ・ｊ．バ タ　 ・．　 皿　　 ．・ 千●

レ）１１゛１　；ごｙｓ７（　　 ’゛ いフ ｋ！ｉ・ ・・ｉＳ 鴎ａＳ甄Ｓａ　ｔ９ １１
Ｊ＿　　　 ．こ ’． ，．　　 ・ｔ ｌｌ ．ｌ ｌダ みχ　　　　　 まａ ｌｒ ・１。ａ　　　　　　．

肖瓦島

殿　 ｀Ｘ ふ；・

櫺ａ

”４ グｙへｌ ゛ａ ダ’゛゛’

１・　　ａ　 ９Ｓ　Ｊ．Ｉ｀ －… …… ’‘χ　ｊ
ｉ肖・

Ｓ’　 －ｉ；
ｔｌ　 ・・

ｙｌＳ
をら

●Ｓｉ野田　　｀

・集樞ｌ

ｊ　　 ｔ゛’ぎ ｊ．’１

ｌｌ ，　 ｊりｊ－　．　 ｊ　‘ｉｉ．・ｌ ｌダみＮ　　　　　ｔａ・｜ ’丶 ．ｌａ

ピ　 ぶ厂 ノい゜や　　　ｊｉ・　ｓ．
ＦＩＭ　 ｌｉ　 χ。　　ダ　　　　　　｀？゛　　　　　：（　。‘ ゆ゛ ’｜憊ゾノ詼

・Ｊ Ｉｌ ｌ． ナ　　　Ｓ
。’ ・７ ”’ －’か

ｔＭ ン５ １・ｌ野　　　 ゛’ ｉ，、 …… ここ・・フ夊こ
．、　 －：　　”ダｊ”１　．　　 バ！ｌｌ　‘濶白崎

やや　　　　　ｙＳ ｃ゛
’： ’、．ぷ ：ｒ １１ ｒム　　　　　 ‘ｉ・χ　’ｌａ　 ｊＴｊｌヽＩ

・ゆ とり っく 図一 へ： 施設 をｑ＝１ 心と した 商圏

ｔ域のスポーツ施設・ Ｚ浴施設

サン プール

南あわじ市八木寺 ｒ大１１ ６１２

さんゆ一館

南あわじ市神 イ弋社家 ２３３２

サン ライ ズ淡路

南あわじ市広 Ｅ日 広日ヨ１ ４６６－１

○ ヒラスイ ミングスクール

洲本市納 ９５－２

ゆーぷる

南あわじ 市ｊヒ阿万筒襄　１５０９－１

（３ ）南あわ じ市が抱える課題 と本施設が担 う役割
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①Ｓ高二ｙ社・への対１；む

南あわじ市が抱える最大の課題の一つと して超高齢４ヒ社会への対１むがあ ります。南

あわ じ市 の令 和４ 年度 予算 にお ける ｌ；１；１訳 は、 福祉 など に支 ｉさ れる 孜。生１ が全 体の

２４ ．９ Ｓの 構成 ｔと とな って いま す。 これ らの 支ｉ を抑 える ため に「健康 １００年 時・ｆｔ 、」き

域の人４がつながる施設」 を目 白そ］と して掲げ、「 フレイル肖策」と しての身体活動や

スポニツ の益 ４の 促進 が１１１ 要に なっ てき ます。

②ＳＳな人口減タヘの夕ｔ ｌむ

・総務省 の統計に よる と、 南あわじ 市の 人口 推移 は下 回の よう な予 ■が され ていま

す。 （図 一２）

令和 ２年の国勢調査に基づ く合計特殊出 生率で南あわ じ市 は１ ．７０、とＪＩＥ庫県 （１ ．３ ９）

やを 国（ １． ３３）と ｊ比 較し て高 くな って いま す。 ｉ生率だ けで はな く、 守本市長 は後期

基本針画の着実な実施によ り「人が人を呼ぶ」、 希望に満ち溢れ、 次世ｔｔが自信を持

って 「ふ るさ と」 と售える 南あわじ 市を 翻っ てい きた いと ・べ られ てお りま す。

人

６５ ，０００

６０，０００

５５，０００

５０ ，０ ００

４５ ，０ ００

４０ ，０ ００

６０，１９４

南あわじ市人口推移（回ｌ和４０年～令和２年）　 き帯

５８，０７２　５７ ，８ １３　５７ ，７ ４１ ・５ ７， ６９０　・５ ７， ５２６

ヨ５，０００　　１・ １， ０８０　１‘１’ ３７３
３０ ，０ ００

５Ｇ ，６ ６４
５４ ，９ ７９

５２ ．２ ８３

４９ ，８ ３４

４６ ，９ １２

４４．１ ３７

２４ ，０ ００

２２ ，０００

２０ ，０ ００

１８，０００

！７　０ｊ ４　１６ ，ｑＳ１　１Ｃ　コ（．， Ｆ　１７ ，０ １７　 １６，０００

１４ ，０ ００

１２ ．０ ００

／ｊ・ｊ　ｊ　／冫 ゛ｊ　夕　ｊ． が謔　Ｍ。人口
／　　　　　　　　　　　　　　　令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縦・　　　→－ご９ｇ

回－２： 南あわじ 市の 人口 推移

【データ・ｉヲｉ】ｔＲｔ　ＳＳ禀ｔ７ＳＬＩＳｔ社会保障 ・人・口 回Ｓ！ＪＩ究所将来推Ｓｔ人口

③本施設の担 う役割

・｜；！ｌを休で少子高齢４ヒが進む状・か ら、 福祉などに支ｉされる市の負担は一層増

加す るこ とが考え られ ます 。そ のよ うな 状Ｓ の４＝１ 、周 ｇの学校施ａ ・ス ポー ツ施設

のきＲ４ヒがｉ１ み、 施・の統台や集約 も考 えら れま す。

・・、１１！ＩＳの參来に ｌａｌけ て■康づ くり にｔ慵、でき る本Ｓａがｌたす■Ｓはａ４ＳＳ

になって きます。

私た ちは これ まで培っ てき た経験と 管ＪＩ運営の ノウ ハウ を最大限 に活かし て、 長期・

的な視野 を持 ち、 安全で安定し た兼営を行い ます。

（４ ）地域コ ミュ ニテ・イ とし ての環境デザイン

①健康づくり とｔきがいづくり・ａとしてのａＳ
ｉ

－５－



地域住Ｒの健康づくり と生きがいづ くり 施設とし て、 年ｔｔや性ｌ、障がいの有Ｓ、

ｉ！ｌａ力や４本 力のまいなどにｊむじたａ■・ スポーツｍ４をｌｉいます。

・世ｔｔへの プロ グラムと サー ビスによ って、ｌｊＪｉｌ者に喜ばれる施設運営を行 う事

で、 誰でも気軽にスポーツ活動に親 しむ機会を提供し、地域住Ｒの健康増進 一体力

づく りを支援 しま す。

②ＳＳ・境と１考Ｓ
１

本施設の最大の特徴と して 、淡路島で唯一プール ・フ ィッ トネ スジム・ 温浴施設が

一体 とな って いる こと があ げら れま す。

４＝１高年な どのほ４本力きで も１］果 白り にａ■ができ るプール、メ タボほきやフ レイ ル対

策と して効果を期待できる フィ ット ネス ジム、む身と もに リラ ック ス効果のあるＺ

浴施設が一体とな っており 、この特色を活か し１１１ｊ■者の機能改善を目 指します。

③１１１１ｊＳの人４ がｉ流で きる ＥＩ境づ くり

私た ちは 、「 おも てな しの 心」 を大 り］ に管９ａ営に あた って いま す。

従業ａが地域 コミ ュニティ の橋渡し とな るよ う、 運動やスポーツを ４＝ｌ心 とし た施設

機能 をｊｌ！１ｍ して 、環境デザイ ンを 積極 白４１に 行っ てい きま す。 （回 －３）

ト

アク アＸＳ

マネージメント

レヽ

地域コミ ュニティ ・－

か
八と

ぐツ
／；）

ｊ・－

図－ ３： 地域 コミ ュニ ティ Ｓ成回

冫

ｙ
參

（５ ）環境デザイ ンの複数の観点から施設参加を促進

①ｌ もが気軽 にｌｊＳ でき る「健康づく り拠 Ｊａ Ｊａｔの吏実

あら ゆる 人４ が安 むし て利 ・で きる 環境 を整 え、 子育 て支 援、 子ど もの 体力 向上か

－６－



ら障がい者、 介護予防にいたるまで、それぞれのライ フス テージにおける目 白り ・体

力に見合ったプロ グラムを提供 します。

「す る・ ＭＩ る・ ・る　 まえ る」 の複数の 観Ｊａか ら参加を促進

幼児から 高齢者、 障が い者 まで幅広 く受け

入れ、それぞれの年齢。体 力レベルに

合わせたサービス を提供し ます。

そし て、 より １く の人が生ａス ポー ツを楽

しむ事ができ るよ うに 「す る」　　　 「見

る」 「支える」と ４つの観点をサービス提供

の柱 とし て運営管 １１ にＳ り組みま す。
Ｓ

（図 一４）

複合 的な 働き かけ によ り、 個４ のラ イフ

スタ イルに運 動、 スポーツ を浸透さ せ、地

Ｍに根付いた施設として長期的に市Ｒに活

ＪＥ目さ れる 拠点 をつ くっ てい きま す。

支える
サー ビス

提供の柱

みる

図－ ４： サー ビス 提供 の柱

Ｉ気軽にスポーツ を楽 しむ機会 を提供～ 「す るス ポー ツ」 の推進～

・Ｓ世ｆｔ参加型のプログラム展開

ＩＬ 幼！ｌｉ！か ら高齢者 まで幅広 い対象者 とニ ーズ に向

けて 多世 ｔｔ参加 ■の 「す るス ポー ツ」 プロ グラム

を展開します。（回－５）

・運動を継続するための様４な　忌工夫

ニーズに合わせたｌｊ ＪＥ目ができる利・料金体系の

導入やスポーツ・ ａｌ のほ売な ど、 ａ動にな り組む

ための環境を整備 しま す。

ｒｌ

、●　　　Ｓ　　゛
。・ｊ

゛｀ ｙｆ．り
、ぷｊ　‘ ４

７
１

Ｓ

回－ ５： ｇ， 世ｔｔ参 加（ イメ ージ）

ｉｉ スポーツ と親 しむ きっ かけ を提供　 ～　　　　　　　　 の推ｌｌ～

・　 報提供による機会の提供

施ａ ｌ大｜で はス ポー ツ、 施ａ情報等を提示 しス ポー ツを まｎ る、 ｆｉ うき っか けと

し、 ｉｌｌｊ Ｊｉｌ者の情報交流の ｊｉ を提供し ます 。ま たｌミｌＪＪｉｌ こき だけでな くｊｌ学者も 積極 白そ】
ｉ

に歓ｌ！する雰回・づ くり を演ｉし、スポーツを　　　　環境のＳ備をぞｉ つて いま

す。

ｉｉｉス ポー ツを実施 して いる シー ンを 提供　 ～「見る スポーツ 」の推進～

７，



２

・間近に 見て感じ る場の提供　　　・

スイ ミングスクールやスタ ジオ レッ スンの

見学 、ま たは無料で体験で きる 機会 を常 に提

供し 、・実際に感 じ、 「・ る」 事でスポーツ参加

への きっ かけ をｇ ｌき ■す場を提供 します。

（図 一６）

一気軽に：１ ち寄れる空間の演出

本施設は ショ ッピ ングセン ター 「シーパ」と
ー

隣接 し、 ｉｌｉ隣 の住 宅ｌｔ！！か らも アク セス がし やす

い状■か ら、 その特性を活かした運営を行って

います。 散歩やｉｉい物のついでに、日 １１ｉ、 ａ・

をし ない 人も 気軽 に１：ち 寄り 。様 ４な スポーツ

シーンを 「見る」 こと で施設を４近に感 じてい

ただき、 皿へのき っかけを作り ます。

（図 一７）

‘７

ｆ
‥
万
作

回－ ６： 体験 レッ スン

Ｓ

図－７： 気軽にき寄れる施設（ イメ ージ）

ｉｖ　 指導者の育成 ・啓発　 ～「支え るス ポー ツ」 を推進～

・ト ライ アルウィ ークａびインターシッ プの受入れ

大学生を 対象 にし たイ ンタ ージ ップなら びに

トラ イや るウ ィークと して ｌｉ 淡４１学 ■２ １の

他、 本年はＥ原中学校から もＳ請が あｘ４　４鳬　　　ヽ

を受入れて職場体験学習のお手伝いをし、市

ｌ大ｌ学校と の連携を積極 白４１に ｆｉ つて いま す。

Ｑ戮スポーツ ・Ｚ浴施ａにおけ るｉｌ営 システ

ムや、指導プ ログラム を１１解 ・体験す ること

で、 将来の指導者育成なら びに啓発 を行 い、

南あわじ市定住に もつ なが る未来をまえ るま世

４ｔ の指導者 が育 つ土壌づ くり にｉ献し てい ます。

（図 一８）

）指定期 間内 にお ける 達成 目標

１） ｌｊ ｍ件数

８

ｋ

７‘ｙ・４

四

図一８： トラ イや るウ ィー ク２ ０２２



①■ａｉｌｊ Ｊｉｌ■、－ＳｌｌＪ１１・Ｓの目４１１

本施設の令和 ４年度までの実績 と、 これまでの一般享｜Ｊ ｍ者数ａび会員　Ｉｌｊｍ者数の増

減データ をｊｉに 、コ ロナ禍に よる 影響のあ った 利Ｊｉｌ 者数も踏まえ令和 ８年度ま での

ｉｌｊＪｉｌ 件数の目 標値を表に示 しま した。

（表 －１）

表－ １： 利用 件数 （目 標値）

３３，５００

１６，０００

９０，５００

１４０， ０００

３５，０００

１７ ，０００

９０，５００

１４２， ５００

３８，０００

１９，０００

９０，１５００

１４７， ５００

（人）

４０，０００

２０，０００

９０，５００

１５０， ５００、

｜ｌｉｌにち梟上がり を推移し ていた「ｉａ ・」 「一 般ｌ」■き数」が令ｉｎ２ 年の 「新型
ｌ

コロ ナ感染拡大」 によ って 大幅な減少があり まし た。

しか しながら コロ ナ禍の２ 年を経て 令手ｒｌ　４　年度は１１ｊ ｊｉ！Ｉ 件数 は増加傾向に あり ます。

子ど もを 対象 とし たス イミ ング会ａ 数は 少子 ｛ヒ によ る減少が想定 され ます が、 指導

者の指導技術のス キルアッ プや、他 とは違っ た魅力の ある 指導 プロ グラ ムを展開す

るこ とによっ て、 着実に数字を戻して行きます。

－方、中高年者の健康 に対する 意識 ・ニ ーズは依然高 くあ りま す。
Ｓ

大人の力 を対 象と した 会員 数は 。「 プー ル」 「フ ィツ トネ スジ ム」 「お ＪｉＬ呂 」を 併ａし

た他施設には ない環境 を有効活ｍす るこ とに よっ て先ずは数字 を戻 し、 これ を維持

継続していきたいと考えています。

一般 手ｌｌｌヨ目 者数につ きま して は、 スポーツ ジム での コロ ナ感染が メデ ィア で報・さ

れ、 おＪＩ呂 を含めて ｌｉｌｊ ｍを控え る方が増 え、 減少傾自ｌに あり まし たが、これも上２

∃ｌｉに より 昨年より 数字が戻る方向にあり ます。

３施ａと もに コロ ナ禍での １１ｊＪｉｌ 者数の減少は あり まし たが、昨年よ り増加傾向にあ

ります。 （表－２）

ｉ－２： 年まｌｌＵＩ ・・ （ＩＦＩま２９年～令１１１３ 年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （人）

Ｈ２９年度　　 Ｈ３０年度　　 Ｒ１ 年度　　 Ｒ２ 年度　　 Ｒ３ 年度

１５ １． ２３０　一一　 １５４， ９３ １　　 １５ ９， ６２２　　 １３３， ３１ １　　 １３８， ８３２

これまで回様、社会の１１Ｕ］ きや地域ｔｌ ＲのニーズをＳま｜］ し、 数多 くの ｉ］ Ｊｉｌ促進策 を講

じ、 賑わいの施設の達成に努めます。

（２ ）経費の削減

経１の４１で特に １く の割合を ，！ｉめ る「人件費」 「水光熱費」 「修繕費」の削減を回り

ます。令和５ 年度～令和８ 年度まで の「人件Ｒ」 「水光熱費」 「修繕ｌ」の 目標額を

－９－



表に示し まし た。 （表 －３）

表－ ３： ｇｌ の削 減（ 人件 １／水光 熱１ ／修 繕Ｒ

３９ｉ０００

３０，０００

５， ０００

目標額）
－

３８，６１０

２９，７００

４， ９５０

３８

２９

４．

２２４

４００

９００

（千 円）

３７ ，８４２

２９，１ １０

４． ０００

①人１牛ＳＩＳ

ＪＩＥ庫県の最低賃まは年４上昇し、Ｅ飃体制と なった手成２６年の７８０　Ｆ９ から ＥＩ在９６０

Ｆエｌと なっています。弊社のパー ト従１員の年間勤務時間数は１ ３， ８８４時間（令恥１３年

実績）で、これを単純計算する と年間約 ２， ５００千 ＦＩ の増額になり ます。

こう いっ た厳 しい現状のなかでも社ａの稼働率をあげたり 、ｉｌ修等で各４のスキル

アッ プを回り 、効率白そｌ な勤務シ フト によ って 人件費の削減に努め前年１ｔ　１９６の 削減を

目標とし ます。

②水ｉ；ＳｌｌＳ

令加 ３年 １１　ｆｌ より ・力・］ＦｉやＪ京丿剛ｉｌａの高ほによって■Ｍ１４１とガスれｔの単

価がａき最高額と なっ ています。施ａの構造や機械の能力などをｉＥ確に１１解 し、更

に節電・ 節水を進めます。

・プール施設 とＺＳ施設が水光熱ｌｌの大半 をｌ：！ｉめ るこ とか ら、 プール水やおａ呂 の保

Ｚのための工夫、 省エネ仕様の電気機器、節水仕様のシャ ワーヘッ ドへの交換など

を行 って いま す。 関ｌｉ電気保安協会よ り、 本施設は 「他施設にＪｔべて節電の意縦や

Ｓ組みが優れてい る」 との評価 を毎年得てい ます。

１３ １き続き水光ＳＩの肖ｌｌ ・を■ｆｉし 、前年ｌｔ　１９６の削減を目標と しま す。

③修繕費 １１１１Ｓ

本施設は開設から ２７ 年が経過 して いる こと から 、経年劣化を考慮 し定期弧検の頻

度や項目 を見 直し 、機械設備の ］Ｆ備の 早期 発見 に努 めま す。

本施設はプール・ フィ ット ネス ジム ・お風呂 と３ 施設を併設す るた め、 管ミ範囲が

広く 異常箇ｉｇｉ を見落と さな いよ う。 定期点検の他、各ポス ト担ｉ者が日 常でのＲ常

箇所発見の記録を細か く２ し、 ポス ト責任者に伝 え。 大き なａ障になる前に修Ｓを

施し て修繕費の削減に努め ます。修繕１ につ いて も前年１ｔ　１９６の 削減を目 標と しま

す。

３） 各施設間 の達捐に 関す る事Ｊｉ

（１ ）Ｓ淡ま ちつ くり ㈱と の連携

①シーパ創業祭の自力

シーパ創業祭でのイベント企画に積極的に協力します。本施設で人気の ある スタジ

－１ ０　－



オプ ログラム をシ ョッ ピングセ ンタ ー｜大ｌ で：１回開催 した り、 本施設のＳ料利ＪＩチケ

ット を提供したり 、これまで通 りＳ■ま ちつ くり ㈱と の協働でジパ創業祭に貢献

します。

②「火曜 とれ とれ市」 の協力

シーパが開催する 「火曜と れと れ市」の抽選の景ａｌ とし て本施設無料利Ｊｉｌ チケ ット

を年間で １０ 枚綴 り１ ５セ ット （９５， ０００　Ｆ９ 相当）を提供 して いま す。

③・１考ＩＳ費のま祉い

ＥＩを、 ａｌ：当 初のミり 決めの・ ‘り 、ｇ Ｊにこ・使・料と して ８６ ，８０５　ＦＩ ／ｊｌ、 ５１１ＺＭ！ｌ費

とし て２４， ６１ ３　Ｆｌｌ／隔ＪＩの支祉いを行つ ています。

浄ｔ槽のａ障等に よる修繕の際は、 央ず はｉ！！ｉ淡 まち つく り㈱ と＋９な話し 合い を持

ち市 と連絡をなり なが ら対応し ます。

④４■のａ　 について

維持管ｊｌを含め た管ＩＩ運営 につ いて 、シーパ と本施設がお五い協力 して地域の人４

に愛 され るに ぎわ い施設の拠点 となれる よう 、さ らに 深く 関わ って いき ます。その

ため に、 まず ｉ！！ｉ ａま ちつ くり ㈱と 定４ｉミ ーテ ィン グの 開催 を提案し ます。（ 表－４）

表－ ４： 定例 ミー ティ ング 〔案〕

ｉｉｉ

ｉｖ

集客するためのプロモーシ ョン計画

イベントの企画

適切 な人 ａＳ置計回
Ｉ

維持管！Ｉ

管Ｓ　 営のため

他

（２ ）う ずしおＳ泉組合と の連携

約２８ｔ ／週 であ った うず しおＳ泉の供給が現在 、約 １２ ｔ／週の供給 に減 り、 ｌＪ ｍ者

から １く の要望や厳し い意見をいただいてお りますが、Ｚ泉資源の供給制限を説明

しごＷ解 いた だいてお りま す。 うず しおＺ泉組台 とは ｇｊｌぎ続き 良ＩＦＦ な関係を保ち、

顧客満ｉ１度の低下につながら ないＺ泉供給の管１１体制に努めます。

（３ ）地域幼稚園、串学校 との連携

①ｌｉＳ４１１稚園（こども園）への水素・に

１１　－



近隣幼稚園と の連携で 水丿永指導を 行つ てい ます 。幼少

期よ り水に触れあ う楽 しさ を学ぶこ とで身体機能 の『ａｌ

上と 生Ｚスポーツのき っか けを つく りま す。 （回－９）

本年は４ 園が来館 し子ども たちだけではなく 、保育士

の方４へカリ キュ ラムのＳ回や、子 ども たち への補助

の仕 方、 水を 怖が って いる 子ど もへ の対処の 仕方等も

レク チャ ーし 、普 段の 園で のプール指導 の・組み に活

かしていただいています。 （表－５）

表－ ５： 幼ｌｌ園 、こ ども 園　 水泳指導

伊加ｌに ども園

津井幼稚園

湊幼稚園

湊幼稚園

施

２０２２ 年６　ＪＥ１　２８　日

２０２２ 年６　Ｊｌｌ　２８　日

２０２２ 年６　Ｊｉｌ　３０　日

２０２２ 年７ ＪＥ１１日

加人数

６者

６１

１５　１５

８１

Ｘ

図－ ９： 幼稚園指導

指　肖容

水怛れ～背面キック

水恢れ～背面キック

水恨れ～背・キック

水　れ～背面キック

②■校水Ｓへの自力

現を、本市■肖ｌａ・ と本施設での 「中 １き校部瀘１１の・け入れ」「小学校の水４１

１の受入れ」 の実現に 『ａ』け て意見Ｅ２換会を １１１ねてい ます。
－

弊社は１ｔ！！４ とのま携を目 白４ｊに学校水ｉ永の本施ａでの開催に積極白り に協力し ます。

（表－６）

・－６　：　１き枝水１永指導についての提案

必要な人員数 （有 、格者） の確保、 Ｅ＿

ｊｉ　　 ヒースの把握

ｌｉｉ　　 授業の習熟度向上のＳ組

ｉｖ　　Ｓ・様な学校カリ キュラムに対Ｓ

ｖ　　 着ａ泳の実施

ｉ指導人数に １む じて ６Ｓ な人 ａ数 （有 資格 者） を確保ｉｉＥ！置 しま す。

ｉｉ 各学校と 授業のまｆｉ力まや練習｜大｜ 容の■整連絡をし ます。

ｉｉｉ学校と授業の問題点や課題について話 し合いを持ちます。

ｉｖ 学校 指導要領 を基 に弊社が培っ たノ ウハ ウを 活か した 水泳 指導 を実施し ます。

Ｖ水の事複か ら白 ａ保をのお１識と技術を４に着けるための着ま泳を実施します。

４） 上記・ａ外で特■ １こＥａする事項

（１ ）株ｉｔ・社 アク アテ ィツ クと のコ ンサルタ ント契約

１２　－



株５Ｅｔ 会社 アク アテ ィツ ク（ ｌａ 下、 アク アテ ィツ　　ＪＳりアｉ・ ・つ

ク） は、 関ｉ！！ｉ圈 をｑコむにをｍでスポーツ施設の管

ａ運営およびコンサルティ ングを行なっ ている企

業です。 （回－１ ０） （表－７）

豊富な経験と ａ営実績を備え、 多６にわたるＳ

営ノ ウハウと 計画的なｇ修システムによ って育ま

れた、優れた人材によ る施設運営は関係自治体か

ら高 い評■を 得て いま す。

弊社ｆｔ表は平成 ２５ 年までアクアティ ツク の社員

－

皿二－
＾”″Ｉ”’ ‘ニー’　：”’゛………：＿，．．．

Ｘご／で匸Ｔ．荀回ｙ
１１ １・ １１ ２１ Ｓｎ ｌ． －・ Ｉ　 ・１ ．１ Ｓ“ かＱ ＪＩ　Ｉ

ル
以．ＳＩＳ４ ・ぷ。Ｓｙ

ｉ゛ ．ｉ ｌ－ ．ｌ ｊ． ｀゛ ９．

’． ゛・ ’　 ．‘ ｒｌ　 ・ｌ －・ ・　 Ｓ・

ｇ●゛ｒ．゛；’ ．Ｓ●・ ｀１ｒ・
Ｉ　 Ｉ　 ’｜　 ・ｉ ｌ． ’． ｙ　 ・　 ・Ｍ

図一１０　：　アク アテ ィツ クＨ Ｐより

とし て、 運営事業所に於いて施設マ ネジメン トに携わ って きま した。

ＩＦ成２６年に本施設のＲ；表責ぞＥ者の職に就いた後も 、ア クアティ ック から ｌ］言を享

け施ａの‘ＩＳａ営に活か して きま した。

本提案の連帯保証人と なる 企業です。

株ｉｔ１１社 アク アテ ィヅクＩＩ営施設　 表－７
へ

ａ共施設

・ａ共施設

・１１共施設

神回ｌ・ＲＳ水プール グリ ーンオアシス （Ｊｉ床県神ｊｉｌ回ｒ）
ミ

相・市３１温水プール コスモス （ＪＩ瘁Ｓ相ｉＥ市）

Ｓ

備前市総台運動Ｑ園Ｓ水プール 『回 Ｕ』県備前市）

ａ・共施設　 クリ ンピア前ａ（大阪府高槻市）

・１１共施設　 たつ の市新宮ａ水 プール（兵応県た つの市）

ＱＪｔ施設　 ・崎スポーツの森 スポレス ト（Ｊｉ庠県ｌ。崎市）

Ｑ共施設　 いなみアクアプラザ（Ｊｉ応県稲美！ｔ）

１，Ｊｔ施Ｓ　 幸ｍｌｌａプール （Ｓ知・幸・ｌｌ）

ＰＦＩ

ＰＦＩ

ＰＦＩ

まほろば健康パークスイムピア奈Ｓ１フ ァミ リープール（奈良　Ｉ大和Ｓは１）

ＳＳ市健康ス ポー ツセ ンタ ー（滋賀 ＩＳ洲市）

’１

武豊 回】・Ｓ 内温水プール （愛知県武豊 １１１１）

ｔ

直営施設　 ＡＱ　Ｆｉ ｔｎ ｅｓ ＳＣ ｌｕｂ　（兵庫県Ｓ崎市）

１１　 サー ビスの向上

（１ ）指定期間に おける事業の実施ｉｔ回のａＳ （年度ｌ事業ｌｔ回　 は１１１１紙にて）
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１） スイ ミングスクール

①スイミ ングスク ールＳ施Ｂ考のＳＳみ

・水泳教室では、 乳幼・か ら高齢者まで幅広い利ｉ者を対象と し、 安全にｌａ盧 した上

で水 ｊ（技術 のｌａ） 上に 加え て体 力自 上、 健康増進 、水難事椒予 防な どに １１ヌり 組みま

す。

・安 全か つ安定し た指導力 を確保す るた め、 スポーツ　　　 をｉａ置 しま す。’

・水泳教室開催時においても他のｉｊＪｉｌ者がいつでも安む して 手ｌｊＳできる環境と して。

常に ２５ ｍプール を３ コー スな上開 放し 、「施設の使 いやすさ 」に １１又り 組み ます。

一年間を通してス イミ ング教室を開催し、年間教室開催は４４ 週と なり ます。（ 表－８）

・ａに５ 日り≡ｌ ・火 一木 ・金 ・土）開講します。

・１ 年を ４期 （３ かｆｌｌ クール） に９けて練習 します。

一指導者は安全最優先のポスト数にて対応し ます。

②・・１１Ｅ　・　 ジュニアスイ ミングまま

年齢や体力に １む じてＲ階ａり に指導を ぞｉ い、 資格

を有 した スタ ッフ によ る技術指導に より 確実に基

本を習得 しま す。 集回 ＩＳ導で社会性を養い、水ほ

を通して積極白りにな り組む力 を育てます。 （図一１ １）

③素人ス イミ ングＳ・

成人の利ｍ者の方が生活の リズムへなり 入れや

すい環境とするため、 朝昼と夜の時回帯をｑ＝１ むに

初心者か らマスタ ーズ レベルまでが参加できる

多彩なプログラムを提供しています。

誰も が参加しやすいよ うに 、１永力 Ｚｌｊに ＳＥ ・９ けを

行い 、丁寧な 指導 を実施し ます 。（ 回－ １２）

｀”ヤ

・１
Ｗ〃 －Ｓ

－

・・

ΛＴ
．Ｘ’ニ

回－ １１　：幼 ・水泳

し工

回－ １２　：　 成人 スイ ミング

④障がいきス イミ ング・ま

湊路島内のスイミ ングスクールで障がい者（！ｌｉ！ ）ク ラスをａｌ： して いる施ａは、 本施

設は外にはな く、 むや４体にハンディキ ャッ プを持つほがい児 ・障がい者の方が、南

あわ じ市内だけではな く、 市夕ｉヽ の洲本市、湊１本市五色ＩＴか ら教室に通っています。他

の施設ではｉ け入れの教室がな く、 保護者の方やご家族の方か ら感謝の言葉をいただ

いています。

１４－



⑤子どもたち を水■事ａから９る

水難事故に対する意識の啓１１ と自 ａ保■の技術『ａｌ上を

回り ます 。地域の子ど もた ちの水難事ａ を未・に 防ぐこ

とを 目的 とし 、単発的 にで はな ぐ水泳教室の プロ グラム
』

内に着さ水泳 を導入し ます。

これによ り自 Ｅ保全の知識と技術を身につけ、地

域の子どもた ちの水難事ａゼロ に貢献し ます。

（図 一１ ３）

⑥１本ＳＳ・

入会する前に教室の雰囲気を見てみたい、コーチの

対応なども見てみたい とい う子 ども や保護者のために

・常 の教・へ の４本９参加 を「 おた めし 体験 」と して まに

受付けて います。

また、年に４ 回、 教室の実施がない 日曜 日に も体験会

を５－い 、家族で その様子 をご覧いただ けま す。 （回 －１ ４）

９ｉ）０ １０：００ １１ ：００

ＪＩ

火

水

木

金

土

表－８： スイ ミン グ教室　 スケ ジュ ール表

ゆとりっく　 時間割

八

心

Ｊ
Ｚ

どｙ　 べＪ

回－ １３　：　着さ泳

図一 １４　：　 ｛本 験教宰

ｉ２ｊ０　　１３１｝０　１１　１４；００　１１　１５；００　　 １６：００　　 １７：００　　 １８：００　　 １９：００　　 ２０：００　　 ２１ ：００

１１ｊＯ－１ １００

水中歩行

２ｉｘｌ－３ｊｏ

２） フィ ットネス ジム

２１００－３ ｉ）０

１５　－

３：４５－４．４　４

３： ４（ト４ ：　 ４こ４０－５－４

３：４５－４

５：５０－７ ：２０

５：５０－７ ：２０

３：４Ｃト４・４；４０－５－４Ｕ　 ５：４０－６：４０

３：３（ト４ ：Ｓ ０　 ４：３ ５：３（卜７ｉ）０

７ｉ（ト８：２０

６：４０－８；１０

７： ２０－８ ：２０

６：４０－Ｂ：１０

７： ２０－８２０



①ト レーニング指　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ｉ

・ト レーニングマ シンの特性を熟加 した指導者を

ｉａ置し 、ｊＦｌｊｌｉｌ 者が安む して ｉｌｊ■ でき る環境を整

えて います。 （図一１ ５）

・Ｓ，様なニーズにＭＪおできるａｌ業ａをｌａａし

ています。
１

・マ シンのメ ンテナンスを常時行う こと で安

・な環境 を実現し てい ます。

・コ ロナ感染予防夕ｌ 策と して 「室 ｌ大ｌの換気」　　　　　 回－ １５ ＝ト レーニン グキＷＩ

「マ スク の着 １１１１ 」「 アル コー ル」肖毒」を １ミｌＪ ｍ者にお願い して実施 して いま す。

その他、 新■コロナウイルスの感染を予防する「ひょ うごスタ イル」を推進 して いま

す。

②継続の機会を提供

・ｌｊＪｉｌ 者にＭし て体組成１定を積極的に珊・びかけ てい ます。簡単な■定 で４体の部位

Ｓｌｊに 筋肉：ｌや体ＳＳ：Ｉ：が・定でき るの で、 目がＪに台わせた トレーニングメニ ューを

提供でき ます 。、

③ト レーニングマシンのメ ンテナンス

ｉ　 利用者二 ７ズに対応で きる マシン

手｜Ｊｌｌｌ 者の 皆さ んに 安心 。安■に トレーニ ング を実施し てい ただ くた め、 トレ ーニン

グマ シンの選定においても細心のき意を払っ ています。

本施設に導入 しているマシンはき気Ｅを抵抗にしたト レーニングマ シンで、 高い安

・性を持ち、 力の弱いま性や高齢者の方から トッ プアスリ ートのト レーニングやリ

ハピ リテ ーシ ョン まで 、幅広い層の トレーニ ング に対応で き、 ニー ズに 合っ たさ まざ

まな プロ グラ ムを提供 でき ます。

ｉｉ マシンの メンテナ ンス

ランニングマ シンやエアロパイ クな どの有酸

素マ シン は、 健康 ブー ムや ダイ エッ トブームに

より 女性や中 高年に人気があり 、朝 １！ は主婦層

や４１高年、 夕方から は若い人たち と１ 日を通し

て１ くの稼働があ りま す。 （図一１ ６） そのため消
１

耗も 激し く、 ｉＥｌｊ ■者が快適に安む して安全 に使

Ｊｉｌで きる メンテナ ンス を継続し てい きま す。

１６

’ｙ

ででニこ．
がｔ”ぷｊｊ

回－ １６　：　有酸素マ シン



④スタジオプログラム

ｉ　 Ｓ様なニーズに対 ａ； した プロ グラム

・ス タジオで はダ ンス 系プログラムから 高齢者の

方で も参加し やす いス トレ ッチ 系プ ログ ラム、

幅広 い年齢層 から 人気のヨ ガ・ ＺＵＭＢＡな ど多様な

プロ グラ ムを Ｊｌｌ意 しま す。 （表 －９）

・時回帯 ・・ 曜日 によ るｉｌｍ者の年齢や性 ｌｌ ｌｊ の傾向

を実施プログラムの選定に役ｉＥて ます。（回－１７）

・１１Ｊ Ｊｉｌ者のニーズに応 じて ３か ｊｌ に１ 【ｉｌプ ログラ

ム３１新変更 をｌｉい 、ｌミｌｊ・者増加を 回り ます 。（ 表－１０）

表－９

ス　ジ

プログラム
ー　　　　　　　 ＝・

＝

．期替わり

回－ １７　 スタ ジオ プロ グラム

スタ ジオプロ グラム実施ｒ大１ 容－Ｒｉ

Ｊプ ログラム ｜；；１；ｉｌ容
：黼て：哺に緒９グラムで１！

時間 定員

ｌしいプログラムです！

内容

とだＳＩた９ます，

４５　　 １５　 １期 （３かｊｉ） にへｔプログラムがＳわります１！ お楽しみに（ｏ＾－＾ｏ》コ

かんたんステらプ　５０　 ‘１ ５ステップ台を使用してやさしく１１Ｓ しく １！でもでも、しっかり３千を流せるクラスで
す。

健康Ｘ美　挑Ｓ！！
ボク々ｘ　　　　　　　　　　　　　　　　ボクシングのｌ】作でＳつてＳつてＳれまわってストレスタｌ散！１シングｅｘ．　　６０　　１５　音楽に合わせて楽 しく 動いてい っぱい脂ｌｉＳや しま しよ う。

｜ボディ　　　　　　　　　　　気持ちよくＳ体をＳか しながら、あ体のゆがみを改包 します。 たっぷり リラ ックコンディ ショニング　　３ｏ　　１５　スできるクラスです！Ｉ

ＬＡキレイヨガ　 ６０　 １５　ＳｌｌＳｌｌｐをｌ】かして、 き磨に６地ｌよい刺激を与えカラダを整える ＬＡスタイル

Ｚｕｍｂａ

ヨガ

Ｕｍ　　　　　や

６０　　 １５　 フィ ットネスです。
－

。フア　　　　　　 ｕ　　　　　　　　　　こ

とにかくＳしい！パーティ 気分でＦＦをかいて気分爽

つこ　　 こ　　　　　　　 ｌコ　　　 ・。　 、ｓ・４１

６０　　 １５　 ない精神１犬魑を作りａｊ します。 ＳＳｔｔＳをｕｐすることでませやすいカラダ作り、
－

ナチュラルヨガ　　６０　　１５　１１でｌ！１！§ｌ夕身体の動きを祖きわせてヨガのポーズをｌｉいます。 ６磨苟ｓえる
姿狛 －　　　　　　　　　　 「ｉＥしい姿勢」 をたもつにはカラダの９部分を上手にコーディネート （ｓｓ：）す

コーディネー ト　　６０　　１５ ることが大ａです。　　　　 上手なカラダの使い方を身につけましょう

プログラム

「ウぶ」レ
ａｑｕａ　ｚｕｍｂａ

プールプログラム内容
時間

６０

５０

定員 内容

３０　　水の１！ＳＩ九を９けながらｉＥしいａＳで色ノマなｔｌｉき７ｔｉに挑戦しながらＳ動して５きま
す。

３０ ゆっ くり としたＳきでウォ ーキングやＳコンディ ショ ニン グ・ スト レッ チを行
い、 水を楽しみながら健康増進を目指します。

表－１０　：　スタ ジオ プロ グラムスケジュール表
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１６Ｓ

１６ １５

コ
コ

芯
コ

コ
コ

こ
２

コ
ｎ

スタ
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３） サンセッ トｉ・ヨガ

本年 ５　ｊｌ　２２　日（ 日） 、９ Ｊ≡１２５日 （日 ）本市「　Ｊ

ｒ原芝　　　　において恒例イベント として当施設

専属インスト ラク ターであるｒＭａｄｏｋａ （斎藤ＦＩ）」

インスト ラク ターによる「サンセッ ト☆ヨガ」を開

催い たし まし た。 （図 一１ ８）

慶Ｓ松・ｔ生広場に於いて播磨灘にまむ夕日 をバ

ック に約 ５０　４５ のゆ とり っく 利■者が参加いたし

まし た。

プロ フィ ット ネスモデルで ある斎藤さんは・ｌ！で

も活躍した経Ｓを持ち 、本市「　　県淡路 Ξ`。原高校」

の卒業生でも あり 、本 年６ Ｊヨ１２９日 には ！１校に おいて

講演もぞｉつ ています。

４） お風呂

１８　－

図－ １８　：　サン セッ トガ ヨガ
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土

１９　－

温浴施設の運営

・１ｔ！！１ま住Ｒを ｌ＝ｐむ とし た南 あわ じ市Ｒか ら、島

外か らの観光客ま で幅広い ｌｊ ｌｉｌ者 を対象にＺ浴

施設の運営に・り 組み ます。

・長年、 Ｓ波地１住Ｒの皆 さま のごｌいの堝 として

親し まれ ｉｉ！ｉ ｊｉｌさ れて きま した 。今後も 利用 者の

皆さ まの声を聞き なが ら、 ｊ自域にＲ猷でき る施

設づ くり を行 いま す。 （図 一１ ９）

・島 １大１タｉヽ の利■者から 高い評価 をいただ いて いる　　　　　 図－ １９ ＝おａ呂

南あわじ市の貴ｌな観光資源「 うずしおＺ泉」は■を供給加１限があり ますが、 これ

を計画白４１ に管 ＩＩ供給 しま す。

・４週水１１ 日を４木館日 とし、Ｊｉ瘴１１：衆Ｓ塲条例に基づいた・ １回の換水ａびメン
９

テナ ンス をｌｉい ます 。但 し、 祝日 にあ たる 水曜 日、 学校の春 ・・ ・冬・休みの水Ｂ１日

は営業し 、換水は火曜 日営業終了後から 深夜にかけて行い ます。

・年末年始はＳ９；に てきＳい たし ます。年回き １日 数は ３２６日 とな りま す。 （表－１ １）

・ＳＳＭ・画にａつたＳ繕によ る１木館については、 年間営業カレンダーにてｌｊｊｉｌ ｌｌ にお

加ら せし ます ６突 ｊｌ 的な トラ ブル （台ａ除 く） によ る臨時休館に つい ては メール違

こにＪ・。び電話連絡でおタ１１らせし、水曜休館日 に振替営業を実施します。

ゆとりっく
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お風呂営業カレンダー
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表－ １１ ：お ａ呂 営業 カレ ンダー

（２ ）サービス向上の具体ａ！｜なｌ組み’

１） 適ｉＥな料金体系 （誰もが気軽に利・できる料ｔ設定）



料ｔはわ かり やす く低廉な 料金体系 でｌｊ■ でき る施設を 実現 しま す。 （表 －１ ２）

①一 般１１１１料ｔ

ｌ回 ｉミｌｊ Ｊｉｌの ｉｌＪｊｉｌ 者には券売機によ るｊｌ券にて入場ｌｌｌをぞｉ います。 「いつで も誰で

も、 気軽に」 手ｌ Ｊｉｌで き、 近隣Ｑ共施設を参考に、利ｉ者のニーズに合った低価格を

基本 とし た料・体系を継続 しま す。 （表 －１ ３）

ｉＥｌｌ ■促ＩＥ を目 ｌｙｌと して １０ ９・６お得な プール。 フィ ットネス ・お風呂 回数券、 さら

に、 １０ 個貯まれば１ 回Ｓ料１１１１Ｓ でき るポイン トカ ード等を実施 し、 喜ばれて いま

す。 （図一２０）

利ｌｉ！｜者のｉ担軽減と利１１１１促ａを目白りと した料１！制度　　　ｉ－１２　ＪＩＪｉｌし ゃすいれｔ常１ま

子どもは大人の。半・ （おａ呂）　　　　　隙がいきのｊ・ａきはｌｌｊｉｌ料ｔの半額
子ど もは大人の６０９６（ プー ル）

６５ 歳な上の方は大人耗１の１００　Ｆヨに） 円引　 ３歳ｊａ下は無Ｉ料　　　　　　　　　－
隙がい者 はｊＭｌｌ料ｔの半額　　　　　　　回数券、 ポイ ント カー ドの発ｆｉ・

般利 ｊｉｌ料金体１ 表－ １３　：　一般 ｉｊ ｍ料 金表

大人 （１ ６歳ｊａ上）　　 ５００円

小人 （４１学生ｊａ下）　　 ３００　Ｆ１　　　　　　　　　５ｉＥｉｙｉ（

プール　　　高ＩＩ者 （６５歳ｌａ上）　　４００　ＦＩ
障がい者　　　　　　半額　　　　　　　　．ｓ．、

ＳＪ ・５０１１１

幼！ｌｉ！（ ３’ 歳な下ｊ　　　、０　Ｆ９　 。ｅｌ〃〃ヲ

大人 （１ ６歳ａ上 ）　　 ６００　ＦＩ

フィ ット ネス　高齢者（６５ 息ａ上）　　 ５００　ＦＩ

障がい者　　　　　 半額
・

大人 （４１学 ＩＥ な上）　　 ６３０ＦＩ　　　　　 回－２ｏ ●Ｓ ポイ ント カー ド（ 上）

小人 （小学生以下）　　 ３１ ０　ＦＩ　　　　　　　回ｓき（下）

おａ呂　　 高齢者（６５ 歳な上）　　５２０　ＦＩ

障がい者　　　　 半・ （３ １０　ＰＩ）

幼！ｌｉ！　（３ 歳ｌａ下）　　　 ＯＦＩ

※障 がい者ｊｌび 、障がい者介 助者 の半額割 ｇｌ を設定し てい るの は本市施 のみ です。

②会員料ｔ

目白りにあった・■な会ａ・Ｓｌｊ とわかり やすい料・体系をｌｉｌま しています。 （き－１ ４）

２０



ａ呂会員

スイ ミング会員

レギュラー会員

５， ２００　ＦＩ　 おａ呂の利■ｉｌ能

４， ８００　ＦＩ　 ■　１　回のスイ ミング教室９講ｉｌ能

８， ０００円

レギ ュラ －ｋスイ ム会員　 ９， ０００　ＰＩ

プールａａ呂会員

ジム ８４．ａ 呂会員

プール、 ジム、ａ呂の ３施設利用ｉｒ能

スタ ジオ プロ グラ ムの参加 自由

レギュラ ー会ｉの内容十スイミ ング教室

受蹈ｉｌ能

６， ７００　ＦＩ　 プールとお風呂の利Ｊｌｉｌ能

６， ７００　ＦＩ　 ジム とおａ呂 の利 ■ｉｌ能

キッス会員　　　　 ３， １００　ＦＩ　 プールとお風呂の利用ｉｌ能
丿

表－ １４　：　会ａ 料ｔ表

２） 休館 日および開館時間

休館 日と 開館時間は現行のまま とし 、メ ンテナンスやぷ検を休館日 に実施する事

で、 安む ・安全な施設環境の維持を図り ます。年間２ 日間の大掃除 日を設け、毎日

の清掃では手の・ きに くい■所の清掃をｆｉいます。 これによ りｌｊｇｌ＝きのまま■保・

快適性の 【ａ】上 に努めま す。 （表 －１ ５）

休館日お よび開館時間

開館時■

表－１５　：　開館時間

プール、 フィ ツト ネス ジム

お風呂

定休日

１０ 時～２’１時 ３０分

１０ 時～２２ 時３０分

毎週水曜日

プール、 フィ ットネスジム　 ６日間（２９～３ 日）
年末年始

おａ呂

プール、 フィ ット’ネスジム

お風呂

３） 目的 に沿 つた サー ビス の工夫

①・ての施ａ ｌｌ ｊｌｌ者へのサー ビス ｌａｌ上策

－２ １　－

無休

３２０日

３２６日



快適な対１む

受イ才は 「施設の 顔」 の自 覚を 持ち 、お もて なし のむ で各種の 手続 きや施設 のｌｊｍ

方法等を丁寧にわかり やす く説明します。「言葉使いは丁寧に、ｆｉ動はきびきびと

スピ ーデ ィー に」 を心 がけ てい ます。

ｉｉ　コミ ユニケー ショ ンア イテムと しての１ 札の役割

周ｉＺ！ 地域の方 に継続し てｌミ１Ｊｌｉｌ して いた だく こと を目

的のーつ とし ているた め、 従業ａの 。コ ミュ ニケーシ

ョン能力は重要なスキルと なり ます。

従業 ａは必ず ４５ 札を し、 ｌｊ Ｊｉｉｌ 者に も前を覚 えて もら

うと ころから サー ビス の提供が始ま りま す。

日ぽｉか ら、 施設の－ａと して名札を付けて いる とい

うこ とを 自覚 し、 業務にあたっています。（図一２１）

図－２１　：　４５札

ｉｉ ｉ　 従業員による館ｌｊ；ｌｉ！回

施設内の空調や照 ｌｙｌ、 館Ｉヌｉｌ　ＰＯＰ　や掲示物 の５・ｉｉれやはがれの確２な ど、 快適な環境

が保たれているか、また、 おＪＩ呂のＳまｊｌ　・　 まいｊｌ ・サウナ１大ｌの清掃や監視、 自Ｓ

機のａ障や商品の補充の有Ｓの チェ ック を行 いま す。 他に も、 忘れ物や落と し物の

回収など、細かく 全て を記録に残し 対応 しま す。 ｌ！ に一度南 あわ じ市警察署へ拾得

物の届け出を行つ ています。

ｉＶ ショ ップの充実

プールを中む としてト レーニン グやラン ニングにまで対応でき るシ ョッ プを充実

させます。偏ったライ ンナ ップにな らずに、 幅広い利Ｊｉｌ層 に対応できるよう な商品

のラ インナッ プに努めてい ます。

ｖコ ミュ ニケーシ ョン ツールの 活用

本施設では、 従業ａと利ｍ者と のコ ミュ ニケーシ

ョンツールと して、おｉＥ　ｊＥＩ　やバ レンタイ ンな どの季

節ご との イベ ント 、４ １Ｅ１２６日 には 「お風呂 の日」

とし てプチプ レゼ ント を行 って いま す。

プレゼン トを きっ かけ とし たコ ミｊ１ニ ケー ショ・ン

が回れ、 施設の継続１ミｌｊｍ につ なげますぶ

（図 一２２）

－２２－
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一

ｒｌ’・ａｌｒごＦＩ こぞこ：ら

回－ ２２　：　 プチ ブレ ゼン トの 実施‘



②プールｌｊ Ｊｉｉｌ ・きへのサービス ｌａ】上Ｓ

ｉ　 プール内の防寒対策

プール内にガラス面がまい本施設の特徴から 、冬

場は特に 室内 のＺ度が低下 して しま いま す。

そこ で、 ガラ ス面 に放熱防止シート を貼 り、 プール

Ｉ大ｌの 室温低下 を防 ぎ、 快適 な環境を 維持 して いま

す。 （図 一２３）

ｉｉ 転倒防止対策
ｌ

プールサ イド は滑 りや すく 、ど この プー ルで も転

倒防止が課題の一 つと なっ てお り。 「プールサイド

は走 らな い」 等の ＰＯ Ｐを よく 見か けま す。

ａＭＩで は、 プールｌｊｍ きに ４１ 高年者が増え、、 転倒

やつ まず きに よる ケガ や事ａの リス クが ありま
１

す。

本施Ｓで は、 転倒 防止策と して プー ルサ イド 一回に
ｆ

水際■の 人工 芝を 敷き 、「 安む して 歩け る」 と好評を

得ています。 （図一２４）

③フ ィツ トネスジム１１１ １１ ＝きへのサー ビス 「ａｌ上策

ｉ　 トレーニングマシ ン講習会

ｑ＝１高年やま性の利 用頻度が高く なっ たジムで トレーニ

ング マシ ン講習会 を開催し ます。

トレーニングマシンのｉＥ しい使Ｊｉ目方法、フ ォームを

４に つけるこ とに より 、よ り効果的なジムワ ーク のお

手伝いを します。 （図一２５）

ｉｉ スタ ジオ休館 日レ ッス ンの実施

従来 、水曜日 は休館日 であ りま すが。祝 日や春・

夏一 考休みに あた る水曜日 は営業し てお りま す。そ

こでｌｊ ｍ者へのサービスのひとつ として祝日、 水ｌｉ

営業 日限定の スタ ジオ レッ スン を開催し ます。

ａ常 、午前に 実施 して いる レッ スン を午 後に 開催

した り、 午後のレ ッス ンを午前に開催し たり 、利ｍ

者の ニーズに Ｊむ じて 、通常と は一味ほ うプ ログ ラム

を受講で きる よう にし ます。（ 図一２６）

ｉｉｉ整休の実施

－２３－

回－ ２３　：　放熱 防止 シート

図－２４　：　人工芝

図一２５ トレーニングマシン

図一２６ スタ ジオプロ グラム



施ａ に来 てス ポー ツや運動 をす るだ けで はな く、　　　　　 、１

スポーツｓ■めス トレ ッチＭＩやｊｌｉ　・　 梟こ り弗ｓ　　　　　こ

とし て、 整体 を実施し ています。　　　　　　　　　　　　　　Ｕ
・心

会ａの方だけを対象と するのではな く、 一般利・者

も施術を受けられるシステムにする こと によ り、本

施設 を利 用す る全 ての 方が整体 を受 けら れま す。

もち ろん、スポーツをせずにお風呂だけをｉＥｌｊｊｉｌ する　　　　　　図－２７ ＝１４

力で も受 けら れ、 １く の皆 さま に好評を いた だいて

います。

施術の際はコ ロナ感染予防対策としてマスク の着目を義務付け感染予防を施 して

います。 （図一２７）

ｉｖ 入会体験 レッ スン の実施

入台 し七 みた いけ ど、 お］ めて めフ ィッ トネ スジ ムやスタ ジオ プロ グラ ム１講が ；；Ｆ

安な方、 自Ｓ・に 向いているか どう かを しっかり 見極めたい方など、利ｊｌｌ者の：方に安

むして通 って いただく ために入会体験レ ッス ンを実施 して います。

④教室ｉｌｊ ｌｉｉｌ 者へのサービス『白』 上策

ｉ　 Ｓ・彩な イベ ント の開催

スイ ミン グ教室に通う 子どもた ちを 対象 とし て１年

を通 した 様４ なイ ベン トを 開催 して いま す。

（表 －１ ６）　　　　　　　 ’・ …… 、・

毎年ｋ休みに 開催 して いる 「サマーキャ ンプ」で　　　　　　‘　 ヨ。、
は。 異な る年 齢と の交 流ができ るほ か、 イベ ント 参加 によ

り、 子どもたちは自圭性・ 協調性・ 社会性を１ゆ ばし、集回

生活の過 ごし 方を学び ます 。（ 図一２８）

回－２８　：　サマーキャン プ２０２２

教室対象イベ ント　　　　　　 ｉ－１６ Ｊま対ｔイベ ント

春季スク ール参観

サマーキ ャンプ

選手コース合宿

秋季スク ール参観

ｉｉ 利便性を考慮 した クラ ス設定

２４

全ク ラス対象

２年！ＩＥｊａ上

選手コース

１： クラ ス対象



１く のス イミ ングクラ ブで は、 幼児 クラ スと ジュ ニア （小学生 ～中学包。） クラス

の開催時間が：９ かれてい るこ とが１く 、兄弟姉妹が いる 場合 、保護者は２ 時「ｇｌ の拘

束時間が発生 しま す。 本施設が運営する教室では幼Ｒ、ジ ュニアの混合クラ スの時

回を設け 、保護者の方の負担軽減を 回っ てい ます。

ｉｉｉ各教室入会体験の実施

スイ ミン グス クールの雰囲気や、コ ーチの対応な

ど、 教室に対する ぞ安 を解消し て、 安む して 入会し

ていただ ける よう に、 随時、各本科教室への 「おた

めし参加体験」を受付けて います。

また、年に４ 回、 教室を開催し ていない 日曜日に

も体験会 をｌｉい、家族で レッ スン をご覧いただけま

す。 （図 一２ ９）

⑤おａ呂ｌｌ ｊｌ者へのサービス｜自】上策

ｉ　 風呂の日 イベ ント の開催

毎ＪＥ１　２６　日に は「ｌｌ 呂の 日」 とし て会員の方に はさ

ささ やかなプ レゼ ント を、 また 、一般利 ｊｌ の方には

ｊｌｌｊ ｍ料金を通常の半額にて入浴し ていただいて おり

ます 。（ 図一 ３０）

回－ ２９　：　体験教２

Ｓｌｓｎ ；ｒ　 ３ｊｌ，・りこ５ぷ

図－３０ ：ＪＩ呂 イメ ージ

ｉｉ 回季の湯

本施ａおａ呂 には■ｉがあ り、 季節 ごと ｌｉ 回季おｉ ４のお・をを９ｔ しＳんでいただ

いて おり ます。（表－１７）

季節 ごと の回季の湯

４ｊｌ

７Ｊヨｌ　　ミン トす っきり

１０　，目　　りんどうの香－

表－ １７　■回　回季の湯 （例）

５ｊｌ

８Ｊヨ１

１１　ｊｌ

１１ １　 利用者の施設利用に関する事項

－２ ５　－

６Ｊヨ１

９Ｊヨ１

１２　ＪＩ

ハワ イア ンブルー

フルーツ酵素

ｘｍａｓ の湯

の

笹の葉ａ流ａ呂

ローズの香り

ｉｉｉメ ンテナンスの徹底

お風呂は プールや フィ ット ネス ジム にｔべて 、機械の故障やト ラブルが多く 、故

障の １大ｌ容によ って は、 １時休館 しな ければな らな い場台も あり ます。そ うなれば多

くの １１１１ Ｊｉｌ者 にご迷惑 をか ける こと にな るの で、 必ず週１ 【ｉｉ】 の休館日 を設 け、 機械の

チェ ック をし 、また５３１』に メンテナ ンス 日も設け地ｊｉ１ 業者に機械メ ンテナンスを依頼

しており ます。



（１ ）施設ｌｌＪｉ；Ｉの ＩＦ等の確保への具体 白ｅｌなミ祖み

１） 生活弱者へのＥ盧

①安む、 快■なｌｊｊ目環境の・Ｓ

誰も が安全で快適 に施設を 手ｌｊＪｉｌ して いた だく ため に、 「施設に通い やす い環境」と

「施 設に 来て から の環境」 め両 ｉ」 から 施設 マネ ジメ ント を行 いま す。

さら に、 身体機能が低下している人や社会的弱者を含め、 ｉＥｌｊ ｊｌＥＩ 看が施設をｌミｌｊ　Ｊｌｌ　する

上での禾｜』 慢性の［ａ］ 上に努め、生活弱者の視点にｔ つた施ａづく りを進めます。

（図 一３ １）

施設に通 いや す１， くり

こな しの心

レ

回－３１　：施 設マ ネジ メン トイ メージ
１　　　　　　・

②「らん ・らんパス」 の活ｉ１

本施設の ｉｌｊｍ者は車での来館が大半 を６ めて おり 、隣接す るシ ョツ ピングセ ンタ

ーシーパとの駐車場のＪＵ目か ら、 ｌ！末を中むに繁ｔ亡 ＳＩ やイ ベン ト開催時はＵ車が困

難で 、ｉｌＪ ＪＩ 者の １く の方が駐車場 ；；Ｆ足 を感 じて いま す。

そこ で、 Ｓ雑の緩和と施設への交通手段の確保を 目的として市｜大ｌをａ回する、市

コミ ュニティ バス 「ら ん・ らんパス」の活ｍを勧めています。 これによ り、 今まで

施設への移動手段がなかった方の手ｌｊ ・がｉｌ能になり 、利便性が格ａに向上 しまし

た。

西淡まち くり ㈱と協議 し、 「ら ん・ らんバス」をｉｌＪＩＥ目 しやすいよう に時刻表やｌｌ回
｜

コース案１大｜等の情報提供に努めます。（ 回－３２）

Ｘ

・　　　　　　　　　　　　 回－３２　：　 らん ・ら んバス（西循環線　 せい太く ん）

２） 施設に来てからの環境づくり

①あらゆ るｊｉ■をな くす施・Ｓき

様４な側ｉｉから 、誰もが安全で使いやすい施設を目指します。

－２６－



ゆで も、 ｉＦ 等に 、そ して Ｑｉｌｚ にあ らゆ るＩＥｌｊ・ 者が、快適に施設 をｉＥｌｊＪＩＩ でき るよ うに

ユニバーサルデザイン の原 則（ な下 ７つ ）を 目標 とし た管ミ運営を ｆｉ いま す。

（表－１ ８）

表－１８　：　ユニバーサルデザイン

誰で も・９ｊｌｚ に利Ｊｉｌで きる （・９ｊｉｉ性）

使ｔ，｀４ｙすさを遇４，で使える （自由度）

使い方が簡単にわかる （単純性）

欲し い一報がすぐ にＩＩ解できる

（分かり やす さ）

’故の心Ｅがない （安全性）

少な い力で楽に使Ｊｉｌで きる
ち　　Ｆ

（体への 負担の少なさ）

十分な大 きさ ・広 さがある

（ス ペースの確保）

②おもてなしのむを・めた情報ｊｌｌ

ｌ；ｌｌ Ｊｌｌ者がまむし て施ａを ５Ｆｌｊ Ｊｌｌｌ でき るエ央を し、 情報サイ ンはわか りやすく 表示 しま

す。

（表－１ ９）

表－ １９　：　情報提供 の力 ｊま

目の ］Ｆ 自ま｜な方（全盲）
●

（弱視）

高鴟者（色弱 ・視野狭窄）

車いす使用者

耳の ：；Ｆ自 由な方

子ども

子育て層

触知 Ｉ報や館内放送を 併Ｊヨ目

大きなサイン表示

サイ ン表示の色彩のｉｌ

表示垢ｌｉの工夫

サイ ン周ａのき間確保

耳の］Ｆ 自ｉな方へ「犖談 します」 の表Ｅ

施設案内ａび館内案内パンフレットの掲示

！１１解 しやすい表現や表示位置の 工夫

子育て　 報の発信

③Ｓがいきに もｔ しいＳａ

私た ちがＪきする 施ａでは、安む・ 安全 を第一に いつ でも 誰も がＺ軽に スポーツや
回

運動 、温浴で きる パリ アフ リー 化を 目指 し。 おも てな しの 心を 大切 にし た施設運営

を行 って いま す。 （表－２０）

－２７　－



歩行困難な方のために施設入口 にｉ！１ い場Ｓｉに「障がい者万｜駐車場」 を設置し、障が

い者の方のみが使 Ｊｉｌで きる よう 「障がいき１１１ 駐車場ｌ」目 許ｉｌ証」（ 回－３３）を 」１１ｆｉし

ています。

表－ ２０　：　 さま ざま な１Ｊｍ 者に 対応 した 施設。

乳幼Ｒから高齢者まで気軽にｌｊ・で

きる

水泳と水４１歩行のｉ分けがされてい

る

スポーツ と健康増進が両１：し ている

誰も がｉＦ等に利用し、にぎわい施設

とな って いる。

、がい者対象のク ラスの設置

１，幼Ｒ対自１の プロ グラムのＳＳ

者対象の プロ グラムの実施

隙がい者や妊婦が 大権的に利Ｊｉ目 できる

プール・の車いすの常設

４世代が利Ｊｌｌ ｉｌ能な プール・ １１浴施設

④湊Ｓｊ１のスイ ミングスクールで唯一、１１皐がい！ｌａ・ Ｓがいきクラスのａ置
■　　　　　　㎜

私たちがａ営する 「ゆ とり っく スイ ミングスクール」 では、湊路あで唯一むや身体

にハ ンデ ィキ ャッ プの ある 、Ｓがい■一 陣が い者 をＭ 象と した クラ スを 「健康クラ

ス」 ’と して ２ク ラス 設置 して いま す。

障が いＲ ・障 がい 者の 方を ただ 受け 入れ るだ けで はな く、 指導者ＩＩ修 やミ ーテ ィン

グを定期が】に実施し、受け入れるための体制とシステムづく りを整えています。

本施設はあら ゆる 垣根をな くし 、誰もが平等 ・Ｑ ｌｚ にスポーツや運動がで きる 環境づ
４

くり を目 指し ます。（ 回－３４）

Ｓ用駐車許ｉＥＩｌｌＥ

㎜

１　 り７

図一３３　：　駐車許ｉＩＥ

【こｊ

図－ ３４ ：障 がい 者対 象ク ラス イメ ージ

（２ ）施設利 ＪＥｉｌ者の増加への具体的なＳ組み

１） ｌｊ ｊ∃ｌｌ 者増加を 目的 とし たプ ロモーシ ョン計回

①ｌｔ！！ｆｔがＩＱｉａでき るＳａの湊ｉ＝

ＩＬ幼Ｒから 高齢者、 障がい者まで １世ｔｔがヨ１動 でき る施ａ機能をａ大限にＳＪＩして

２８　－



各ライフステージに台わせ た自 左。事業の充実を回り 享ｌｊｍ の幅を拡大さ せます。

（図 一３ ５）
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競技力の向上　 コンディ ショ ニング

＝， Ｃ　 ｔ° ’－
。　　 ，・Ｆｊ．

ド）

・マ タニティ ・子育て支援

政半　　　　　　、、
－

一回 －３ ５　：　 ライ フス テー ジに 台わ せた 自主 事業

②メ ディ アを 中む とし たチ ャンネルのｊｉｊｌｌｌ

だれでも気軽にきち寄れる 「健康づ くり の拠

Ｊｌｉ」 とし ての役割 を果たすべく 、積極的なプロモ
１

－シ ョン■Ｓ で情報発信を回り ます 。（ 表ｊ２１）

レホームページの運営

最新情報 をよ りスムーズに更新でき るシステム

を構築し 、常 に施設の情報 を１１信 しま す。

表－２１　：情報素・の チャ ンネル

メ
デ

ィ
ア

ｉｉ 様４ な？報自信の ｊｉ ｌｉｉｌ

施設を積極的に１ミ１」１１ミ｜し ても らう ためには、細や

かな情報発信が必１１ ；；Ｆｉｌ欠です。周 ｉＺ！施設への

目］ 刷物のｉ！布 や、 禾ｌｊｍ 者が持つ端末へダイレク

トに情報 をイｉｉ える シス テム を構築し てい ます。

ｉｉｉ　ＳＮ Ｓの有効利ｊＥ目

ソー シャ ルネ ット ワークサービス（ＳＮＳ； を活ｍし

て、 ｉミｌｊ ｌｉｌ者や施設を利ｍ した こと のない人たちへの

情報１１ 信、 意タｌの抽ｉ をｆｉ・ います。 （回－３６）

２９　－
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また、イ ベン ト情報や、突発的な臨時休館のお

ＭＩ らせなど をリ アル タイ ムで伝え 、施設と ｌｊ ｍ者

との情報のＪｔ有 をｆｉい ます。

ｉｖ 効率的な チラ シＥ布

新聞折り ｉＳ みや ポス ター 、リ ーフ レッ トを ４１ 心と

した 目］ 刷ＳＩを １１ ６・ しま す。 施設ｌｊ ｊｌｌ者の年齢や住

Ｒｙｉ、 会ａの方の人台・機などの情・をデータ ４ヒ

し、 ターゲッ トを的確に絞 りｉとんだ集客を行って

います。 （図一３７）

デー タ分析に よっ て、 ｌｉ響の高い地域や年齢層な

ども 特定でき るた め、 少な いコ スト でよ り効 果白り

なチラシＥ布がｉｌ能 とな ります。

ｖ愃報１１供体制の充実

施ａ情報 をは じめ。ス ポーツや健康に関わる 加識

や情報の得られる書籍コーナーや、 データ情報を

ＰＯ Ｐにて利Ｊｌｌ者に紹介提供します。（回－３８）

Ｆｙ ”’

ｌぷ‘．・４ｉ
－〃 －－

図一３６ ：Ｓ ＮＳ の活■
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ｙ‘１　●・ａ・ １’　匸ぐＩ皿秤Ｊ
プＴデ弋厂ミ二Ｊ

屬を
ｒ’ ｇ！ｉ　 ，・

ここ ・　”

’． ２， ．Ｚ．！ Ｚ’

回－３７　：　チラ シのＥ布

ｊ． こ． ぞＭ『

・

｀一 一しご

Ｖｉ 広報誌の活用

図一３８　：　情報誌

市の各・情報をは じめとし、様４な情報を提供している広ＳＳへの■載をほｍさ

せて いた だき ます 。ホ 報は市の 各庁 舎、 Ｑｊｔ施ａに 置い てあ るほ か、 市Ｉ大ｌ 全Ｆ にＲ

布される為、 市民が最も目 にするこ とが１い媒体です。そ こに本施設の情報を掲載

する こと で、 嘔。康やＳＳ の大 ９］ さを 促す 啓・ のａ割も ・た しま す。－

ｖｉｉ　４１１稚園指　。へのプール提供

本市 「子 育て ゆめ るん 課」 から の要請で ｉ！ｉ隣幼稚園の 水泳 指導 をし てい ます 。園

・た ちへの指４だ けで はな く、 保育 士の 皆さ んへ の「 指導 の指 導」 も■ り入れてい

ます。
１

この事業は地域貢献だ けで はな く、 施設 を体験し た子 ども たち から 口コ ミで 保護

者な どへ ぷま るこ とか ら、 新規利１１１１者 を開拓す る策 とし ても 大い に役・ち ます。

（３ ）ｌｌＪＥｉｉｌ 者の意見、要望等の把握の方法

１） 利Ｊｉｌ 者か らの声を施設マネ ジメ ントヘ活用

①ホームページからの・ｊｌ

ホームページから 教室やプ ログ ラムの問合せ など様４ な意見を 受付けて います。日

・か ら感 じて いる こと やア イデアを ＩＪｉい たり 、ま た、 厳し い意 見を 頂い たり するこ
Ｓ
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とも あり ますが、 貴重な意見と して受け止め施設運営に活かしています。

②・絡ノ ートの活■

各ポスト に「連絡 ノー ト」 をｌｉｌ きし 、手ｌＪ ｆ目 者か らのＳ

望や意見なら びに気づいた こと を記録して残 し、 是：ｉＥ

すべき件につ いて はＪｌｉＥし 、その結果を必ず レビュー

して次の計画に活かします。（ ＰＤ ＣＡ ）（図一３９）

また、連絡ノ ート の内容を各ポスト のｌｉＪＩ修材料として

取り 上げ、接客な どに も生かしています。

③アンケートの実施

水泳教室で年に２ 回実施し ているス イミ ング参観日

や、 スタ ジオ プロ グラ ムの イベ ント 時、 入会体験会終

了後にア ンケート を実施しています。教室の雰囲気や

コー チ、 イン スト ラク ター の対応か ら要 望等 まで をア

ンケート項目 とし’て意見を伺 って います。

また 、入会串 １１書に も簡単なアンケー トを設け、施設

をタｌ】 つた メディア （媒体） 、入会のきっ かけや目 的を記

入し てｌｉき 、集客のための貴・な情報 とし ています。

（図一４０）

ｆｑまＳ 。お

図－３９　：　連絡ノート

ＡＱＵジＪ！゛ａ八゛ツり’‾ ｔ‘

ｊ７ヶ‾／Ｌ１１１１アンヶ－ト

図一４０ ’： アンケート

④施ａマ ネジ メン トへの活Ｊｌｌ

ｉＥＩＪ ｊｉｌ者から の「声」 とし て集めら れた情報は業務責 ４ヨヨ者 が、 デー タ４ヒＳ・析 し、 必Ｓ
１

に応 じて 予防ａび是ｉＥを 実ｌｉし 、改善す るこ とで ＪＳ１　１１子な施設マネ ジメ ント をｉｌ“ ａと

しま す。 予１！さ れる 事ａ やト ラブルを 防止 する 「予 防措置報告宍」と 実際 にＪｌｉ ！ＩＥした

事案 に関 する 報告 とし て「 ；；Ｆ適合報告に」を 作成 しま す。 これ らの報告書は ｉｌｉＪｌ防止

策と事ａａ・をｇ入し 、Ｉ Ｓ０９００１ に！ＩＩ」つ たきｉｔ とし ています。

（４ ）ｉＥ！ＩＪＩＩ者の苦情等への夕ｔ・方ま

１） き情ＳＩＩの夕１１応・統

本施設は、プール ・フ ィッ トネ スジ ム・ お風呂を併設 して いる ため 、苦情や要望の

１ヌｇ容が１１ま にわたり ます。そ こで、各ポス トに経験豊富でＳ務を熟ま｜］ した責任者を

ｉａ置し 、き情・Ｓを ぞｉ いま す。

各ポスト の責 をＥ者は 、苦情の １大ｌ容 を確認・ ・９析・ キｊ Ｓし て孰応に あた りま す。 もし

ａ

－３１　－



ＭＪむし きれ ない と牛りＳ した ４牛 につ いて は、 副業務責 ｆＥＥ者 へ、 １１ に業務責 ｆＥ ・へ と上

げ対処しています。（図一４１）

回－ ４１　：　き情 ・１１１ 統回

″
　
・

（プール ・フィツ トネスジム・ 風呂）

確認 ・分析・ 判断 一対処

ポス ト　 任者の判断が難しい苦

剔業務　任者

聞きなり ・分析・ 判断 一対処

副業務　任者の判断が難しい苦忙
ｋ

聞きなり 一分析・ キｌｊ新 ・夕ｔａ

２） 苦情 夕ｌｌｌ心の 牛｜｜新基準

ホー ムページ やメ ール など の各 メデ ィア （媒 体） から の苦情や 、各 ポス トＳＩ場 での

苦情があった場合、ポスト責任者は担当者か らＩ大ｌ 容を確Ｓ し、 相手が「何を言いたい

めか」「何を して欲しいのか」 また、そのｉｓｌ 容が是ｉＥするべきものであるのか、是：ｉＥ

の必Ｘがないものであるのかを分析 してＱＪ４性や実ｌｌ性な どを基準に１１１ｊｌｌします。

３） き愃後の・ｉＥ処置と 予防処置

苦情が発生した場合は、是ｊＥする ・しないに関わらず必ず是ｉＥ処置文亠を作成し原

因の 究ｌｌを 行い 、回 様の 問Ｓが起 こら ない よう に・ 因の 除ま や対策を 講じ ます。

必要に応 じて 、是 ｉＥ 処置報告文書 を市に提ｉし ます。

また 、業ａｌ！ヂｉのａａで、 苦情のＸｌｉｌと なる事】ｌを ｊｌ ｌ！ した１台は予防Ｓｌｌ 又　 を６≡

成し 、を従業 ａに 周タｌ】 す。 るこ とで 未然 に苦情発 生を 回避 でき るよ う対処し ます。

（５ ）ｊｌ！ｌｊＳ、 関係機関、Ｎ ＰＯ、ボランティ ア回体等との協９ 一連携

１， ）南あわ じ市 との連携

「総台計回」 のｌ大ｌ 容を施ａマネ ジメ ント に・ り入れた事業ａ営 をｌｉう 弊社は、 基本

計画 内に ある ｌヌ り組みの ｑコ で、 本施設が担う 役割 を商 工観光課 と協議し 、運営の方

瘍。］性 を共 有し 、報告・ 助言 のも と健をな 運営 を行 いま す。
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２） 商工会登録

本施設は南あわじ 市ｒ大｜ で事業を行う もの とし て、 南あわじ市商工会に入会し ていま

す。 事業者回 士の 情報のＪｔ有 や市場の動き 、ｔ域の情報 を収集す るな ど、 施設運営に

役立てています。

３） 南あわじ 水泳協会 との達

本Ｓａの副業務ｊｔｆＥＩＥ者が「南あわじ 水１永協ｔＪ ＩＩ事長を務めて おり ます。

南あわじ 市水泳協会と 連携 して 。市 １；１；１で 競技水泳 をす る子 ども たち だけ では なく 、健

康増進を 目的 に水泳を 楽し む子 ども から ４１ 高年 まで 、幅広い人た ちに喜ばれる 各種競

技会 やイ ベン トを 積極 ａそ］に 提案 します。

４） 南あわじ 市更 ！ＩＥ保護ｊＣ性会

ま務省・ｌの南あわじ市１１生保護ま性会に協賛 し、

本施設が実施する 自主事業によ って、回会が進める

１ｔ！！ 域の 次ｔ！！ ｔｔ をき！う 青少 年の健を育成 と地誨。の子育

て支援に協力 ・Ｒ献し ます。（回－４２）

５） 南あわじ 市Ｊｔ回募金委員会

本年も１０　Ｊｉｌ　１　日か ら３　ｊｉｌ　３１　日まで「赤いｉｌ根Ｊｔ

同募金」 運動 が全 ・一 斉に 始ま り、 本市 にお いても

Ｊｔ 回募ｔは子ど もの事ａ 防止 や青少年の健を育成の

ため に広 く活・さ れて いま す。

本施設では「寄付」はもち ろんのこ ど、 Ｓ淡中学生

が作成し た「 」４ｉ回 陷金箱」 （回 －４３） を・ｆｌ前にａａし

て募ｔ活動の お手伝い をし てい ます。

３３

゛ｆ

図一４２　：　イメ ージ

七
回－４３　：　共同募金箱
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（６ ）施設ａ びス タッ フの 効Ｊｉｌ の最大ｔ に関する こと

１） にぎわい施ａへ向 けたなり 組み ・・ ・施ａの 効ＪＥｎ

プールをはじめ、 フィ ツト ネス ジム ・Ｚ浴施設と複合ｌｙ】な・動施設としての機能を

最大 限に 発揮 しま す。 幅広 いｌＪＪｉモｌ対象の 方４ へ開 かれ た集 いの 場・ 交流の塲 とし て愛

される運営を心がけます。

乳幼児から高齢者、障がい者まで、 個４のライフスタ イルやラ イフステージに合わ

せ、 従来の施設の １１ｊＪ１１ 概念や機能に とら われない新し いレ クリ エー ショ ン機能を １１

揮・ 充実させ るこ とで、今まで運動やスポーツへ参加 されなか った人４ の好奇むを剌

激し参加を促 します。

①プールでのＳり 組み ‥・ ■ａの１１１１１

プールの持つ機能を最大限に活かし て、 乳幼・から障がい者、 高齢者まで、 名－ ライ

フステージに合わせた利Ｊｌｌ がｉｌ能です。冷えＲむ冬場においても プールの水Ｚを常

に一 定に 保つ よう にｌミし 、９Ｒや 高齢者な ど低体力 者に も優 しい 施ｔを実現しま

す。

ｉ　 一般 利Ｊｉｌ 者への対応・ ・・ 施設の効用

一般 ｉ１１Ｊ ＪＥｌｌ 者が 利Ｊｌｌ しやすい ｊｆｋＳ施設 とし での 役割 を果 たし 、い つで も気軽に 利Ｊｌｌ

できる環境を整え るこ とで施ａの手１』 便性を高めます。 また、・室開催時でも一般ｌｓｌｊ

Ｊｌｌ者に常に一定のコースを開放 し、 「施設の使いやすさ」 を実現します。

ｉｉ スイ ミン グ教室の運営 ・・ ・ス タッ フの 効ｌｉｌ

指Ｓｇ験きかで（ ・１１・ ）日 本体育協会　 ＱＳスポーツ 指　者ｉ格を持つ指導員が対

象者に合わせたカ リキュラ ムにおっ て、 わか りやすく 丁寧にｍ導し ます。（ 表－２２）

■　　　　　　　　　表－２２　：　各教室１大ｌ容

Ａ　 親子スイ ミングｔｋ室

親子のスキンシッ プが回れるこ とや、子育ての情報ｉ換な ど保護者どう しのコミュ

ニケーシ ョンの場 を提供し ．Ｊｔ有 しま す。

Ｂ　 幼児 ・ジュニアスイミ ング駄室

集回指導で社台性を養い、 水１永を１１ して 自分の課題をｊ１つけ、積極が】になり組む自

生性 を育みま す。
－

Ｃ　 成人スイ ミング教室

初む者か らマ スタ ーズ水泳を目 指すスイ マーまでが参力ｎ でき るク ラ７、の ほか、ａ能

改善や転倒予 防を 目白そ】 とし たク ラス を実施し ます。

乢がい豺水泳欷室

タ１１ＭＩ（む） や肢体（４体）に障がい（ハンディ キャ ップ）を持っ た方を対象に した

スイ ミン グ教室を 開講 し、 幅広 く受 け入れる 体制 づく りを しま す。

②フ ィツ トネスジムでのな り祖み
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ｉ　 ｌ様なニーズに対応・ ・・ スタ ッフ の効・

「健康のため にト レーニン グを した い」 ［身体をＳかす

こと に］Ｆ安があ る」 「ダ イエ ット した い」 など、利 ｌｉｌ者
Ｉ　　　　　　　　　　　　－

の方のニーズは様４で す。

従業員はをてのニーズに対応し 、気軽に始め られる

トレーニ ング処方 を紹介し 、継続し たサポー トを行い

ます。（ 回－４４）

回－ ４４　：　 トレ ーニ ング Ｍ方

ｉｉ　ｍ　４・の吏Ｓ・ ”スタッ フのａ・　　　　　　Ｉ－｀　　 ごでｌミ１Ｊ ｌｉｌきには■ｚｌ』 のｗｌに もａｔ】確にＪむ じる体制 を　 ＴＬ レ几＼
ｙ．　　　　　　　　　　　　　、

構築 し、 指導体制 の充実を回っています。ま た、

従業員の研修とミ ーテ ィングを積極的に行う こと

で、 指導技術の向上につなげます。 （回－４５）

③スタジオプログラムの吏ＩＳ

ｉ　 多彩なプログラム ・・ ・スタッ フの効１１１

スト レッ チ系 をは じめ とし てダ ンス 系レ ッスン

から ヨガまで 、多彩な プロ グラ ムを実施 して いま

す。 現在、ス タジオプ ログラムは圭 に外注イ ンス

トラ クタ ーが実施 して いま すが ．ｔ後は 社員 従業

ａに よる初む者の方で も参加しやす いプログラム
ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、　　　　　　　　　’

であるシ ョー トレ ッス ンのｌ加も回 りま す。

（図 一４ ６）

‘４

回－ ４５　：　 トレ ーニ ング 指導 （イ メー ジ）

＼

ヤ匹

図一４６　：　スタ ジオ レッ スン

④Ｚｊ１１ＳａでのＳ り組み

ｉ　 快適 さの創■ ・・ ・施ａの効・ 、ス タッ フの 効ｌｉｌ

毎日 の日 課と して 、ま たは観光 とし て来館さ れる 方、 をて の利 ■者の方 にｒ あり

がと う」 の言葉をかけていただける よう に接客指導な どの ソフ ト■、清掃・ Ｚ度管

１１ など のハード 面の ｉｉ ・で の「 ・持 ち良 さ」 「快適さ 」を 創ｌ しま す。

ｉｉ　イベ ント の実施・ ・・ スタ ッフ の効Ｊｉｌ

季節 ごと のイ ベン トや毎Ｊｉｌ　２６　日を 「お ＪＩ 呂の 日」 と設定し 、会ａの方に プヂ プレ

セン トの進２ を、 一般 ｌｊ ｇｌ の方には 手ｌｌｊ目料半額にて ｌｊ ｍいただ いて いま す。 イベン

トを きっかけとし て、 ｊｌミｌｌｍ者と従業ａのコミ ’ユ ニケーシ ョンを回 り、 施設の継続利

ｍに つな げま す。

（７ ）上Ｅｊａ外で特ＳＩこＥ ’１する事項
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１） 利ｌｉｌ 環境の整備

弊社は平成２０年に指定管ＪＩ者と して南あわじ市から選定され、 本年で３ 期目 の最

終年度を１１ えて います。

ｉｌｚ成 ２６ 年度から現ｔｔ表が管１１責任者の職に就き、９ 年目 とな ります。 ３Ｆ成２５年度

湊了４にはスイミ ング会ａとレギュラ一台回のａｌが ５７５　１にｌち ｉ２ｓんでお りまし

たが 、ソ フト Ｓ、 ハー ドｉｉの 両・ にお いて ｉＥｊｌ ■環境の 整備 に着手し ｜｜回訓 に１』・ 者数

、ａ び会回数 を増やし て令和ｉ；年 には ８４７　：Ｓ　とな りま した。

令和 ２年からの「コロナ禍」によっ てＩＥｌ」」１１者数ａび会員数は落ち ましたが、これま

での ｉｌ 営ノ ウハ ウに よっ てさて直 しを 回り ます。

①ソフト・の■備

ジム スタ ジオ にお ける スタ ジオ プロ グラ ムレ ッス ンは若年 ｉ、 ゆ高 年ｌ を問 わず参

加者が多 く常 にＳわっ てい ます。

ここ 最近 では 「ヨ ガ」 の人気が高く 、特 に仕 事、 子育 てを 終え たｑ＝１ 高年 の方のレッ
＝

スン参加がＳ くあ りま す。 定ａ を設 けて いる レッ スン に参加す るた めに施設のオー

プン と回 時に 行夕ｌｊ を作 って ・ぶ レッ スン もあ りま す。

禾１ｌｍ 者の ニーズに 応え るた めに 、バ ラン スを 崩す こと のな いよ うヨ ガレ ッス ンの 増、

設を実施 して います。 スタ ジオ レッ スンの相乗効果も あり 、プール ・フ ィッ トネス

ジム ・お 風呂 はに ぎわ い施設と して １く の・ ＪＩ 者が来館 され てい ます。

②ハード ■の整備

ｌミｌｊ ｊ目者が 「快適にｌＪ ｌｉｌで きる環境」に焦点をあて。 清掃の徹底、 快適な１１１１１管ミ、

プールサ イド や風 呂の き険因子の除まな ど、 施設ハー ド回 の整備を 行い ます。

２） 新型 コロ ナウ イルス感染予 防夕ｌ策

「Ｗ ｉｔｈコ ロナ」「 コロ ナと の共存」 を実現し てい く　　　　　　　　　　　　　’

ｑ＝１で 、ｉｌｌ ｊ目者が安心ヽし て来館しスポーツライ フを

楽し める よう 感・ 予防 が策 はｇ ｌき 続き 万を をＳＩし

ます。

市の対策をｌｌ解 ・実施し 、・ またスポーツぽの 「社

会体育施設ｉｉｉ開に向けた感染拡大予防ガイドライ

ンＪ Ｘび 「ひ ょう ごス タイ ル」 を１３１ き続 き推進し て　　 回－４７ ＝ビ ニールシート ・ｅ の・画

いきます。また、 ジムの有酸素系ト レーニングマ シン ・スタジオは飛沫感染を防ぐ

ため にビニールシート で１回し 。ス イミ ング教室の体操室は・ま室の密回避を目 白４］

に開 放し てい ます 。（ 図４ ７）

ＩＶ　組織　 制、 人員配置等
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（１ ）祖織体制、 ‘人材の確保に関する具体策（採Ｊ１１１１ｔ回等）

１） 組織体制

（Ｄ 各ポスト 責ぞＥ＝きのＥＳ

安■性を最ま要テーマ とし た従業員 ｉａ置を ｆｉ い、 ムダのな い効率的な運営がぞｉ える

よう に「 業務責任 者」 なら びに 「副 業務責任者」 およ び「 ポス トＴ任者」を Ｒ置し

ます 。（ 図一４８）

実務実績のｔかな社ａ従業ａの中か ら・体を統括する 「業務責任者を選任し 、ＩＥａ速

かつ 柔軟 な意・決 定を ｉｌ 能と しま す。

②各ＲｆＥ者の・割

業務責ｆＥ者なら びに副業務責ぞＥ者は、市 との連絡窓口 。１１営 管１１の統括 ・対応を ぞｉ

います。 また各ポスト 責任者には水泳をはじ めと した各業務に精通 した経験豊かな

者を配置 し、 Ｚ浴施設を含む受付・ プール監視・ トレーニ ング ・施設ｉｌ回点検 ・自

主事業の実施 をぞｉい ます。指揮命令系統と 責任体制 を１１１１確にし 、業務の効率化を回

りま す。

③サポー ト体ｌの充Ｓ

コンサルティ ング契ｇ を結ぶア クア ティ ツク ヘの報告会を 毎ＪＩ開催し 、サポー ト体

制を整え ます。
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図－４８　：　施ａ 管１１体 制　 組織回
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２） 人材の確保に関する具体策 （採ｊｉｌ針回等）

①ａｌａが楽 しいから １１ １１１１ きもＳし い。
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私た ちは、管ミ運営に

す。

あた って 「お もて なし のむ 」を 大９ にａ営に あた，つ ていま

ｌミ｜Ｉ　ＪＩ１１　者から「あり がと う」 の言葉をいただき、「 あり がと う」 の気持ちをＲめて挨

拶を する 。そ うい った 日４ のｌｊ■者と のや りと りや 、良 い関係が働きがいにつ なが

り従 業ａ の定 着に つな がる と考 えて いま す。

また 求人 にお いて も、 それが企 業イ メー ジと なり 、よ りＳ くの 人の １む 募に つなが

り、 弊社が求める人材の確保がｉｌ能になる と考えています。

②シニアｌの・４ｉａ４１ な■・

Ｓ台 ｔｔ 圃、 基本計画のｑコで 、南あわ じ市の課・と して 、「ａ高齢化社会の克服」が

あげ られ てい ます 。本施設に於 いて もシ ニア 層の 積極 的な 採ｍ を実行し 、シ ニアの

：ち ４の １種 １様 な活躍の場を劃ｉ し、 シニ ア　　 方の １１ なる 仕事の場 、ほ躍の 場づ

くり に貢 献し ます。

本施設ではＥＩ在、社員、 パー トを含む ３４　４５ の従業員が勤務しています。

従業 員の 年齢構成 を１，て みる と、 （表 －２ ７）

４・ 間層にボリュームがあ り、 若年層から高年齢層

までのバランスのＳれた構成と なっ てい ますｏ

そのなかでも、一回、 定年退職された後に、 自身

の・ きがいづ くり や社会貢献を 目的 に、 新た に職

に就いている ６５ 歳な上の従業員がを従業ａの約

３２ ９６在籍 して います。

また、本施設が運営しているス イミ ングスク ール

に在籍し てい た子 ども たち が、 社員 従業 ａ、 パー

ト従業ａ を含めて ５１ 在籍 し働 いて いま す。

基本計画 の４＝ｌ の南 あわ じ市 を魅力あ る「 ふるさ

と」 とす る「移住 ・定住の 促進 」へ 今後 も貢 献し

ます。

弊社は、 障がいを待ったブｙ、 シニア■の方、また

トラ イアルウ ’イ ーク やイ ンタ ーシ ップなどの職場

体験を経て地域ｊｌ献 を目 指す若いｔ！ｔｔｔま で、 南あ

わじ市が進める誰もが活躍できる社会を 目指すと

いう 観点にお った 採ＪＩＥＩ計画を実行 しま す。

表－ ２７　：　 （■ 業Ｒ の年 齢構 成）

年１３９分

１８ ～１９歳

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

！ｉＯ～５９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

を籍人数

１名

５名

３名

８名

６名

７名

４４５

（２）職員のＥ置計画 （表－２８）

１） 最適な人材ｉｌ置

安全性を最１１１要テーマ とした従業員Ｓ置を行うにあた り、 ｉｌ置の前に業務における
●

－３８　－



「量」と 。「 質」 のｉｌ視化（見え る４ヒ） を行います。

専門性や特性などによ り業務を細分化し 、業務分担表 に基づいた人員Ｅ置の最適を

図る こと で、 それ ぞれの業務内容の把握 とム ダの ない効率的な運営 を行 いま す。

表－２８　：　職員のＳ置計画

役職

業務責ａＥ者

副察務責 ｆＥＥ者

受ｆｔ責ぞＥ者

監視責任者

指導責任者

トレーニング

任者

施設管ＩＩ

任者

担当 業務 ｉヌｌ容 格等

施設を般　　 プール衛 ！ＩＥ管 ＩＩＩ者　　 水泳教師

運営管ＩＩ

施設全般

各種事務

運営管１１

プール

Ｓ営管１１

ｉｌ営管ＩＩ

フィ ットネス

ジム逗営管ａ

施設全般

設備管ＩＩ

トレーニ ング　 ト。レーニング

業務

プール業務

受付業務

施設管１１

防火管Ｓ者　　 応急手当普ａ員

基：：：：：員　 応急手自書・ｉ
基礎水１永指導ａ　 Ｓ急手自書ａａ

基礎水泳指導ａ　 応急手当 普ａ員

基礎水泳指 応急手当 普ａ員

Ｓ碓氷１永■　ａ　 Ｓ・手当Ｓａａ

防火 管！Ｉ者　　 １；１； 急手 当普ａａ

内部ｉｉ修修了者

内部ｉｉ修修了者

ＩＺ１部ｉｌ修修了者

運営補助

プール監視

各種事務

館内および

施設清掃

施設管理

維持 ・管！Ｉ

ｉヌ１部ｌｉ修修了者

内部研修修了者

ｉＥ社員

ｊｉ

ｊＥ社員

ｉＥ社員

ｉＥ社員

ｉＥ社員

ｉＥ社員

両社員

パート

アルバイト

パート

アルバイト

パート

アルバイト

パート

アルバイト

パート

アルバイト

（３）人材育成方針及び職員ｌｉ修に関する計画等

１） 人材育成方針

快適なサービス提供の実践を目 的に、業務能力の向上 を目 的と した９修の他、個人

３９



宍　　　 や、 セキュリ ティ ・人権・ ハラスメ ントに関する研修もな り入れた人材育成

を行 いま す。 （表－２ ９）

社員従業員は社ａ対象に実施す るｉｌ修会への参加を義務４才 け、 運営 ・ＩＢ導技術 を習
ミ

得し てい きま す。

また 、社 ｌ大ｌｇ修のほか、コ ンサルテ ィン グ契約を結ぶアク アテ ィツ ク開催の ｉｌ修会

に積極白りに参加 し、 幅広 いま｛１ 識習得・ 能力 ＩＳ｝上を回 ります。

カ後 も、 常にサー ビス 『ａ』上 の意識を持つ従業員育成に １１又り 組ん でい きま す。

２） 職員 ｉｉ修計画

■－２９　：　ｉｌ 修ｌｔＳ一覧表

社員ｌｉ修

む肺蘇ま

応急手当

防犯 ・防・

日常業務研修

年１ 回　 １１　ＪＩ　 社員従業員　 クレーム処１１に関す るｉｌｔ

ハラスメ ントｉｌ修

λ擂ｌ疹

ＡＥＤを使ｌｉｌ したむ肺蘇ま法

６　ＪＥ１

年２ 回　 １２　ＪＥＩ

セキ ュリ テイ 研修　 年１回

研修　 年１回

施設管１１ 年２回

セク ショ ン別 ｉｌ修　 年２回

外部研修
年１回

以上

ＵＩ

２　Ｊｉｉ

り１

１１　Ｊヨ｜

Ｕ１

２　ＪＥＩ

通年

応急手自

を従業員　 防ｉ！、 防災、緊急時夕１１１；１５；

避難経路 ・避難誘こ

社ａ従業員　セキュリ テイ に関するｉｌ傭ｉ

社員従業員　 個人情報保護の研修

社ａ従業員　 施設維持管Ｓ

受付Ｓ務ｉｌ修

担当 社員　 監視１務ｉｌ修

担当従業員　 施設管ＩＩ業務ｉｉ修

指導業務ｉｉ修

接客マナーｉｉ修

資格の・得・ 更新

き従業員　従業ａ能力ｌａｌ 上ｌｉ修

（４）人員確保にかか るｊｌ！１ｊｉ１雇丿目について

１） 地１ま財産の育成

①ｊｌ！！ｊ１Ｓｌｉｌ

人員確保は地ｉ； 雇ｊｌを優先 し、 地域活性４ヒ の一Ｓと します。 弊社はこ れまでに も市

－４０＝



１大ｌ在住者 を１ 数、 社ａ で採 １ヨ目す ると とも に、 パー ト従業員 につ いて も積極的 に市

１大｜・ 地ｉ；雇用を進め 、ｌｔ！！Ｓ経済活性化に ｉ猷 して いま す。

また 、地域の 健康 づく りを 担う 施設の一 員と して 、技術を 有し た人材を 長期 回に渡

り育成しています。

②Ｓ■体験によるｊｌ！！ ｊｉ１人材育成

小学校の社会見学、中学校の職場体験（ トラ イやる

ウィ ーク ）、 イン ター シッ プに よる 地ｊｉ１ 出身の学生の

ｉけ入れなどによ り、 将来につ ながる地 ｊ１ の人材育

成に Ｒ献 しま す。 本施設に おい て体験し 、培 った能

力を ｊｉ かし南あわじ 市で活躍でき る場を

つく り人材の剔出 にも っなげます。 （図－４９）

本年 は西湊ゆ拳校 の｛ｔｌ！、 Ｅ■ ４ｌ ｑき校か らも Ｓ請があ り４　４１；の

・徒の受 入れ をし まし た。 学校から のＳ 離は ある もの の南湊中

学校 や広 日ＥＩ中 学校 から も要請が あれ ば積極的 に協 力し ます。

こ
｀

図一４９　：　 トラ イやるウ ィーク

③きｌ■際大手・とのａ

南あわじ 市と 連携協力の関係を結ん でい る吉備国際大学（南あわじ 志タ１１ キャ ンパス）

と連携をなり 、学生のアルバイ トＪｉｌｌｌ や、 そこから育っ てきた人材の社ａ雇ｊｉｉｌなど

も含め、 本大学と の連携・ 協力 態勢 をＩＩヌ つて いま す。

現在 、受 付従 業員 ・ス イミ ング コー チと して ３１ の吉備国際大学生が勤務し てい

ます。

④シルバー人材センターと のｉｌＳ

定年をきぎ、 シルバー人材センターにａ録し ている地ｉ；のシルバーの方の採ｌｉｌ を行

って いる ほか 、簡 易な 植栽 ・剪定は シルバー 人材 セン ター に依頼し てい ます。

２） 地元雇用率

現在、本施設にお ける従業 ａ． ３４　４５ のう ち２８名 が南’あ わじ市在住で 、地ｊｉ１雇用率は

ＳＩ１８２９６に なり ます。

今後 も地域活性ｔ につ なが る地ｊｉ；雇 ＪＥ目を 優先 した 採ＪＥ目 を実行し ます。

（５）その他施設 を安定し て管 ！１辺営 を実施す るた めの 人員 的な ｆｉｌ等

１） 有資格者のＥ置

プール・ フィ ツト ネズ ジム ・お風呂 の３ 施設を管１１運営する本施設の特性を考慮

し、 業務を遂ｆｉする 従業ａは しか るべ き資格を保持 して いる こと で、 業務が専門的か

つ効率白りに遂行ｉｌ能と なり ます。

－４ １－



弊社では本施設に従事する従業翫。に下記の資格を有する者をＥ置します。 （表－３０）

①業務資ＩＥＥ者の実『

業務責ぞＥ者 は「防大管１１」ｌ資格」 「プール衛生管１１者ｉ格」「 水１永・Ｓ」 「１む急手当普

ａａ」の資格保持者であり 、プール１１営に ２０ 年な上、 Ｚ浴施設Ｓ営に５ 年な上携；わ

って いる者をＥ置 しま す。

②社ａ従ｌａの資格ミ得

・営にあたる社員・業叺ｊｔ翫が、 「基礎水泳指　員資格」 または「水泳教Ｓｉ資 ；咯」

ｒｊ；む 急手 当普ａａ ・格」ま たは 「水 上安を法救助 ａ資 格」 をＳ 得し てい ます。

また、障がい者スポーツの普ａにおいて も積極白りに努めています。障がい者の指導

には、コ ンサルテ ィング契約を結ぶアク アディツ クの障がい者スポーツ指導員資格を

ｌｉする 社ａ の指導の もと カリ キュ ラム を作 成し 、指導に あた って いま す。

③パートａ業ａの安をａＷ

、パート従業員についても 、普通救命講習会等により ■ａが・む肺蘇生まの技術を習得
１

しま す。 年２ 回、 本施設に常ｌ して いる ｊ；む急手当普ａａに よる普通救命講１会を開催

し、 従業 ａの 安全教育 を実施し てい ます。

プール，生

防火管１１者

水泳教師
Ｓ；急手当普ａａ

ポー ツ指孱員 （水泳）

水泳教師

応急手ｉ普及員

水上安全法救助員

普通救命 ．‘習修 了者

業務 ’任者

全社ａ

を社ａ

全従業ａ

（パート含む）

表－ ３０ ：資 格一 覧表

４２　－

安全な施設管ＩＩ運営の実現

専門 的な水泳指Ｓ　’Ｓの実施

緊急事ａ発生時の 対応

普通救命講習会の 開催

緊急事故発ｔ時の対応



Ｖ　 安１：管 ＩＩへの取組み

（１ ）施設：・設備にかかる安・管ＩＩへ｀のミ組み

１） 災害を未然に防ぐ方策と災害ｊｌ生時の対ｊ；１；

事ａ ・災 害等 を未然に ふせ ぐた め、 事故等を 早期 に発・で きる Ｓ視体制 や、 営業前・

中・ 後の点検を入念にｌｉ い異常｜大ｌ 容があれば速やかに報告し ます。ま たｉ！罪防止 として
１

ｊＦｌｊ ■者の入退室をし っか りと チェ ック できる受付体制を確保 しま す。

そして事ａ・ ・害が発生した場合の対策としては、人や設備の被害を最小Ｓにと どめ

るこ とがｊｌｌＳ と考え、 救護や応急処置が迅速に行える よう 、下図の よう にフ ローチヤー

トに 基づ いた 基本行動 を日 頃か ら訓 練し ます 。（ 回－５０）

さら に、 市、 医療機関、消防暑、警察署などとい った関係機関へ直ちに連絡でき るよ

うに緊急時連絡先を受付に明示 します。

営業前・ 営業中・ 営業後の点検など

Ｊむ急処置・ 異常内容の報告

南
あ

わ
じ
市

爿
　
Ｎ

状・ ・タｔタａｌ大ｌ 容の報告

１１ ０番 ・１ １９番

５察 ・消防・ 救急

連絡 ・Ｓ請

異常発見

ゆと りっく
Ｓ

業務ｋ任者

各ポスト ’任者

受付での案内説・　｀

利用 者への指 示・ 誘導

■誚希への連絡

各従 ‾員

回－５０ －．Ｓｔ時ａ絡体系

（２ ）！１１１害や事ａの防止へのミ組み

４３　－

異常 内容 、ｊ京回 報告

叉常確Ｓ ・ｉｉｌのｌ！Ｓ・

改善 爽ｉ策

施設維持管３１

取１１業者

問　 解決

ｉｌｉ： ｊき防止策



１） 防災対策

日常 白４Ｊに 施設 ・設備の 安を 対策 を講 じた 施設ｌｌｌを 行い ます。

また 、防災・ 災害対策 にお いて もマ ニュ アル をｍ いて 緊急時の連絡体制 ａび各従 業長の

役割９４日を確・の上、年 ２回のｉｌ修 （１従ｌａ対象） を実施し ます。

①被害を・小乗に・い止め る対応策

ハザードマッ プ（避難経絡図） の掲示や４非常灯や消大器の定期点検ａび防火管ミ

者（在籍 ２も）に よる ｊ肖 火器の使１１１１ 方法等を含めた防１１１１１修などを実施し、火災やｔ

Ｓ時の被きを最小・にきい止める１本ＩＭを整えます。

②各種訓練のＳＳ

救急 ・避難・ 防災 ・防犯訓練を定期白そ〕に実施 します。

日ぼｉの ＳＩＩ竈によ り、 事故 ｊｌ 生の 際に もＩＢ速 一白４１ 確に ｌｊ

ｌｎ 者の まｌ ａＥ保を 第一 に臨 機１む変 に哂ｔで きる 人材を

育成 します。

（図 一５ １）

③ａＳや１； １１

清掃スタ ッーフを含めたを従業員が教・ａｅｌま術を習得

して いま す。 施設には ＡＥ Ｄ（ 自動体夕１， ｉｔ 除細 １１ 器）

を設置し、年 ２回のｉｌ修で使ｍ方法を学び、万が一に

対応でき る体制を整え ます。

また 、ケ ガ・ 急病等が あっ た場合、 経ｉａ報告か らＪｌｉ発

｜びｉｊｔ策 をａＭの うえ 、Ｓき■ を・ｎ≡まし南あわじ市にＳ

告するととも に、 １：従業ａに■ま｛けるこ とを徹底 します。

（図 一５２）　　　　　　　　　　　　　　’

④フ ローチャート の・ｎｉ成

緊急時に従業 ａが あわ てる こと なく 、適切に

対応 でき るよ う各 業務 エリ アに は緊 急対処マ ニュ

アル とと もに様４ なケース を想定し たフ ローチャ

ート を完備し てい まず。（ 回－５３）

（３ ）ｉｌ！罪の防止へのａ組み

１） 防犯対策

４４

・ｊ
－

７’－一
回－ ５１　：救 助救 急法 ｉｆ修

Ｓｔ ａ剱 ｙＳ １４ 龠７

四 ・゙幽｀ミ

回－５２　：　 Ａ　Ｅ　Ｄの設置

ぺ忤
ツロ

皐ａ角１奥４ りＱ～

、ａ ｔｉ，

１１１－ ｉ●６．、
ｌ　　～

●＠・。
１　　　　 ・ｉＳｌ ｉ． Ｊ．

’？ ・　 ・ヽ ’ｊ｀・”

｀４ １ｔａ　　　　ｌ

ヂヤ～ｌヽ

図一５３　：　 フロ ーチ ャート



プール・ フィ ット ネス ジム 、お 風呂 の受付で は、 ・て の来館者 と挨拶を 交わ し、 ；；Ｆ審

人物のチ ェッ クを行います。また従業ａが定 ＳＩ 的に施設内を ｉｌ 回す ると とも に日 頃よ

りＷ察と の連携を密に し、 防ｌ［！ 対策にｌｉ又 り組みます。

き業１４間夕１ヽ はレニ会社による機械レ回とな りますが、ぞまａ入や各警報がｌｌ報された

際に は警備会社か らの連絡 を受 け、 警備職ａ と従業員が施設へ駆け つけ対ｊむし ます。

④き業４回申 は・ やｔ で施ａ入 ａＳきをＳ・ しま す。

②Ｓ業時回４１か ら営業時回夕１ヽ まで ２４ 時回防■監視カメ ラを録画 して いま す。 （・回５４）

③皿へは従業 ａに よる 定Ｓｌａ 回を ｔモｉ・ いま す。

④Ｗ・■ に対 して 、定 肖ｌ ｇ回 やフＦ・き情Ｓの ■■ など自力 をＳ請し てい ます。

２） 警備業務

施設の安をと 財産の保護を 回る ため 、ｌ！罪 の予

防対策と して警備業務を実施します。（表－３１）

表－ ３１　：　警備業務一覧表

図－５４ ：防 ｌｌ カメラ

□ 務詳細

・施設内 をｉｌ回　 ：；Ｆ害者の進入防止や設備の破損 、：；Ｆ 良個

所・の発見と 、　 絡ａび対応を行います。
ｌ

・■ 入口 ａび各部Ｓの施錠 ・開錠を確認 し、 進入 を防止し

ます。

施設　備　　・：；Ｆ審物や非常口 ・ｆｔｉｌｉの放置物などをミり除ぎ、 非常時

の安を確保に努めます。

・事ａ、 ｌｌ罪、 災害等ｊｌま時および、急病などの異常ｊｌｊ１

時の ｅ！ｌ確 な初期対１む に努めま す。

一夜鬨は警備会社によ る遠隔監視業務を突施 して いま す。

遠隔監視　　 侵入 だけではなく 、施設異常・ 機械異常 につ いて もＳ報

するシステムを採用しています。

・ｌｉ修で実施するマニュ アルに従い対処し ます。

・　 ・察 ・消防など関係者への早急なａ報や１；む援Ｓ請をｆｉい

非常時・　　　 ます。

緊急対応　　・火災。 大規模災害などの緊急事態発ま時には、 ■防ｉｔＩ

に従 い、 施設 ｌｌ Ｊｌｌ者 の安全確保を ；騷優先 に考え行動しま

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ

４５



（４ ）緊急時の対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＳＳｊンタタン２
ミ－ ｍｙ

１） 警報Ｓ令時の対ｇ；

気象情報 １７ より 、南 あわ じ市 に大・洪水警　　　　　　　ｊ． １１哨ＩＳＩ　　　　　　　　｀’ “゛‘
報・ 暴Ｘ警報がＳ令された際、 スイ ミング

教室は休校し 、営 業に つい ては央ず ｌｊ Ｊｉｌ者　　　　ｚ　　　８０
ゝ

・び従業ａのま全 を確保す るこ とを基準に　　　　ｌ　ｙ

最善策を とり ます。　　　　　　　　　　　　　　　　 回－５５ ＝ｌ ｃＴ シス テム （ｙ －Ｊレ・ｌＳ）

ＩＣＴシステムをなり 入れたメ ール連絡網（回－５５）にて臨時休館のお加 らせをします。

・警報解除ｌ、安■性に問題がない と判断した場台、 再開のＳ営体制を整え ます。

・５と通状Ｓや二次ｌａ害の危険性がある場合は、ｉｉｉ開を見台わせます。

・周ｇ道路などの状２がＳ４ヒ した場合休館とします。

２） 自然災害等緊急時の対応

（Ｉ）施・に おけ るハード・の ｊｌ！！・防■対策・ タ１ １；１！；； （表－３ ２）

表－３２　：　ハー ド面 の対策

品等の対策 ロッカーをはじめ、機器ａび大１１設備の固定

窓ガラス等の対策　　Ｓ，裂や破損個所の状ＳＪａ検 と補強

ａタ１・対策

Ｓ根 （Ｘ）の状態Ｊａ検ａび危険個ｉｉの点検と補修

外・、柵の剥Ｓ・ Ｓ裂の状態Ｊａ検と補Ｓ１

水銀灯等の落下防止、 植栽等の倒壊の補強・ 除去等

二次被害や施設が長期使ｊＥ目 ；；Ｆｉｌ能の場台の対１；１１；策検討

②鼈ａに おけ るソ フト ・の ｊｌ！！■防・タｔ策 ・タｌｔ ｊむ （表－３３）

表－３３　：　 ソフ ト・ の対策

人の救助を第一に。安を確保や被害拡大防止に努め、 消防

ｓｊＳｊ：；：；；奉：制　署｀　察署をは じめ、市、■療ｉ関と密に。連絡を とり 、Ｓ
報を 常に把握 し、 事態の収捨に努め ます。

施設の点検や役割の分担、 ｉｉ修会参加等に より 、従業員の防

ぴ施設利・　 災加識の 『ａｌ上 を回 ります。 ’ま た、 １！１１１１ 者も 含めた災１１１１練を
きの防災加譁の自よ　 計画 し、 災害発ｔ時の関むを高めます。・

－４６



（５ ）上 ＥＩ；え タ１・で特別 にＥ　する 事項

１） 台ａおよ び巨大地 ノヘの備え

本年は海面水温の上昇によ り台ａの発生回数が過去２ 番目 に１ い年 とな って いま

す。 台風発ｔ時の対応だけではなく 。台風の後の施設の被害や影響 を速やかに貴市

へ報告しています。

台風等の災害だけでは なく 、ａ府の地震調査委員会で は「南海 トラ フ目大ｔ，。 」の

３０ 年な ｌ大ｌの 発ま確率は７０９６～ ８０Ｓと 言われて いま す。 目Ｌ 大地震を想定 した 、有事の

際のハザード マッ プや避難経路の確 認、 およ び避難訓 練を 全従 業員 と５ＦｌｊＪｌｌｌ客 にも ｌｌ手

ぴ掛 けて 計画 開催 しま す。

ｉｊ ■者の安をを 第一 に、 機械 ・設備な どのハー ドｉｉへの影響も ｌ定 し誰がど う動く

のか を明確に し、 Ｓｊ ｌｌ 練を まね て予 防す るこ とで 、被害を 最小限に 留め られ るよ う準

備を します。　　　　　　　　　　　　　　’

２） 自ａ保全目的の着ま泳実施

着京泳を夏場にのみ実施しているス イミ ングクラ ブや小学校があり ます。こ れは、

水に入る機会が増える夏前に実施して、 水の事ｔから身を守る こと を目 的と してい

ます。

２０Ｕ年 ３　ｊｌ 、Ｅ。陸沖でマグニチュー ド９．０ の東日本大地宍があり まし た。 震度 ７の

’強い揺れと 国ｉ大ｌ観Ｉｌｌ 史上最大の津波を伴う大地震であり ました。

ｌ■の水難事ａだ けで はな く、 ｊｉ震等の１ヌ１ 害はいつ何時・■ して もおかし くあ りま

せん。

そこで本施設では、着衣泳を水に触れる機会の増える夏場だけではなく 、１ 年を通

してスイ ミン グ教室の プロ グラ ムの ｑ＝ｌに組み入れ実施 しま す。

そし て、 いつ でも 起こ りう る加害時に、 自：９の 身を守る 自Ｅ１保身の技術や知識を身

につ け、 水難事故や災害に対す る意識の啓発を行 いま す。

・・在、 本市 と進めて いる 学校水泳の指導の中で も着衣泳の実施を提案いた しま す。

４７



ＶＩ　施設 ・Ｓ備の維持管ｌｌ

（１ ）施設・ Ｓ備の管３１休ＳＩ

１） 長寿 ・ｆヒを 考慮 した 管ＩＩ体ｌ

①ａｌ、 ｌｌＳのＳｘｌ、 Ｓｔの■ＩＩ と・・・ｔ

効率的な施設管９を実現するために、維持管ＩＩ業者の定期メ ンテナンスに於いて、

設備の構成を整ＩＩし 、各部ＳＩが故障した際の設備機能への影響度を評価 します。 ａ備

の性能を ｌｌ ｌき ｌす最適な使Ｊｉｌ方法やき４ヒ対策の助言によ り、 機器の特性に応じた最

・■・力まを ｌ！ 定す るこ とで 施ａ を・寿命 ｛ヒ しま す。

②き十画白りなＳＳＩ・画

弊社、副業務責をＥ者は本施ａの開ａｉ初か らｌｌをにｊｌるまで、唇、年にわたっ て施ａ

管！ｌに 携わ って きま した 。本施設 にお ける 設備 一機械の 修繕予測 に関 する 状２ は誰よ

りも 熟ま口し ています。

私たちは今後、長期間にわたって施設を維持 して いく ４＝ｌで、設備・ 備品の長寿命４ヒ

を回 り、 市にかかる財ａ負｜！！を少しでも軽減 し、 ｌｊ ｍ者に喜ばれる快適な施ａａ営を

継続 して いき たい と考 えて いま す。

③予Ｓ・１：をきｇ！ したＩＥｌｌ一回

各設備ａび備１等の耐Ｊｉ１年数を考慮 し、 予防保を ・メ ンテナンス・ 修ミを計画白り

にｌｉいます。また「年間修繕計画」「５か年修繕計画」 を作成し、常に安１：な施ａが

保てるよ う、 市と協議のう え早期に修繕する こと で営業に支障をきたすことのない

よう 努め 、イ疹繕費の 削減につ なげます。

④完ｉＳ した備ｉｌｌ！１１（ フィ ットネスマシンメ ンテナンス）

日常的な メン テナ ンス な外の定期メ ンテナンスや故障時の対応 につ いて は、 長年 ＩＩヌ

ｉ３ １の あるメンテナンス業者に直ちに依頼 し、 連携 した管ＩＩにより リスクを最小限にと

どめ、快適なｉミｌｊ Ｊｉｉ環境に努めます。特にラ ンニングシン等は人気が高 く、 素１！いＳミ

を利■者から 評価 され ると とも に喜ばれてい ます 。（ 回－５６）

従業員に よる

日常点検

回－５６ ：■携し たメ ンテ ナン スの 流れ

（２ ）施設設備の適９１な維持管１１へのミ組み

－４８　－



１） 維持管Ｓの基本的な考え方

健康 づく りを 目白そｌ とし た施設と して 、施ａの 利Ｊｉｌ 者に安をで快適な環境 を提供する

ため施ａ維持きＳ業務 を計画ａぐｌ かつ 適ｔｌＪ に実施し ます。

①日常‘ｌｌｌのミ組み

ｉ　 日常点検によ り、 適切な管ＩＩの遂行

関連機関の指導の もと 、関連ま令・ 規則 を誠実に遵守 し清葆で安■ なｉミｌｊｌｉｌ 環境を確

保し ます 。施設１ １１担当者に よる 日常の点検の 中で設備機器にメ ンテナンスが必要

なＳ台は、連やか に・ ｜す ｆｔ けら れる 市ｌヌ；ｌ維持管 ＩＩ 業者に夕ｔｌむ依頼す るこ とでま定し

たａ営の実ヨ１を回り ます。

ｉｉ 維持管！Ｉ業務の実施

維持管１１業務は ｊま 令・ 規則 を遵守し 適りｌな 管１１を 実施 しま す。 （表 －３４）

ｉ－ ３４ ：、 日Ｓ 維持 管１１１務

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修繕の実施

ｉｉ　　プール・ 風呂水質等測定　　　　　　　植栽管！Ｉ、 雑草等の除去

ｉｉｉ　 空調ｊｌ度管Ｓ　　　　　　　　　　　　 駐車　 のｊｌ掃 ・管１１

ｉｉｉ備品管ＩＩ

従業員が ＰＤＣＡ サイ クルを徹Ｊを して 、日 報のチェ ック や施設のａ回 などの日 常チェ

ック をぞｉい 、維持管 １１業者 によ る定期メ ンテ ナンスと 併せたダ ブルチェ ック で備品

の安をｔ、長寿４４ヒ を確保し ています、。

②衛ま管Ｉｌ

ｉ　 水質管Ｓ

プール衛！ＩＥ管１１者（２４Ｓ在籍） のも と従業員がマニュアルを把握しチェ ック シート

をｊｉｌ いた 日常 チェ ック によ り衛生Ｗ ヨ・ にＪＩ又 り組んで いま す。

厚生労働省が定めるプール水質基準値を厳ｇＦ徹まし、基準値を夕ｉヽれた場台は、 ｉまや

かに ポス ト責任者に報告し て原 ｉｌ を探 り対応し てい ます。

プール水は毎ＪＥＩＳ水し関連機関に提■して水質検査を受け、お風呂については年 ２回

レジオネ ラ菌群他の検査を 受け、衛生管ＩＩ に努めて いま す。

ｉｉ　ウイルス対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

ウイ ルス性感染症 ・伝 染病の事態がｊｌ まし た場合、 また・・のｉｌ能性がｉた場合は

市の 対策 を１１解 ・実施し 、感染リ スク を低減さ せる ため 、予防や被害拡大防止に努め

ます。

（３ ）効率白！｜ な維持管３１ を実施す るための考え方（経費の縮減）

１） 水光熱費削減 にｌａｌ けたａ組み
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（Ｄ 水うｔＳの‘ｌ・・識の『ａｌ上

令和 ３年 １１　ｊＥＩよ り「電気料ｔ」「 ガス料ｔ」の大幅な値上げがあ り、 水光熱費削減の

意識を今までな上に高 く持ち。 施設における水光熱の利ｉ状Ｓ を毎 日Ｉｌｊ ｌ定 しＪｔ較ｔ９析

します。 水光熱に関するａ備・ ａＳを無駄な く・転するこ とで最適４ヒ を行い、 大幅な

コス ト篦減につな げます。

さら に、 水うｌ熱の使 Ｊｉｌａをや 水う４５ 熱賛 のｌｔ較 など をＪｉｉｌい て、 を従業員 に水 宍； 熱費 削減

のミ組みの方ｌａ］性を常にｊＥ有 し「コス ト意識」 を高めます。

②水ａ料のｌ滅策

○法令基準をもと に水質を考慮 しながら、プール ・お風呂の換水、 濾ｌｉ機の逆洗浄

等の回ｌを１整し ます。

ＯＩミＩ］Ｊ９者 に節水の ９び かけ とと もに 、シ ャワ ー等 の水 洗Ｓ具を 節水 仕様 に変 更して

います。

③ｔｉｌの肖ｌｌ ■Ｓ

Ｏデマン ド計を　 人し 。最大電力を制御する こ・ とで

電気料１を節約し ています。（回－５７）

○季節や気Ｓ 、天候に ｊむ じて ａ備の回転時間を調

整し ます。

○空調は使用する 時間帯を考慮 し、 フＦＸな時間帯は

停止する ＪＲ うタ イマーき １１ しま す。

○電 気製 ＳＩ の待機電 力の チエ りク 等で 電力 消１を

抑えます。

串９ご゛

図一５７　：　デマ ンド計

ＯＳ■の ＬＥ Ｄ４ヒａびカーボンニュー トラルの観ぬから 「太陽光発電」による電気料

ｔ削減を検討 しま す。

④ガス１１１べの肖ＩＩＳＳ

Ｏ季 節に応じ た設備運転ス ケジ ュールを 細か く設 定一管ミする こと で、 効率 良く 快適

な施設環境をつく ります。

○冬期に おけ るプール ・お ａ呂 は夕ｉヽ 気の 影響 もあ り、 エネ ルギー消 費が大き くな りま

す。 そこ で、 営業時間夕１ヽを 中むにプールおよびお風呂き体に保温シートをかけてい

ます。さ らに、プールにおいてはガラス回に放熱防止シー トを貼る こと で室Ｓ低下

と水Ｚ低下を防ぎます。

Ｏ季節による昇Ｚ時間等を計・ し、 設備の回転停止をタイ ｉ一管１１し 、き駄な稼働を

抑えます。

（４ ）外部委Ｒにかか る市 Ｉ；１；ＩＳ ｉｌの考え方

１） 地ｊｉ還 ｊｉ１施設と して

ｌｔ！！ ｊｉ；産業の振興とい う観点か ら夕ｔ部委託については。 市ｌ大ｌ 発注を・ず優先に考え実ｆｉ
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しています。、

「人＝」：ｔ！！域雇ｉ」 の促進だけではな く、 「も の＝市ｐｌ；ｌ発注」 についても地域Ｒｉ禁 を目的

に地域密着型 の施設運営を 実施 しｉｉ！！な の活 性４ヒに ｊｌ 献し ます。

２） 利用者サービスの　先

市ｌ大ｌ発まを優先にするミｉ としては、地ｊｉ１産業の振興とい う考え方だけではなく フッ

トワ ーク の軽 さ・ ｉＢ速性があ げら れま す。

設備や備 ｉｌ のａ障等 は、 使回 申止から 臨時休館にま で発展す るケース があ り、 利Ｊｉｌ者

へのサー ビス 低下 につ なが りま す。

ｌｌｊ　１１１　者に 快適 に施ａを ｊｐｊＪＩし ていただ くた めに もｉＢ適性に勝る 市１大ｌ 発注 を優先しま

す。

３） コス トのｌ減　　　　　　レ

市夕ｉ・ ｌｉ ・・ ａタ１ヽ ｊｌ ｊ圭 の場台、 速力から の・搬Ｉ ＪＩ やｉ ・費ｍ力りｌｌｊ 途かかっ てき ます。
ミ

コス トの削減を１１１ として市Ｆ！；ｌ 発注を優先し ます。

４） その他

会ａ募集のための新聞折り 込みチラ シや 「ゆ とり っく ロゴ」作成等 につ いて は、 島外

業者に一部外まし ています 。デザイ ンやキャ ッチ コピーに おい ては 、見 る人 をｇ ｌき付

ける ものが１いのが理由です。 （図 一５８）

しか しな がら 、市内業者に もデザイ ンやキャ ッチ の要望を詳し く伝 える こと で、 こち
Ｓ

らの望むものにｉｌｉづいてきていると評価 して います。 ＥＩ在、 「ミ宮高速パス乗り場」や

「湊路サービスエ リア （下 り） 」のポス ター、リ ーフ レッ トについては市ｌ大ｌ業者に発ま依

頼しています。（図一５９）
回

ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６４・　　 ゆｇ：ｌ
Ｓ

－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｘｊ

図一５８　：　ゆと りっ くロゴ

万万≒
ａ４”　 ．‘’－

回－５９　：　高速パス ポス ター

（５ ）上Ｅｌａ外で特ＳにＥ載する事Ｊｉ

１） ＳＤＧＳ への取組

弊社 は持 続‘５１ １な 社・ Ｓ現 に向 け、 ＳＤ ＧＳ の只ｌｌ つた な祖みを ｆｉ いま す。
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業務９野

スイ ミング

トレーニ ング

－

維持管ＩＩ

施股全般

ａ組み

・快適な；Ｉ動空間の提供

・ジ ェン ダー Ｉｌｉ等の促進

一次世ｆｔの教育振Ｓ

・Ｉ Ｔ、 ＩＣＴの活用

・人手不足の対応

・ペーパーレスの推進

一利 ｌｉｌ者 のま全確保

・清潔な室内空間 の提供

・安まし た水質管！Ｉ

・施設設備の調整

一再生ｉｒ能な分別の推進

一エ ネルギー効率の良 い製 ＳＩ の採 Ｊ；目

・地ｉ雇用の推進

・台ｊｌ ・災害への備え

・購入委託先の評価

ｉゝ゛．４　１、

１１ １４’

ぶ・

ご
ｍ

ｙ

ＳＤＧＳ

８９ １ｙ ’． ・ｉ，ｌｊ４・ ｉ．

４

ｊｌ ｙタ ４Ｓｉ
ｌｔこｊ９

ザ

；： ；ｒ亠
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図一６０　：　ＳＤＧＳ への ｌｌ又組み

２） ゆと りっ くを 知り Ｊｇ くし た維持管 １１

本Ｓａは平成 ７年のｌｌＳ：な来現在まで、 ２７ 年が経ａしています。 そのため施ａの設

備・ 機械 につ きま して は、 経年 １イヒに よる ほこ ろび は勿論の 事、 設備 一機械そ れぞれ

の仕様書 ・説ｌｌ書にはない設備・ 機械独特の「 くせ」がｉてきます。

私たちはその くせをタミ｛｝り ｇく して いる こと から 、機械の軽微な変４ヒ や機械音で異常

や故 障を早期 に発 見す るこ とができ ます 。そ して 大事 にｌｌる 前に維持 Ｗミ会社 に報告

して 修ａ を施すこ とで 、ｌ ｍ者 にき狢、をか ける こと なく 、ま 定し た施ａａ営を ｉｌ ｔに

しています。 設備 ・機械の異常を早期発見・ 早期修繕を施すこ とでコス ト削減にもつ

なが ります。

また、私たちだけではなく 。電気・ 設備 ・機械関係それぞれの：９野で本施設を把握し

てい る１１！！ｊｉ； の維持管 １１ 業者 との 良Ｍ：な 関｛ｉに より 。有事に は日 Ｓ・ 祝日 に関 わら ずＳ

け付けていただいています。今後も ｇ１好な関係を構築継続し、協力して施設の安定し

た運営を行います。

Ｖ１１　 自主事業に関する事項

１） おもてな しのむのこも った自・奉業

①各種きまで は、 塲．もがまむでき るＩＳＳ を？ｉい、プールやおＩＲ 呂、 フィ ツト ネス ジム

では ＱＪｔ施 ａと して の使 命を 果た しま す． そし て、 乳幼 ・か ら高齢者 ．障がい をお

－５２－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．



持ち の力 にい たる まで 、Ｓ もが信頼 でき る自 生事 業の 実施 を目 ｌａ しま す。

②子 ども の４ 力ｒａ】 上か ら高齢者のフ レイ ル予・ま で目 白り ・｛本力 に１台っ たプログラム

を提供します。

③親子のＭれ台い、青ゆ年のむ４の肖ま、■・習・Ｓの予 ・、 人生 １００年 １４ ｆｔ ｒＳ康

１００年」を 目白そＪ に健康寿命の伸長など、さ まざまな 目標、目 １１１ｅ〕にきわせて兔。ての人

の生活の質が向上する よう。働 きか けま す。

２） 自・事業実施の考 え方　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

１ての人が安心して・講で きる プロ グラ ムを■意 し、 各ラ イフ ７、テージに合わせた

魅力 ある教室ａ営や自 ま事業の実９１を 目指 しま す。 （回 －６ １）

回－ ６１　：　 ライ フス テー ジに 合わ せた 自ま 事業

ライ フス テー ジ　　　　 スイ ミング　　　　 スタ ジオ ・プール

プログラム　　　　　　プログラム　　　　　　その他

Ｖｔ 。４
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ＶＩＩＩ　 串請者の経営基盤

（ｉ ）財務諸表等によ る経営９析

１） 自ａ ｊ１１本 ｔ率 ・・ ・（ 令加 ２年 ４ｊｌ１ 日～ 令加 ３年 ３　Ｊ１　３１　日）’・ ・・①

白Ｅ資本 ｌｔ率（ ９４，） ＝　 自ａ資本　　 ×１ ００

（純資産ｊｔ率）　　　　 総資本

５３

ゆ
と
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キ
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－１ ０， ９９８， ０３０　×１ ００ ＝Ｏ‘Ｍ，

１３，６９９，０４４

自ａｉ本 ｔヒ 率・ ・・ （令加３ 年４ Ｊ１ １日 ～令加４ 年３　Ｊ１　３１　日） ・・ ・②

自ａ資本ｔヒ率（９も）＝　 自Ｅ，資本　　 ×１ ００
が

（純 資産 ｊ：ヒ率 ）　　　　 総資本

－。１５ ，６２５，１ ７８　×　１００＝ Ｏ‘Ｍ）

７， ５２３， ６８５

平成 ２６ 年ａ体制 にな り経営の・て 直し を回 り， ３年 目の干成 ２８ 年度 に・宇転換し，

な降令和ｊｉ１年 （平成３１年）ま で１字で進ま しており ました。

とこ ろが令加 ２年 「新ｌｌ コロナウイルス感染拡大」 があ り回年４ Ｊ∃ｌには緊急事態宣言

が・ｔさ れ， 本施ａは休業■請対象施設 とな りＪＥＩＥ庫ＳのＸ請によ り営業自 体がストッ

プしました。 更に原ｊｉ価格ａび電気料金のき去に経験したこ とのない高騰もあ りａ営

コス トが上が りま した。これまでのＳ積赤字解消 目前の出来事であ りま した。

しか しながら本年より 「コ ロナとのＪｔ存」 「ｗ ｉｔｈコ ロナ」のａ潮が高まり ，ｌＪＪＥ目 者数

は前年ｔヒ１ ０９Ｓに まで回復いた しま した 。本年１ ０ｊＥＩ には ｙ１ 会費の値上げも実・し 増ｊｌ又を

回っ ています。１１に これまでのノ ウハウをなて‘恥度の経営：１ て直 しを回り ます。

２） ａｉ本回６率 （回 ）・ ・・ （や 加２ 年４ Ｊ１ １日 ～令加３ 年３　Ｊ１　３１　日） ‥・①

総資本回転率 （回 ）＝　 売上高

総資本

７５ ，７ ４５ ，０ ７２ ＝５ ．５３回

１３ ，６ ９９ ，０４４

総資本回転率

総資本回転率

（回 ）・

（回 ）＝

・（や加 ３年 ４Ｊ１１ 日～ 令１４１ ４年 ３Ｊ≡１ ３１ 日） 一一 ・②

売上高

総資本

７８，８４３。７０２ ＝１ ０， ４８回

７， ５２３， ６８５

土地 ・建物が白ＥＳｉ有でないため、売上に対し て総資本が低 く、 回転率が高く なってい
１

ます。

３） 売上高対経常 ５ＦＩ］ 益率 ・・ ・（ 令和 ２年 ４　ＪＥ１　１　日～ 令和 ３年 ３ｊＥ１ ３１ 日）・

売上高対経常１」益率 （９も） ＝　 経「席ｉ」■　　 ×１ ００
ｌ　　　・

売上高

ム８ ，０ ０１ ，３ ６８　　 ×　１００＝ ０９１

７５ ，７４５ ，０７２

①

ｉ上高Ｍｇ常 手ｌｊａ率・ 一一 （９加３ 年４ ｊｌ １日 ～やｌ口 ４年 ３　Ｊ１　３１　日） ‥・②
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売上高対経常 手ｌｊ益率（ ・Ｍ，） 一

一 経常利益　　 ×１ ００

売上高

ム４ ，５ ５３　９２３　　 ×１ ００ ＝０ ９・６

７８ ，８ ４３ ，７ ０２

コロ ナ禍 前は 売上 高対経常 利益 率の 弊社 目標 を８ ９１ に置 き平 成２８年 度の 回数字は

７． ５４９４，と 目標に近い数字と なり ました。

令加 ２年まか らの赤字の■ ｉｌ は①コロ ナＳによ るＭＩＩ又②水うｌｌＲの・騰と明 白です。

売上 増と 経Ｒ 削減 を実行し 、ｉｌｉ 度上記数字を 目標 とｉ 来る よう 先ずはＳ 字４ヒを 回り経

きの安定ｔを図り たい と考えて いま す。

（２ ）ｔ融機関やｉ貧者か らの支援体制

平ま ２６ 年ｌｌ休 奈ｊ がス ター トし た際に事 業ａｌｉ．ま とし て、 ・融磯回 ｌ． びｉ 資者 から、

合計 １７ ，０００ 干ＦＩの 融資 を受 けま した。

事業の見直しを図 り金融機関か らの借入れ額は令和：ｉ年 ５ＪＥＩ 完済いた しま した。

しか しながらや加 ２年 ４　ｊｌ　「新■コ ロナウイ ルスＳＩＳ大」があり 、こ のＳＳに より

金融機関 より 「新 １１ コロ ナウ イルス感染症対策資金」と して ３０ ，０００ 千ＦＩの融資 を受け

残額 ２４，７５０ 千ＦＩと なっ ています。（表３５）

メイ ンパ ンク 、他金融機関 との これまで の関係構築に よっ て支援体 ＩＭ は整 って いると

考え ています。

これまでの運営ノ ウハウを生か しｉｌｉ度のｉ：て直 しを 図り ます。

１３ ５－ ：借 入れ 状ｉ！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （干 ＦＩ）

新型コロナ感染症　　　　新■コロナウイルス

対・資！Ｉ　ＳＮ４１１　　　　　 Ｊ染ｌｉｌ対策資１１

ｌ高 （令和４ 年１０　ｊｌ 現在）

（３ ）上Ｅな夕ｉヽで特・ １こＥ　 する事Ｊｉ

２０，０００

１５ ，１ ７０

１０ ，０ ００

９． ５８０

１） 法人の将来性

平成２０ 年、 南あわじ市か ら指定管Ｓ者 とし て選定さ れてから の経営状Ｓは、右肩下が

りを推移 して いま した。

前述の通 りｌｚ成２６年に ・ｆｔ表 （ゆ とり っく 管１１責任者）の交ｔｔで現体制に４・ｔわ った後、

２年の赤字年度を経て３年 目で・字転換いた しま した。その一番の要因は、 会員数の飛・

－５５　－



躍白りな伸びがあ げら れま す。

コロ ナ禍 によ って 令和２年 、令和３年と 会回数を 含む １ミｌｊ ｉ者数は減り まし たが、本年に
１

入り ほ府が「 コロ ナと のＪｉ存 」「 ｗｉ ｔｈ コロ ナ」 の方針を打ちｉし 、ｌＪｌ ｍ者数は前年ｔｔ １０９９４）

とな って きて いま す。

ａｌｌｌ貴ぞＥ者 は、 ゆと りっ く開ａｉ ｌ］ に本施ａにて勤務 し、 手成２０年か ら６年回は「 ＪＥｉ

庫りｌ■崎スポーツの森スポレスト 」にて、 マネージ ャー とし て施設マネジメン トに携

わっ てま いり まし た。 ｉｊｍきのニーズをａんでの会ａ獲肖には自ｅを枸＝ ちます。
ｌ

コロ ナ禍によ る停滞期から脱却 し、 飛躍期か ら安定期へ。 令和５年から の４年間は飛躍

期～安定期と なる よう計画を立て施設運営を実行します。

２） 法人 （施設） の目】象、雰囲気
｜

弊社は本 市の 回様施ａ （ス イミ ングプー ル、 Ｚ浴施ａ ）の ｑ＝１で 、唯一南 あわ じ市 に籍

をＸ く法人で あり ます。京ほ神や淡路島他市のを業で はな く地 ｊｉ１企業で す。

ｌｊ・者のＳ くは１ｔ！！ ｊｉ１の方４ですが’、土曜日 ・日 曜日 ・祝日は・路島外から も多 くの観

光客が来館しています。地ｊｉ１の方のためだけの施ａと いう 雰囲気はなく 、特にＺｊｉｉ施設

は「 うず しお Ｚ泉 」の 根強 いフ ァン がた くさ んい ます。

地ｉ；優先の採ｍ計画によ って従業員と 利・者のｊｌ離も近く 、自然と 会話も弾みます。

従業ａは 、ｉ１１すぎず遠すぎずの １ミｌｊ Ｊｉｌ者 とのＳ離をｑ！り なが らご ｉｌｊｍ者と 接し てい ます。

１１ に高齢者の積極採ｍに よっ て。 下は １８歳か ら上 は７４歳まで年齢幅は広いもの の、 ｑ＝１

間ｌ にボ リュ ーム を持 ち、 外まのス タジオイ ンス トラ クタ ー７ ４５ を含めた 、ゆ とり っく

スタ ッフ４０ ４５ は、 「従業員が楽しいから １１１１１１ 者も楽し い」 をモ ットーに和気あいあいの

雰囲 気で 楽し く働 いて いま す。

２年のコ ロナ禍によっ て自粛していたｉｊｍ者も戻り つつ あり 、プール、フ ィッ トネスジ

ム、 お風呂の３施設を併設する複合施設としての強みをまかし 、１ くの ｌＪ ｌｉｌ者が来館し

にぎわい施設 とな るよ う従業員 一回 がん ばっ て参 りま す。

ＩＸ　個人情報ａび情報公開に関する事項

（１ ）個人情報の保護に関するａ体白りなＳＳみ

１） 条例 を遵守し た・組み

■人情報保護まや南あわじ市個人情報保護条例を遵りＦし 、Ｓ人情報の保護に努め、管

ａ体制を整えます。ま た、 施設ｌｊ Ｓ者に対 して個人情報保護方針をＱ表し て運営しま

す。 （表－３６）
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表－ ３６ ：個 人情 報管 １１ ４１１

業務　ぞＥ者を・人怙報に関する 管！Ｉ‾ 任者とし 、従業員に対

皆Ｓ■任者の選ｌ　　して、またはＳ営システムにおいても個人情報保匝条例が遵

守されているか定期Ｓｅｌに確認を行います。

利丿目者からの偏人情報は細心の注Ｓを払い施設内で厳重に

情報の厳　な管９　 管ａ します。 また、書類のＳり扱いについては施錠の うえ、

人白りセ キュ リテ イ管 １１ を徹底し ます。

教黨やスタジオプログラム、イ ベン トな どの参加１紛は年度

アク セス権の設定　 別に分けて施錠管 ！Ｉ し、 パソ コン内のバッ クア ップデー タな
どはアク セス権を 設定 し制限を かけ ます。

個人 ｀報のミ扱いに関する１１修会を開催し、その重Ｓ性や守

ｉｌ修龠の開催　　秘義務についてのｌｉ修をｆｉ います。
入会串ｉａ宦や障がい児ク ラスの調査票など、利用者から偏人

利用 目的の明示　　　 報を収集する際は、ｉｌｌ ｊｉｌ目 的を明示 し、 目的外使用の禁止

を１１１１１ 者へ説ｌ しま す。 また 、常 に個 人ｔｌｉ 報保護方針は施設

内で開示 します。

２） 業務 ｌヌｌ容 にお ける 対策 （表－３ ７）

■－３７ ：情報漏 ｊ！１１ 防止 対Ｓ

ｌ則規定　　　　‘員に対 して守秘義＝務や個人愃報保匯法のｉｉ修実施と もに、、。４
・畤の罰則規定を設け ます。

１　　　　　　　　　　　　　 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

ｌｌＳ者のＩＩ人情報に関するもののミまいは、 タｉ・部委ａせずに自社

守秘義務遂行　　内で 管！Ｉし ます が、 外部に提供を必要 とす る偏人忙報ぱ
洩のないよう努めます。

インターネッ ト環境・ プロバイダーは信頼性の高いプロバイダー

セギ 。リ ティ 対策　を選択し、ウイルスチ ェッ クを常に実施 し’ます。

（２ ）情報Ｑ開に 関す るＪＩ体 白！１な Ｓ祖み

１）　 、報ｊａ開条例の遵守

南あわじ市情報・１１ 開条例に基づ き、 施設ｉｊ ｌｉｌ状 ５１ や収支状Ｓな ど、 施設管Ｉｌａ営に

ついての情報の開示請求があった場合はこれを開示します。

２） 情報開示請求の対応（ 表－３８）

表－ ３８　：　情報 開示 請求 時の がＪ；む
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¶・報の開示請求があ った場合には、法令に基づきＱにするご とができないｆ

報や、市の情報開示制度で開示 しな いも のと して ｉｌｊ挙 されているものを除

き、 回覧でき るも のと しま す。

］Ｆ ｉＥ防止のため、 請求者が本人であるこ とを確認できる場合のみ開示しま

す。

Ｑ開請求があった場合、個人の識別ｉｌ能なもの、ｌｊ益に影響しないものを除
ｌ

いて市と調整を回 り・ａ開の手続きを踏みます。

施設の手！ｌ ｊｉｌ許ｉ「等の行政手続きについては、南あわじ市行政手続条例にＳつ

た取扱い を行 いま す。

指定管ＩＩ者としての管ＩＩＳ営についてのコンプライアンスについては、 縦令

を遵守すると とも に、 現　に徹底しています。

（３ ）上 Ｅｊａ外で特別に記　 する 事Ｊｉ

ｌ） 現場 での個人情報保護に関 する事項

①Ｓ話Ｓ・９の問台せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

施設 利ｊｉｌ 者の 間で コミ ュニ ティ が拡 がり 、「 ○○ さん の電話番号を 教え て欲 しい 」と

いう 間合せが度４ あり ます。■Ｍ－では、「Ｓ人情報保護のためおａえ■来ません」と

お回 りしますが、 「加 っている者回士だから迷惑はかけないか ら教えて欲し い」 など

と更に要求し てく る方 も居 られ ます。

こう いっ た場合、 「先方か らそ ちら にお 電話する よう 伝え ます 」と いう 対応 をし てい

ます 。小 さな ・断 から 大き なト ラブ ルに 発展 しな いよ う個 人情報の Ｓ扱 いに は慎重

５８



を期 しま す。

②ＳＳＳをの回台せ
～

「○ ○が居る と思 うか ら。 なり 次い で欲 しい」と 施設滞在 に関 する 間合せが ありま

す。 ｌｊ ｍきのｑコに は「一人の時回を楽し みた い」 とい う１１１ で、 施・のＪＦ！１１１１ を誰にも

伝えずに利ｌｉｌ されてい る方も居 られます。

急を要す るこ とな 夕１，は 、家族・ 親族であ って も、 所在の有Ｓを お答 えし てい ませ ん。

急を要する場合は、。 利ｍ者と の関係や回合せ者の住Ｓｉ等を確認 した上で要件 を伺 い、

利丿目者に伝える こと としています。

③ＳれＳ （１１１Ｓ） のＳａい

携帯電話やス マホ ・タ ブレ ット など、個人を判別 でき る忘れ物 について は通常の扱

いはせず金庫に保管し ています。

ｔ銭等、 拾得物についてはｔて２縦し・に１ 度「南あわじ匸コ匸」 へＳ けています。

Ｚ浴施設ではＳれ物が１く 、島タトから の来館者のＳれ物の問合せには、郵送にて対応

して いま す。　　’

④ｔＳｌｋのＳ人　ｌｌ

従業員１ 簿等は、 １１ｊＪｉｌ 者が把握でき る受付周 りに掲示 しません。ま た。 従業員への
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

電話取次 ぎに 関し ても 、利ｍ者への 対ｊむと 回レベルの対ホを して いま す。

Ｘ　 その他に関す る事項

（１ ）競技力向上 （水泳） に【ａ】 けたミ組み（ｌ！手＝１－スワーク アウ トメ ニューｉｆｔ）

１）　 選手 コース年間強ｔス ケジ ュール（ 表－３９）

■手コースでは「 目指せ■・大台！ ！」 を台言葉に総勢２０　４５ の小学！ＩＥ ～高校・が競技力

嘔、】上 を目的に練習に取 り組んでいます。

強｛ヒ合宿　 年１回 ８Ｊヨｌ 選手コース

－５９　－
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強｛ヒ練習　 年４回

大会への

参加
年２１回

３　ＪＥ１

５ＪＥＩ‘

８　ＪＥ１

１２　Ｊヨｌ

選手コース

選手コース

一朝 夕２ 部艢習

・３ 日で ６回のワ ーク アウト

・春休み、Ｘ休み、４休みゴール

デン ウィ ーク に実施

・年間３０回のワ ーク アウト

・島内大会　 ５回

・　 外大会１６回

※令ｉロ ４年度予定

表－３９　：　年回 強４ヒス ケジ ュール

２） 強化 に自 けた 取組み

①ｌｔきｌ

練習量の確保 と、 通常教室時に実施 し難いワーク アウト

メニ ュー をこ なす こと を目 白そＪに 毎年 夏１木み をｉｉｊ ｍし てｌ

ｊ白 ２日 の強｛ヒ合宿をｆｉ・ つています。 （回－６２）

レベル■ に班分け し、 合宿期間 中に ６回 のワ ーク アウ

トで 合計 ３０ ｋｍ から ５０ ｋｍ を泳 ぎま す。

また 、技術の 自上 だけ では なく 、１ 年齢層が参加 して

生活を共にす るこ とで、協調性の向上や 自主性を育みます。 回－ ６２　：　合宿練習

②Ｂ　８， Ｇ水■大１１のｌｌｌ率

毎年 「東京辰 Ｂ・際水泳場 」で 開催 され るＢ　８， Ｇ水泳大会に ，本 市ｔｔ表が選抜さ れ参

カロ して いま す。 本大会へは南あわ じ市水泳協会 ！１１事長で ある弊社管ＩＩ副責ｆＥ者が本市

の！３１ 率代表と して参加 して いま す。

③ｌ・ｆヒ練戛

春休み、 冬休み、 ゴールデンウ ィークに強４ヒ練習を行い。

１年 で３０回 のワ ーク アウ トを こな しま す。

■の・４ヒ練習で は、 普ａｌ永 げな い５０ｍ プールを ｌｊ Ｊｉｌする

こと で強化を 図つ てい ます 。（ 回－６３）

な前は本市ｑ＝１ 学校 ５０ｍ長水路プールを使■ させていた

だいてお りま した が、 現在は湊路あ ｉ大ｌに ５０ｍ長水路 プー

ルがきく 、コ ンサルテ ィン グ契約を結ぶアク アテ ィツ クの　 回－６３ ＝５０，１プールでのＳＩ

運営事業所で ある 、「 兵庫 県ＩＥ崎スポーツ の森スポ レス ト」

や「Ｓ良Ｓ営プールまほろ ぱ健康パーク 」を使ｍ しての練習を実施 しま す。

④大・■加

卯－



を【１大台ｌ ・と 各施ａ回 のｌ！手のま流を 目白ぐｌ とし て、 島｜大Ｉ 回催 、島 夕ｉヽ開催を含め 、年

間１５～ ２０ 回水泳大会に参加 しています。 （表－４０）

・■大・標準記録の突Ｓを 目標 に、 １く の大台に参力ｎす るこ とで 、各 ４が泳ぎの矯ｉＥ

ｊａ を・ｉし練習 に・かし ます。

表－４０　：　２０２２　年大会参１ロ スケ ジュ ール

大会日

５Ｊ１１ 日（日）

５Ｊ１２１日 （土）～２２ 日（ 日）

５Ｊ１２８日 （土）－５ｊｌ２９日 （日）

６ｊｌ５ 日（ 日）

６ｊｌ１ １日 （土）～ １２ 日（ 日）

７Ｊ１２ 日（土）～３ 日（ 日）

７ｊヨ１ １０日（日）

７ｊ１３１日 （日）

８ｊｉ８ 日〔 ｊｌ 〕～ １０ 日（水）

８９ １４日（日）

１０ ｊｌ ２３ 日（日３

１０Ｊ１ ２９ 日（土） ～３０日 （日）

１１ Ｊ１ １９ 日（土） ～２０日 （日）

ｌｊｌ８ （土 ）～ ９日 （日）

ｌｊｌ１ ５日 （日）

’２ ｊｌ ５日 （日）

２Ｊ１２５日 （二ｔ二 ）～２６日（日）

３Ｊ１５日（日）

３ｊヨ１ ２６ 日（ 日）予定

大会Ｓ

・・オープンＳ季水泳Ｓ技大台

ジュニアスイマーズミート春季大会

ａ庫県夏季ｇｉｔｉ！傭ｌ

ａＳ扁交ま水泳大会

４庫罹選予復水ＳＳ技大会

兵庫県ＪＯＣ・季大会

Ｊｉ庫県長水路Ｑｉｔ記録会

ｊｉ庫県 ，Ｊ ＯチＪＩ Ｉ・ンシ・季短水ｌｌ！Ｓｌｌ

合宿

Ｊｉ庫県シ・ユニア長水路水泳饐技会

明ｌｉ市室内水泳競技大会

ジュニアスイマーズミート秋季大会

兵庫ｌ秋季ｇｊｔ配鰾会

ｊｉｊ家 県ＪｒＳＳＩ！輝・

ｍ

柬罹オープン冬季水泳ａ技大会

１・庫県ＪＯＣ春季大会

ａ庫Ｓシ１ｘ二７Ｓ水路水泳錘技１１

淡路室ｐｌ選手極大！ａ

会場

Ｅ木山

ポーアイ

ポーアイ

サンプール

ポーアイ

尼崎スポーツの森

ボーアイ

ＪＩ・スポーツの森

ゆとりっく

ボーアイ

五木ＵＪ

ｇＳＱスポーツの森

尼４スポーツの森

ｇ４スポーツの森

赤穂市Ｒ総合体育・

三木山

ｇＱスポーツの森

尼崎スポーツの森

津４５第 一プール

路
水

水
氷

水
水

水
水

水
　

氷
水

氷
水

水
氷

氷
水

水
氷

水
短

４
一

ｌ
短

ｉ
ｉ

４
一

短
　

４
一

短
Ｓ

Ｓ
ｇ

ｇ
短

短
短
短

対象

日本水泳連盟競技者登録者

制限記録突Ｓ者

制限記録突ｌｌ者

日本水泳連盟競技者登録者

制限記録突破者

制限記録突Ｓ者

制限記録突破者

制限・録突破者

選手コース

制限記録突ｌｌ看

日本水ｉ達ｌ鼓技・登録＝ｌ

制限Ｅ慥突ｉｌ巻

■限Ｅ録突ｉｌ者

制限記録突破巻

日本水泳連盟競技者ａ録＝１

日本水・達ＳＳＩま者ａ掻巻

制限記録突破巻

制服記録突破者

選手コース

⑤・■大・■ｊｉ

令加 ４年 ３Ｊ≡１ ２７ 日～ ３０ 日、 令加 ４年 ８Ｊヨ１ ２２ ～２６日 に東京ａ Ｅ！ ・際水泳眉にたい て開

催さ れた全国 ＪＯＣジ ぷ１ ニアオリ ンピ ック 大会に本施設選手コースの松帆小学校６ 年・

が基準タ イム を突破し て■場し まし た。

（２ ）広報ｊｌＳに関するＪＵ本ａりな】１１組み

１） メディア （愃ＳＳ１本）による広Ｓｊｌ・

①ホームページ

ホームページを開設し 、教室案ｌ大ｌや イベ ント の案内

等、 施設の最新情報を発信 します。 （回－６４）

②ＳＮＳ （ソ ーシャルネッ トワ ーク サー ビス）

ＳＮＳをほ・ して 、情報Ｓきの他、施ａへのＭむ度や、

施設 をｊＦｌｊｊＥｉｌし ての意見の柚ｉを ；ほ います。 （回 －６５）

③観洸；情Ｓｌ

ａｉ大ｌ 、または島夕１ヽ の大手情報誌 （ま っぷる・ るる

－６ １　－

－

ゆとｔｂく

ｌｙ

’
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回－６４　：　ゆと りっ くホームページ
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ぶ）　　　 回－６５　：　 フェ イス ブック

ヘ施設の情報 を掲載し観光客の新規開拓 を回 つて いま す。

④・て■板のａ置

イングラ ンドのｊｉ入口や、夏の海開きに合わせて虚野松原海の家にきて看板をａ置

し観光客■び淡路島内他市から の集客を 回っ てい ます。

⑤ポスター

ｉ　 市｜大Ｉ Ｑ八・Ｓや宿 丿白皿へリー フレ ット をＥ布し観・■の利Ｊｌｌ ｉ１まを 回り ます。

ｉｉ 高速バスＥ。宮ＩＲと 広告掲示契約を結び、 ＡＯ 版のポスターを掲示しています。

ｉｉｉ淡路サービ スエ リア とぶ 告設置ＳＩ約 を結 び、 下り サー ビス エリ アに Ａ４ チラシ

を設置しています。

⑥チラシ

年に ２回、新規会員募集のチラ シを新聞折；１しています。この時、水丿永教室とスタ

ジオプロ グラムの体験イベント を計回し、新規会員の獲得を回 ります。 （回－６６）

ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 り゜ ’ｊ　Ｓ・
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回－６６　：　 会員募集チラシ
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（３ ）リ スクへの対応

１） 物価変動 リスク

ｌｌｌｌ！営にお いて 。物価変動に よる リス クと して最も影響の大きいものが「水光熱１」

「人４ｔ牛１」です。 この物ｌｉ変動リ スク によ るｔ響を最小■に留め られるよ う、 施ａをタ１１

りｇ くし 。ま た、 これまで蓄積 して きた施設管ｌｌタｉ］ 識を最大限に活か して節電 ・節水に

努め リス クの軽減を回 りま す。 人件費に おい ては従業ａのスキルア ップを回 りシ フト

の効率４ヒに努め ます。

２） 金ｌｌ変１リ スク

弊社 では運営 のた めの 金融機関 から の長期借 入金 があ りま すが 、「 新型 コロ ナウ イル

ス感染症対策資ｔ」と しての借 り入れでｔｌミ１」変動リ スクの影響はないと考えています。

３） 書Ｒ変１ リスク

－６２　－



本施設のｉｌ営期間Ｉ大ｌ における需Ｒの下ぶれ リスクは弊社が負います。 但し 、「新■コロ

ナウイルス」 等、 予測；；Ｆ能な要因による リスクについては市と協議します。

利用者サービス向上

ｉｌ』用者収入が施設ａ営に大 きな影響を与 える ため 、常にサービ ス『白』 上を 回り 、ＩＥｌｊＪＩ者

にと って より 良い施設環境づく りを目指 しま す。

４） 制度 、法令等変動 リス ク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀

¶ｌ ｌＩＳ営 に影響を ａぼす制 度、 法令等の 変更 があ った場合、そ のリ スク を最小限 に抑

える ための対策を講じ ます 。ま た、 それが１１１ｊ・きサーピスに如！をａぽさ ない よう 。必

Ｓに応じ て市 と十９・ に協議し ます。

５） 管１１運営リ スク

施設や設備と いっ たハード面と 従業員のｌａ置、 運営体制などのソ フト ■か ら浮かび上

がる リス クを 洗い ｉし 、１１生頻度 とリ スク の大 きさ をＳ ｌｉ した 上で 管ＪＩ運営に 最ａな

予防処置 を行 うごとで リス ク回避に努め ます。

６） 施設構造 リスク

・ａのＳ備や構造についての日 常Ｊａｔｌや、休館日 に：ｒｉ う定期ぶ検、 業者によ る定ＳＩメ

ンテナン スを実施 し、 早期発見 ・修繕に努め ます ｉ，

また 、貴市へ の報告を 速や かに 行い ます。

７） 施・損傷 リスク
●

浄４ヒ槓の修繕等につ いて。は ．ｉｉ淡 まち つく り㈱ と協議し て浄化槽等の状態 を氛有し。

早期 の対策一 対応 をｊｔに 模索 しま す。 本施設の損傷 リス クに つい ては 、台 風やｌ害後の

施設ａび施設周り の損傷の点検 ・確認を徹底 しぞｉいます。

８） 損害賠償 リスク

賠償が必Ｒと なる事例が！ｌ生 した際は 、契約し てい る加入保険・社よ り白り確 に夕１１むし

ます。（表－４０）

（表 －４０　：　 カロ 入保 険）

施設賠償

愼．任保険

日本体育施設

協会

９） 債務不履行リ スク

対人　 １　４５　１億Ｆエｌ

６３

１事故３ 億ＦＩ



●

（回 －６７　：　植樹祭）

２） 地域美化活動
Ｓ

本施設の 駐車場や周回施ａ Ｊｉｌり 、Ｑ道の 清掃活動 を実 施し ます 。施設の １： 地柄 、特に

－６４　－

指定 管ｉｌ者 とし て、 債務ぞ履行を 起こ さな いよ う協 定１大１ 容を しっ かり 読み起こ して、

協定 書・ 仕様書にむっ た管ミ運営を 行い ます。

１０ ）：；Ｆ ｉｒ 抗力 リスク

ｇｌ をＷ のｊＳ台 は、 先ず ｉＪ ｍ＝きの ま・ 考ｊｌ：たし ・ａ １４ 対ゆ マニ ュア ルに ・い 、被 ’髢を最

小限 に抑 えま す。

１１ ）施設の利ＪＥ目 ；；Ｆ能等に よる ｌｌ■料金収入の減少

設備 ・機械のぬ検 を常 に実施し 、施設が１Ｊ ｊｉｌニＦ能 とな らな いよ う早期発見・ 早期修繕

に努めま す。 弊社帰食事ｉ によ るｌｊＪｌｉｌ料ｔｊ４又 入の減少は弊社が負い 、弊社に帰食事１１ヨが

なき もの につ いて は市 と十 分Ｓ議し ます。

１２ ）第Ｅ者への賠ｔ゛

を従業員 が安・管 １１ につ いて の意識を 高く 持ち 、有事の 対１むの 仕ブｉに つい て年間ｉｌ修

ｌ十画にａつて研修し、第Ｅ者への賠償が起こら ないよう’努めます。 万一、賠償責伯Ｅ を回

われる事例が１１生した場合は施設賠ｔｌ責任保険にて対Ｉむ しま す。

１　３． ）セキュ リテイ

ｔ餮嶌翫内は人白そＪ セキュリ ティ にて、営業時回夕１ヽ は警備会社の・械警備にてセキュリ

ティ’管ＩＩ をぞｉつ ています。個人情報については施錠によ り厳１１１に保ｌ します。

１４ ）事業終了時の費ｊｌ
ｌ

業務終了によ る撤収１・と ■状回復につ いて は市と協議し て誠実にＭ応 します。

（４ ）ｌｔ！１域活Ｓへの参加、Ｘ献に対するｊ１体 白ｅｌなミ組み

１） 慶野松原の松原保護活動の協賛

南あわじ市の観光資産のひとつである、 慶１吁松原の松

ｌ保護ｊｌＳ を６－つ ている「淡路あ・ 慶Ｓ松原 根上 り隊」

（は 下、 根上 がり 隊） の植樹等 、松原保護活動に 協賛し

松の保を ・保護に貢献 して いま す。 （回 －６ ７）

自賛 して いる根上がり 隊の■動のひ とつ逎あ った一般

募集 の「植樹・祭 」は まと めて 植え る場 ｉｇｉが なく なり 、３年

前に終了 しま した が、 ＳＩ在では松帆小学校の環境体験学

ｉや松帆＝｜ヒ・ 南こ ども園の卒園Ｅ念ｆｉ事と して松の植樹

を行 って いま す。



Ｗ場 はキ ャン プ帰 りや海水 浴帰 りの １１ １１１１ 者も １く 、ごみの 量も 増え ます。

施設利ｊＥ目 者にいつでも 気持ちａ く来館していただ ける環境づく りに全従業員が１１又り

組ん でい ます。

３） 「マ ツと キノ コの フィ ール ドワ ーク 」の協賛

本市教育委ａ会。 根上がり 隊１催のイベ ント 「マツ

とキ ノコ のフ ィールド ワー ク」 に協賛し てい ます。

本イ ベン トは慶ｌ；松原でのキノコ 狩り と森の博士を

招いて慶野松原の散策やキノコ の説明やお話 しを して

いた だき ます 。本 イベ ント に「施設利用 チケ ット 」を

提供しています。 （図一６８）

４） 松帆ふる さと 祭り への協賛

コロ ナ禍 によ り様 ４なイベ ント が中止に なる 中、 「子

ども たち に少 しで も楽 しい・いｉを作れれば」と 、松

帆ふるさ と祭 り実 ぞｉ委ａ会圭催の 「松帆ふるさ と祭 り」

が開催されま した。

スイ ミングス クールまには松帆小学校の・子 ども たち

も１ くぞＥ籍 して いま す。 本イ ベン トに協賛金お よび施設

利用チケ ット を提供し ています。（図一６９）

（５ ）上Ｅｊａタ１， で特ＩＩ に記 る事ＪＩ
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図一６８ ：マ ツと キノ コの フィ ール ドワ ーク
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回－ ６９　：　松帆 ふる さと 祭り

事業提案にあたって
ｌ

平成 ２０ 年、 指定 管１１者制度によ る「ゆと りっ く」 の管ｉｌａ営が■始ざれ、 弊社は

指定 管３１者 と、 して ３期 １５ 年に渡り 施設の管ｉｌ運営 に携わっ て来 まし た。

１５ 年の回、 会員数の減少等も あり ましたが、ｊＦ成 ２６ 年施ａｉをＥ者のｉｔｔに伴いＥ・体

制と なり 他施設に はな い特徴、 強み を活 かし た運営を 行い経営 の・ て直 しを 回り、

現在では、年間約 １４ 万人 の：ちが 禾ｌｌ■ され る１ｔ！！Ｓ にと って必・ぞｉｌタこな にぎわい施設

、と なっています。

令和 ｊｉ１年 １２　ｊＥＩに確認 された新ｌコ ロナ ウイ ルス が、 瞬く 回に感兔拡大 し令和２年

には Ｊｉ１庫県か らの休業Ｓ請に従 い施設の休業 を余儀な くさ れま した 。更 にＪ京油価格

ａび電Ｍ料ｔ の高騰も あり 経営 はＥ迫し 、「 新型 コロ ナウ イル ス感 ■症 夕４ 策資金」か

らの借入れも 実行 しま した。

しか しながら 、こ こに きて よう やく 社会も「Ｗｉ ｔｈ コロ ナ」 の方ｆａ】で動き始めコロナ

をミｉに 自粛 して いた 利Ｊｌｉｌ者 も戻 り始めま した。

６５



弊社は地 ｊｉｔ業で、 地域住Ｒ を４１む とし たＩＥｌｊｌｌｌ 者や 、設備一 機械のト ラブル時 には

いち早く かけつけて対応し ていただ ける １ｔ！！ ｊｉｉの維持管ｌｌ業者と の・良好な関係を構築し

ています。

そう いった地域の皆さ まとの密接な関わ りに加えて、 これまで、ゆ とり っく の１１営

に携わっ てきた私たち従業ａの 「ゆ とり っく 愛」 は他のどの企業に も負けません。

私た ちに とっ て、 利ｍ者か らか けて いた だく 「い つも あり がと う」 の言葉は心地よ

く、 従業翫。のや りがい、 働きがいの源となっています。

やま も、 あり がと うの言葉 をか け続 けて いた だけ るよ う、 これ まで 培っ てきたｇ・

とタｌ】 識を存Ｓヽに ほか した施設運営 を実行し 。今まで な上に地域に愛さ れる施設づく

りを 目指 した いと考え、指定管ＩＩ者の串請をさせて いただきました。・

６６
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３７ ，８ ００

３， ４００

２９ ，１ １０

４， ８５０

１， ４００

５， ０００

２， ０〔〕０

８００

１８ ００

３， ５００

４００

９０，０６０

２， １４０

５， １４０

合計　　　　　 備考

８０，０００

７６，８００

１２ ，４ ００

１９４， ８００　 会費１１又入等

３６ ４， ０００

１５ ３， ６００

１２ ，６００　薬品等

１１ ８， ２１ ０’

１９ ，７ ００

４， ５００

１９ ，３５０　支払手数料等

８， ０００　 水質検画他

３， ０００

６， ９００

１２，３００

７００

３５８， ８６０

５， １４０

租税む課等

イベント費等

プー ル・ ・・ ＳＮＳ等の広告媒体による 「プール」「ジム」「温Ｓ施設」を備えた複合施
設であることのｊｉｌ タミ｛｝強化。来館数の減る冬場のプール水温、 室温の安定化。

ａ　 呂・ ・・ うず しおＳ泉の■１定１４Ｓ。 清掃 ・ＳＳの徹底管ｔ等。
・自主事業収入増

会ａ獲得を目的と したイベントの強化実施。

会員退会防止を目的と した従業員のスキルアップ研修の強化。
【経費縮減に向けたＲ組み】

－

・人件費削減 ・・ ・スイミング９持ち人数ＵＰを目的とした指導ｉｌ修、社員の稼働率ＵＰ。
・水光熱費削Ｍ・ ・節電目的の動力の効率的なタイマー設定、 夏場の９Ｓの効率的なタイ

、　　　　　 マー設定及び設定温度の管理Ｃ ．　　 ｀　　　・

・修繕費削減 ・・ ・機械設備の日常点検による故障個所の琴・期発見、 修繕。メ ンテすンス。
回

・消耗・費‥ ・・ 従業ａの節約意識向上の啓発、 複数業者へ相みつＲりでの業者の選定。

（ＩＥ

（ｊ圭

Ｇ主

１） 単位は『千Ｆエｌ 』１ 、会計年度は ４Ｊ１１ 日か ら１年３ ＪＥ１３　１　日と します
２） ｉｒ 施設管ミ１：ｊに は． ［保守点検Ｊ］、 ｌ維持管９費 ・業務委託費』等 をＥ入し てく ださい
３） 『役務費』に は、 『１１信 費』 、『広告料』 、『手数料』 、『保険料』 等を Ｅ入 して くだ さい

７　 ６７－



ゆと りっ く指定管週１者Ｘ本協定書

【案】

令和　　 年　　 丿　　日

南あわじ市

６８



【案】

ゆと りっ く指定管ａ業務に関す る基　 協定書

南あわじ市（ぶ下 「ＥＩヨ 」と いう 。） と株式会社ア クア淡路 （１Ｍ下 「乙」と いう 。） とは、

南あわじ市のむの極ａである『ゆとりつｊく クアハウスＪ Ｒび 『ゆとり っく クラブハウスＪＩ

（１Ｍ下、「施設」という。） の管ヨ及び運営に関する業務（Ｕ下 「管理業務」 という。）に

つい て、 南あわじ市むの施設に係る指定管ヨ者の指定手続等に 関する条例（４ｚ 成１ ７年南

あわ じ市条例第２０６号、 ぷ下 「指定管理者条例」という 。） 第了条の規定に基づき、次の

とお り基本的な事項について協定（な下 「基本協定」 とい う。 ）を締結する。

第へ章　総則
ａ

（趣旨）

第１ 条　 この基本協定 は、 南あわじ市温 ｊｌＥｉ施設条例 （４ｚ成 １９年南あわ じ市条例第３７ｇ、

ぶ下 「ＳＳＳａ条例」 という。 ）第１２条及び南あわ じ市Ｓ水プール条・（平ぼ１９年南・

あわじ市条例第３８号、勁、下 「温水プール条例」という。） 第１ ３条の規定により指ｘｉ回管

理者に指定された乙が行う 施設の管理業務に関し必要な事項を定め る。

（２共性ＲびＲ鬪事業の趣旨の尊重）

第２条　乙は、Ｓｊ６施設条９ＪＲびＳ水プール条９』（句、下「Ｓ水ＳＳａ条Ｓ等」という。）

第へ条にそれぞれ規定する施設の設置目的に基づき、 施設の管理運営をｉモｉう ことに対

し、 求められるＳＭ性を十分にミ解 し、 その趣旨を尊重するものとする。

２　 ＥＩヨは、事業がＥ闘事隻＝ｔによって実施されるものであることを＋１２１９解し、対等黠、

な気に爽 ってその趣旨を尊重するものとする。

（信義誠実の原則）

第３ ４　 ＥＦＩＲび乙 は、 互い に協力し、信義を重ん じて協定を誠実に履行 しなければなら

ない。

（用語の定義）

第４条　この基本協定においてまの各号に掲げるＪｌｌ語の意義は、それぞれ・該各号に定
ミ

めるところによる。　ヶ

（へ ）指定開始日　 指定管理者条例に定める指定期間の開始 日の こと をい う。

（２）指定管理料　甲が乙に対して支払う管理業務の実施に関する対価のことをいう。

（３ ）自主事業　 第７条に規定 した管ｌｌ業務ぷ外の業務で、 乙が自己の責任と費目におい

て実施する業務のこと・を いう。
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（４）惣棄肱　Ｓａの羶冕管ミ胝のＷ乳にあた り、 乙が・■ したＭＭ・■・のこと をい

う。

（５ ）不句１六力　 天・ （地 ・、 津波、落ｍ、 Ｓａ雨、 洪水、異覽慨兔、 土｛きＭＳ４｝、人

災（戦争、テロ、 暴動等）、法令変１１Ｒびその他ＥｉヨＲび乙の責めに帰すことのできない

事ｄヨをいう。なお、 施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。

（６）法令　すべての法律、法規、 条例示びｉＥ規の手続きを経てむ布されたｉモｉＲ縦間の

規程を言う。

ｍ募集要項　 ゆと りっ く指定管理者募集要亀のこ とを いう。

（８）募集Ｓａ等　募集・］戛、 ゆとりっ く指定管ミ仕様書 （ぷ下「仕様書」 とい う。 ）Ｒ

びそれら に係る質問回答のことをい う。

（９ ）１９１ＪＪｌｌ料金　施設の利Ｊｉｌの対価として乙に支払われる施設のｌｑ」用料金のことをい

う。

（管ヨ？物件）

第５条　乙が管ミする施設、物品等 （ぷ下「管ヨ物件」という 。） の対象は、別紙に掲げ

る財産管ミ台帳（別紙 １で）によるもの とす る。

２　 乙は、管Ｓ物件を常に善良なる管ミ者の注意をもって管・しなければならない。

（指定期間）
乙

第６条　 ＥＩヨが乙を指定管ｌｌ者として指定する期間は、令享［］５年４Ｊ１ １日から令和９年３Ｊ１

３１ 日までとする。

（管理業務の範囲）
。　　１

第７ 条　 乙がｉｊ う業務の範回 は、 温Ｓ施設条例第へ２条及び・水プール条例第 １３条の規

定に基づき、 次のとおりとする。

（へ ）施設の使用の許可Ｒび使用の制限に間する業務

（２）施設の維持管理及び運営に間する業務

（３）施設の使ｍ者がその施設又は設備を損傷し、又は滅失したときにおける損害賠償

の手続きに関する業務

（４）前各号 に掲げる もののほか、 市Ｒが必要と簒める業Ｒ

２　 前取に掲げあ・務の§９１は、 叭ＬＷ甎に定めるとおりとする。

（業務実施条件）

ｉ８ 条　 乙が管∃ＭＲをま施するに■た って満たさなけれぱならない条ｉ牛 は、 仕Ｗ乱に

示すとおりとする。
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（管理業務の実施 で）

第９ 条　 乙は、基本協ｊ？、年度協定、 条例、回係法令等のほか、 募集要項等Ｒび提案書

に従って管理業務を実施するものとする。

２　 基本協定、募集・項等Ｒび提案書の間に矛盾、まい違い等がある場合は、基本協定、

募集要項等、 提案書の順にその解釈が優先されるものとする。

３　 前１回の規定にかかわらず、提案書にて仕様書を上回る水準が提案されているＳ合は、

提案書に示された水準によるものとする。

（開業準備）

第へ０条　乙は、指定開始日に先立ち、管・業務の実施に必要な員格者Ｒび人材を確保 し、

必要なＭ修等を行わなければならない。

２　 乙は、必要と認める場合には、 指定開Ｍ日に先立ち、 Ｅｐ に対 して施設の視察を申し

出ることができるものとする。

３　 ＥＩヨは、乙から前項のＥｐ出を受けた場合は、 合理的な理由のある場合を除いてその申

出に応じなければならない。

（第Ｅ者による実施）

第１ １ｊｌ　 乙は、事前に ｑｌ の承諾を９けたＳ台、 ＷミＭＳの－ｍを箘Ｅきに皿し、又け

請け負わせることができる。

２　 乙が管理業務の一部を第Ｅ者に実施させる場合は、すべて乙の責任Ｒび費ＪＩＩ におい

て１モｉ うものと し、 管ミ業務に関 して乙が使ｍする第Ｅきの責めに帰すぺき事由により

生じた損害Ｒび増加費Ｊ１１に ついては、すべて、乙の責めに帰すべき事Ｅｔ］ によ り生 じた

損害Ｒび増加Ｒｍ とみなして、 乙が９担するものとずる。

（施設の改修等：）

第１ ２条　施設Ｒび設備機Ｓ （Ｍ下「施ａａ備等」。と いう 。） のａ・、 増Ｗ、移ａ及び１

件あたり ５０７ｊ円を超える修繕に ついては、甲 が自 己の費ｍ と責任に おいて実施する
１

・

ものとする。 なお、前述する顯には消費税及び地方消費税を含もものとする。

２　 前項以外の修繕については、すべて乙が自己の費用と責任において実施するものと

する。なお、 施設の老朽化を鑑み、 ９急かつ的確に対応を１モｉう こと。

（緊急時の対応）

第１ ３条　指定期間中、 管理業務の実施に関連 して事故や災害等の緊急事態が発生 した場

合、 乙は速やかに必Ｚな措置を講じると とも に、 ｑヨ を含む関係者に対 して緊急事態貝１

まの旨を通報しなければならない。
Ｓ

２　 事故等が発生 した場合、乙 はＥｒｌ と協力して事故等の原因調査に肖たるものとする。
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（個人情報の保護）

第へ４条　乙ｔｍ、扱う個人情報については、 南あわじ市個人情報保護条例（ｌｌ成１ ７年南

あわ じ市条例第１ ７号）の規定を準ｍし、個人情報の漏洩、滅失又はき損の防止その他

保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなけれぱならない。

２　 乙又は管理業務の一部又は全部に従事する者は、 当該管ミ業務によ りタミ［］り 得た個人

情報を他人に知らせ、 又は不当な目的に使用 してはならない。

３　 前２ 項にかかる詳Ｍに ついては、別記１ 「個人情報取扱特記事項」 に規定す る。

（管ミ業務にかかる情報の２開）

第１ ５条　施設の管理に おいて乙ｔ加、扱 う情報につい て、 南あわじ市情報公開条例（平成

１７年南あわ じ市条例第１ ８ｇ）の趣旨にのっと り、 情報の２開に関して必要な措置を

講するようＭめなければならない。

第２章　備品等の扱い

（Ｅｒヨ による備品等の貸与）

第１ ６条　甲が乙に無償で貸与する備品等 （以下「 Ｉ種備品等」 とい う。 ）は、仕様書に

Ｒ載するとおりとする。

２　 乙は、聡定回回申、Ｉ Ｗ備品■を常 に・好な ｌｌ犬Ｓに９つものと する。

３　 １種備品等が経年劣化等により管理業務実施の用に供することができなくなった掘

合、 乙は必要に応 じて購入又は調達するものとする。

４　 乙は、故意又は過失に より Ｉ種備品等を毀損滅失 した とき は、 ＥＩヨと の協議に より、

必Ｓ に応 じて Ｅｒヨに 対しこれ を弁償又は自 己の費目 できｊ該物と 同等の機能Ｒび価値を有

するものを購入又は謂達しなければなら ない。

（乙による備品等の購入等）
ｊ

第１ ７条　乙がｍ定噸ミ料により管四皿ため購入又はｍＳしたＨＩ備品ぶ夕ｌヽ備

品等 （ぷ下、 「ｎ 種備品等」と いう 。） は、 仕様書に記載する とお りと する。

２　 五種備品等が経年劣化等により管理業務実施の用に倶することができなくなった揚

合、 乙は、指定管理料によ り当該Ｈ 種備品等を購入又は調達するものとする。

３　 乙は、前２頂Ｒび前条に定めるもののほ か、 乙の任意によ り購入又は謂達した備品等
１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

（以下、 「ｍ種備品等」という。） は、 仕様書に記載するとおりと し、 管ヨ業務実施の

ために供することができるものとする。

（備品台帳による管理）

第Ｔ１８条　乙は、Ｉ 種備品からｍ種備品の分類ごとに備品台帳を作は し備品の管理をむわ
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なければならない。

２　 乙は、使回状Ｓを把握するため、年 １回勁、上台帳と備品を突合するものと する。

３　 乙は、ＥＩヨ から備品台帳の提出を求められたと きは、速やかに提出しなければならな

い。

第３章　業務実施に係るＥＩヨの確Ｓ事ｌｉ

（事業計回書）

第１ ９条　乙は、毎年度ＥＦＩが指定する期日までに事業計自害を提ヒＢ し、 ＥＩヨの確認を得なけ

ればならない。

２　 ＥＩヨＲび乙は、 事業計回書を変ましようとするときは、 Ｅｐ と乙の協議により決定する

ものとする。

（事回報告書）

第２０条　乙は、毎年度終了後、 管理業務に関 し、 ＥＦヨが指定する期日までに次の各項に示
－

す事項を記載した事業報告書を提出 し、 Ｅｉヨの確認を得なければならない。

（１ ）管理業務の実施状況に関する事項

（２）施設の利ｍ状Ｒに関する事項
ｊ

（３）料金収入の実績Ｒび管Ｅ１１経費等の収支１犬５Ｒ等
Ｉ

（４）自主事業の実施悵況に関する事］１

（５）前号に掲げるもののほか、ｑヨが指示する事項

２　 乙は、ｑヨが第３６条から第３８条の規定に基づいて年度Ｓ中において乙に対する指定

管理者の指定を取り消した場合には、ＥＩヨが指定する期日までに当該年度の当該日まで

の開の事業報告書を提出しなければなら ない。

３　 乙は、毎月終了後、管理業務に関し、ｑヨが指定する期日までに次の各項に示す事項

を記載したＪＥ目 次報告書を提出し、ｑヨの確認を得なければならない。

（１ ）管理業務のｊＳ施状Ｓに関する事項

（２ ）施設の利用状Ｓ に関する事項

（３）料金収入の状ｉＲ等

（４）前ｇに掲げるもののほか、ＥＩヨ が指示する事項

４　 Ｅｉヨは、必要があると認めるときは、 事業報き書の内容又はそれに関連する事Ｉ肖につ

いて、乙 に対 して報告書又は口 頭に よる説明 を求める こと ができる もの とす る。

（業務実施状況の確認と改善勧告）

第２１条　ｑヨ は、 事業報告書の確認のほか、 乙による業務実施状Ｓを確認することを目的
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として、 随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、 Ｅｐ は、 乙に対して管理業務

の実施寉匹管ミ業務に係る管ミ経費等の収支状況等について説回を求めることがで

きる。

２　 乙は、甲から前項の串出を受けた場合は、合理的な理Ｅｔヨがある場合を除いてその串

ほ：１に応じなければならない。

３　 前条Ｒび本条第へ 取による確認の結束、 乙による業務Ｓ施が仕様書等、 Ｅｉヨが示した

条件を満たしていない場合は、 ＥＩヨは乙に対して業務の改善を勧告するものとする。

４　 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならな

い。
ｌ

第４章　指定管■料ａび利ｍ料金

（指定管ミ料）

第２２条　ｑヨ は、 管理業務実施の対価として、乙に１ 年間あたり金２０，０００，０００Ｆヨ （４
¶

年間合計金８０，０００，０００ＦＥｊ 、消費税及び地力消費税を含む。） を支払うものとする。

２　 前項の対価は、乙の請求により毎年４回 （４ Ｊｉｊ、 ７月、１ ０月及び翌年 ｌｊ回ｌ ）の分

割にて支払う もの とす る。

（指定管理料の変更）

第２３条　指定管理料の額を変更すべき特別な事情が生じた場合、その都度、 甲乙協議の

上、 定め るも のと する。

（ｊＲＪｍＭ金収入のＲ扱い）

第２４条　乙は、・設にＳる５Ｒ」１１１ お｜まを・は乙のａ入として、 収９する。

（利 ＪＥ目料金の決定）

第２５条　利ｍ料金は、 乙が、温水浴施設条例等に規定する歟Ｊｍ料金の範回内において定

める もの とす る。 ただ し、 その決定Ｒび改定につ いて は事前に 甲の承諾 を受けるもの

とし、必要に応じてＥｐと乙の協議を行うものとする。
ａ

第５章　損害賠償ａび：；Ｆ‘・抗力

（損害賠償等）

第２６条　乙は、故意又は自失により管ミ物件を損傷し、又は滅失したときは、それによ

って生じた損害をｑヨ に賠償しなけれぱならない。ただし、甲が特ＢＵの事情があると認

めたときは、 Ｅ４ヨは、その全部又は一部を免除することができるものとする。

（ＳＥきへのＭ償）　　　　　　　　　　　　　　　　一

第２７条　管理業務の実施において、 乙に帰すべき事由によ り第五音に損害が生じた場
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合、 乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害がＥＩＥＩ の責めに帰すべ

き事ＥＩヨ又はＥＩヨ 乙ｇ力の責めに９すこ とができない事Ｅｔｌ による錮８は、そのＳりではな

い。

２　 ｑＥＩはＪ乙の責めに帰すべき事Ｅｔｌ によ り発生した損害について第三ｔに対 して賠償し

た瑶８、 乙に対して、 賠償したｔ額Ｒびその他Ｍ償に伴い発生じたＲＪＥ目 を求償するこ

とができるものとする。

（保険）

第２８条　管ミ業務の実施にあた り、 乙が加入 しなけれぱな らない保険又は保険料を支払

わなければならない保険は仕様書に規定するとおりとする。

（不ＩＪ抗力・生時の対応）

第２９条　不可抗力が発生した瑶台、 乙は、不可抗力の影響を９期に除きすべ く早急に対

痂措置をとり、不ＩＪ抗力によ りｌｌ生する損憲 一損失Ｒび増加費用を最小・にするよう

努力 しなければならな い。

（ぞ可抗力によって発生した費用等の負担）　　　　　　　　　　　　　　　　、

第３０条　不見抗力の発生に起因 して乙に損害 ・損失や増加費用が発生した場合、 乙は、

その内容や程度の詳細を記載した書面を持ってＥｉヨ に通タミ［］するものとする。

２・ 甲は、前項の通知を受け取 った場合、損害状Ｓの確認を行 った上でｑヨ と乙の協議を

ｉモｉい、不乃丿抗力の１』定や費ｍ負担等をま定するものとする。

３　 不可Ｉ抗力の発生に起【ｉ して乙に損害 ・損失や増加費ｍが発生した瑶台、 当該費ＪＩに

ついては台Ｒ性め認め られる範囲で ＥＩヨが負担する もの とする。 なお、乙が加入した保

Ｒにより補てんされた台額木目当むについては、 ＥＩヨの負担にきまないも芻とする。

４　 不可抗力の発生に起因 して甲に損害 ・損失や増加費用が発生した場合レ当該費用に

ついては甲が負担するものとする。

（不可抗力に よる一部の業務実施の免除）

第３１条　前条第２項に定める協議の結果、不可抗力の発まにより管９業務の一部の実施

がで きな くな った と認められた場合、乙 は不９抗力により影響を受ける限度 において

基本協定に定める義務を免れるもの とす る。

２　 乙が不‾偈抗力により業務の一部を実施できなかった場合、ＥＩＥｊは、乙との協議の上、

乙が当該業務を実施できなかっ たこ とにより 免れた費Ｊ≡１１ 分を指定管Ｓ料か ら減額する

ことができる もの とする。

（連帯保証人）
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

第３２条　乙は、基本協定締結に当た って連帯保証人を立てることとする。連帯保証人は、
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乙の賁に帰すべき事ロヨにより、業務の継続が・難となった場合に、次の指定管理者へ

の引継き皿われるまでの間、乙を支援すると とも に、 乙の損害賠償金、 指定管ミ料

曵市がま Ｕニ１した額のう ち、 執哂ｔＭ塁できない場合、 その末社ｌｊ額きＳａの管ミＷ笆

費目等の支払いを保証するものとする。

２　 連帯保証人は、前項の １力 容の履行に必要な資力 、能力を有するものと し、 甲の承認

を得るものと する。な お、 ｑヨ が不適当 と認める とき は、 乙はその変更をしなく てはな

らな い。

第６章　指定期間の満了

（ＭＳのＳＩ継ぎ等）

・３３条　乙は、基本協定の終了に際 し、 Ｅｉヨ又はｑヨが指定するものに対 し、 管ミ業務のＳＩ

継ぎ等を１モｉわなければならない。

２　 ＥＩヨは、必要と認める場合に は、 基本協定の終了に先立ち、 乙に対して甲 又は甲が指

定するものによる施設の視察を串し出ることができるものとする。

３　 乙は、ＥＩヨから前項の申出を受けた場合は、合ミ的なＳＥｔ３のある場合を除いてその串

出に痂じなければなら ない。

（回状復帰義務）　　ミ

第３４条　 乙は、基本協定の終了 まで に、 指定開始 日を基準 として管・物件を原状 に回復

し、 ＥＩヨに対して管理物件を明け渡さなければならない。

２　 前項の規定に かかわら ず、 ＥＩヨが認めた場合に は、 乙は管理物件の原状回復は ｉうニわず

に、 別途甲が定める状態で ＥＩヨに対して管理物件を明け渡す こと がで きるもの とす る。

（備品等のＲ扱い）

第３５条　基本協定の終了に際し、賜品等の扱いについては、まのとおり とす る。

ｙへ ）乙がｍｔＷＩＩ料に より 購入 した 口Ｉ鯣品等ＲびＨ ・備 品等 につ いて は、 ＥＩヨ又 はｑヨ

が指定するものに対して引き継がなけれぱな らない。

。１ ２） ｍ種蹣品等については、原則と して乙が自己の責任と費ｍで撤去・ 撤収するもの

とす る。 ただ し、 Ｅｆヨと 乙の協議 において両者が合意した場合、 乙は、甲又は ｑヨ が指定

するものに対・して引き継ぐことができるものとする。

第７章　指定期間満了以前の指定のＲり 消し

（ｑヨによる指定のＲり消 し）

第３６杲　ＥＩヨは、乙がまの各号のいすれかに該当すると認めるときは、そのｍ定をＲり・

し、 又は期間 を定めて 管ＥＥ業Ｒの２部若しくは一部の停止を命するこ とができるもの
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とす る。

（１ ）業務に際し不ｊＥ行為があっ たとき

（２）Ｅｉヨ に対し虚偽の報告をし、又はでｉＥ当なＥＥＩＥｔｌなく報告等を拒んだとき

（３ ）乙が基本協定内容を履行せず、又はこれら に違縦したとき

（４）自らの責めに帰すべき事ＥＩヨにより乙から基本協定締結の解除の串・があったとき

（５ ）その他、ＥＩヨ が必要と認めるとき

２　 ＥｒＥＩ は、 前項に基づいて指定のＲり消しをぞモｉおうとする際には、事前にその旨を乙に

通タミ［］した上で、 次の事項につ いて乙と協議 を１モｉわなければな らな い。

（１ ）指定取り消 しの理由

（２ ）乙による改き策の提示と指定取り 消しまでの猶予期間の設定

（３）その他必要な事項

３　 第へ 項の規定によ り指定を取り 消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一

剖の停止を命じた場合において。乙に損害・ 損央やｍ加費用が生じても、Ｅｆヨ はその賠

償の責めを負わない。

（乙による指定のＲり 消しのＥＩ∃ 皀）

第３７条　乙はまのいずれかに該当Ｉする場合、ｑヨに対して指定のＲり消しを串 しＵｊること

ができるものとする。

（１ ・χ`　 ｇヨが基本協定内容を履１うニせす、又はこれらに違縦したとき

（２ ）ｑヨの責めに帰すべき事由に より 乙が損害又は損失 を被 つた とき

（３）その他、乙が必要と認めるとき

２　 ｑヨ は、 前Ｉ回の申皀を支けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。

（不可抗力による指定の取り消 し）

第３８条　Ｅｐ又は乙は、不乃丿抗力の発生により、管ミ業務の継続等廿覧］難と判断 した場合

は、 相手方に対して指定Ｒ り消 しの協議を求める ことがで きるもの とす る。

２　 協議の結果、 やむを得ないと判断された場合、ＥＩヨ は指定のＲり涓しを行うものとす

る。

３　 前Ｉ回におけるＲり消しによって乙に発生する損害・ 損失Ｒび増加費目は、 台理性が
Ｉ

ａめ られる範回で ＥＩヨが負担する こと を原則と して ｑヨ と乙の・議により 決定する ものと

する。

（指定期間終了時のＲ扱い）

第３９条　第３２条から第３４条の規ｉ？は、 第３６条から第３８条の規定により基本協定が終

了した場合に、これを準ＪＥ目する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。
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第８ 章　 その他

（権利・ 義務の譲渡の禁止）

第４０条　乙は、基本協定によっ て生ずる権利又は義務を第Ｅ者に譲渡し、又は継承させ

てはならない。ただし、事前にＥＩヨの承諾を・けた場合はこの回りではない。

（一括肖委託等の禁止）
－

第４１条　乙は、管理業務の全部又はその主たる業務を一括 して第Ｅ者に下請けさせ、又

は再委託することはできない。
１

（管ミ業務の範回夕１ヽの業務）

第４２条　乙は、Ｓａのａ置 目白！｜ に合・し、かつ管Ｒ業ｇのま施を妨げない範回におい て、

自己の責任と費目によ り、 自主事業を実施することができるものとする。

２　 乙は、自生事業を実施する場合は、 ＥＩヨに対して事業ａＳ書を提出し、事前にＥＩヨの承

諾を受けなくてはならない。その際、ｑヨと乙は必要に応 じて協議を行うものとする。

３　 ＥＩヨと乙は、自主事業を実施するに■たって、 別途の自主事業の実施条件等を定める

ことができるものとする。

（請求、 通Ｍ）等の様式その他）

第４３条　基本協定に関するＥＩヨ乙掘の請求、通知、 申出、報告、 辱、諾及び解除は、基本協

定に特別の定めがある場合を除き、 書Ｅにより？モｉわなければならない。

２　 基本協定の履１モｉに関してＥＩヨ 乙間で用いるき語は、 日本語とする。

３　 基本協定の履行に関して甲乙開で用いる計量単位は、 基本協定に特別の定めがある

場合を除き、 計量法（平ほ４年法律第５１ｇ）の定めるところによる。

（協定の変更）

Ｍ４４条　管ミ業務に回 し、 管理業務の前提条件や内容に変更が生じたとき又は特別な事

情が生じたとき。は、 ｑヨ と乙の協議の上、 基本協定の規定を変ｌｌすることができるもの

とす る。

（解Ｒ）

喫Ａ５氛　ＥＩヨが基本協定の鼈定にａづきＳＭの■９ＥＩ、ａＭ］若しくはな会いを１モｉい、又は説

明若しく は報告を求めたことを持って、 甲が乙の責任において行うべき業務のｊき部又

は一部に ついて責任を負担するもの と解釈してはなら ない。

（疑義についての協議）

第４６条　基本協定の各条項等の解釈について疑義を生 じた とき又は基本協Ｚｉ？ に特ＳＵの

定めのない事Ｉ肖については、 ｑヨ と乙の協議の上、 これを定めるものとする。
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この基本協定の締結を証するため、、本書を３通作ぼし、 Ｅｉヨ、 乙Ｒび連帯保証人がそれ

ぞれ記名押印の上、各 １通を保有する。

令享［］　 年　　 丿回丿　　日

ｑヨ　　 兵庫県南あわ じ市市善光寺２２番地１

南あわじ市長　　守本　憲弘

乙　　 兵庫県南あわ じ市湊７ ７番地

株式会社アクア淡路

代表Ｒ締役　　渡遒　一人

連帯保証人　 奈良県生駒市さつき台 へ丁 目５ ０３ 番寛２３

宗本　憲人
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別ＳＩ

個人情報取扱特記事ｌｌ

（基本的事項）

第１ 条　 乙は、個人情報（個人に関する情報であ って、特定の個人が識別され、 又は識

ｍされ得るものをいう。黝、下回じ。） の保護のを亂ＪＭＩＥを認ほし、この協定による業Ｍを

実施するに当 たっ ては、個人の権利 利益を侵害するこ とのない よう 、Ｓ人情報を適ｊ］Ｅ

に取 り扱わなければな らな い。

（秘密の保持）

第２条　乙は、この協定による業務に関 して裝］ることのできた個人情報を他に漏ら して

はな らな い。 この協定が終 了し、又は解除された後に おいても、同様と する。

（収集の制限）

第３ 条　 乙は、この協定による業務を行 うために個人情報 を収集すると きは、その業務

の目 白１｝を・はするために悒ヽ要な範回ので、 ■むかつ２ＨＥな手ほにより５わなければな

らな い。

（適ｎＥ管理）

第４条　乙は、この協定による業務に回してタミ［］ ることのできた個人情報の箋えい、 滅失

Ｒびき損の防止その他個人情報の適ｉＥな管理のために必要な措置を講 じなけれぱなら

ない。

（利用Ｒび提供の制Ｓ）

第５ 条　 乙は、ｑヨの指示又は承諾があ る場合を除き、こ の協定に よる業務 に関 して タミ［］る
Ｉ　　　Ｉ

ことのできた個人情報を協定の目的以外の目 的に利回 し、 又は第Ｅ者にヨ供 してはな

らな い。

（複写又は複製の禁止）

第６条　 乙は、この協定による業務を処ＥＥＩするためにＥＦヨから引き渡された個人情報が記

録された資料等を、ｑヨの承諾なしに複ぢし、又は複製してはなら ない。

（再ま託の禁止）

第了 条　 乙は、この協定に よる業務を行うための個人情報の処理は、自 ら行 うものと し、

ＥＩヨが承諾 した場合を除き、 第Ｅ者にそのＭＳを委託してはならない。
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（資料等の返還等）

第８条　乙は、この協定による業務を処理するためにｑヨから引き渡され、 又は乙自らが

収集若しくは作成 した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ち にＥ手３ に万遍し、

又はＳＩき渡すものとする。ただし、Ｅ４ヨが別に指示したときは、その指示に従うものと

する。

［従事者への周Ｍ］）

第９ 条　 乙は、この協定による業ｇに従事する者に対 して、在職中及び退職後におい て、

この業務に関 して Ｍ］ るこ とのできた個人情報を他に漏ら して はな らな いこ と、 協定の

目的Ｕ外の目 白Ｓ］に使ＩＥ目 してはならないことなど個人情報の保護に関 し必要な事ｌｌを周

知するものとする。

（実地調査）

第１ ０条　ｑヨ は、 必要があると認めるときは、乙がこの協定による業務の執ｆｉに・たり取
Ｓ

り扱 っている個人情報の伏Ｓこついて随時実地に調査する ことがで きる。

（事故報告）

第１ へ条　 乙は、この協定に違反する事態が生 じ、 又は生ずるおそれのあるこ とを タミ ［］ つた

とき は、 速やかに甲に報告 し、 甲の指示に従 うものと する
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別紙 １　 財鬼管理台帳

区　分　　　　　　 肖丿　　　　　　容

南あ わじ市漢字平７１ ８（ｊ－３ほか１３策

士　丿台　 ・積 ：４，９９５　這

建　 物　　 プール棟 ほか ３棟 、２ ，３ ４１ ．５９㎡

工作物　　電気設備一式ほか １０件

ゆと りっ く指定管ミ仕様書私表３
備　屁

備脆台帳のと おり。

８２

備 考

詳繼Ｗ陷紙一覧表のと おり



所　 在　地

南あわじ市

湊字平石

計

土

地　番

８１

７８

７９

８０

Ｉ
　
Ｉ

８０ －３

８０ －４

８１ －２

８１ －３

８２

８２ －２

８２ －３

９６

９　７－１

６８

ｍ
　

ｍ
　

ｍ
　
田

地　目

ｙ目 悪水路

用悪水路

篦悪水’終

篦悪水旄

日

雑４竟

用悪水路

ｍ
　
ｍ

ｍ

８３

地

Ｓ　 積（ｊ）

（ｎｌ）

７００

５１６

６８０

６８９

１５

１３

１５

１５

９５４

只
）
　
７

９
‥

ｙ
　
ｌ

３０３

－

２００

８４０

４， ９９５

備　　考



所　在　地 名

南あわじ市　　 プール棟

湊学年石

｀⌒ｆ

その他

ナウナ棟

計

せ　 物　 一　 覧　表

所 数　量

（棟）

１

１

１

１

４

８４

延床回澂

（岷）

１， ６１ ３． ２５

５６ ９． ３０

］． ２０ ．０４

３９．００

２， ３４ １　５９

備　　考



所　在　地

南あわじ市

検字平石

計

工　 作　 物　 一　 覧　表

佑 所

．電気設備一式

き調換Ｍａ備一式

給排水衛生設備一式
ｆ

浄化槽一式

水風呂冷却装置

電気風呂機械鼈備／やすら ぎａ泉

電気風呂機械設備／すこやか４。泉

省電力装置

プール監視カ メラ 一式
４

Ｊ

水道使ＪＦｊ 水ｔ計設備一式

積算電力ま計設備一式

８５　－

１式

１式

１式

１式

１式

］．式

１式

１式

１式

１式’

１式

１１件

備　　考
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